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ごあいさつ 

 

～  第２回景観計画の変更に当たり ～ 

 

 

 

 岩国市は、中国山地から続く緑豊かな山並みや、清らかな水をたた

える錦川と島田川の水の流れ、碧く波穏やかな瀬戸内海等の豊かな自

然を誇るとともに、横山・岩国地区に色濃く残る城下町の風情や錦帯

橋、旧山陽道の宿場町、地域で守り育てられてきた伝統芸能の神楽等

の歴史的・文化的資源に恵まれております。 

また、中心市街地から四方に広がる幹線道路の沿道に連なる商業施

設や住宅地、臨海部に広がる石油化学やパルプの工場群など、様々な

景観を有しております。 

こ う し た 地 域 の 良 好 な 景 観 を 豊 か な 生 活 環 境 に 不 可 欠 な も の と し

て、市民が誇りを感じ、訪れる人の心に残る岩国市らしい景観を形成

するため、「岩国市景観計画」を策定し、守り、伝え、育てる取組を

行ってまいりました。 

こ の 度 、 新 た に 、 自 然 ・ 風 土 と 人 々 の 生 活 ・ 生 業 に よ り 育 ま れ た

「 文 化 的 景 観 」 に つ い て 位 置 付 け を 行 う と と も に 、 岩 国 城 下 町 （ 横

山・岩国地区など）における周辺の自然や人々の暮らしが育んできた

景観を今後も大切につないでいけるよう内容の拡充を行いました。 

今後も、『自然と歴史を未来へつなごう  美しい景観のまち岩国』

の更なる実現に向けて、市民や事業者等と協働して景観まちづくりを

進め、魅力ある景観の保全と創出に取り組んでまいりますので、皆様

の御協力をお願い申し上げます。 

 最後に、この度の景観計画の変更に当たりまして、岩国市景観審議

会をはじめ、様々なお立場から御協力いただいた市民や関係者の皆様

に対し、心から厚くお礼申し上げます。 

 

令和３年３月 

                 岩国市長  
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序 章 

１．景観計画策定の背景と目的 
 

［景観計画策定の背景］ 
 

岩国市は、山、川、海の多彩で豊かな風景や歴史・文化的なまちなみ等、美しい景観を有して

います。特に、国指定の名勝である錦帯橋は、日本三名橋に数えられる等、全国に知られる景勝

地となっています。 

 

こうした先人から受け継いだ大切な景観を守り育てるために、「錦帯橋風致地区」の指定や「岩

国市街なみ景観条例」の制定等、各時代の社会情勢や地域のニーズに応じた景観づくりの取組を

行い、それぞれの地域で市民共有の財産である景観を守ってきました。 

 

そのような中、平成17年に景観に関する総合的な法律である景観法（平成16年6月18日法律

第110号）が全面施行されました。この法律により、地方公共団体が景観行政団体となり、景観

計画や景観条例を定めることで、地域の特性を活かした良好な景観形成に向けた実効性のある取

組を推進していく環境が整い、本市も平成19年6月、景観法に定める「景観行政団体」となりま

した。 

 

一方、本市は、平成18年の８市町村合併による新市発足により、さらに多様化した良好な景観

を有するとともに、その範囲も大きく拡大しました。そのため、拡大した市域を対象に、市民協

働による景観づくりの方向性を示す「岩国市景観ビジョン」を平成22年3月に策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観法の５つの理念 

○良好な景観は、現在及び将来における国民共有の資産として、整備保全を図る。 

○良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成され

るもので、適正な制限のもとに整備保全を図る。 

○景観形成は、画一的な整備を行うものではなく、地域の個性を伸ばすよう多様な形成を図る。 

○景観形成には、観光や地域の活性化への配慮が必要で、住民、事業者、行政が一体的に取り

組む。 

○景観形成は、保全のみならず、新たな創出を含む。 
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岩国市景観計画とは

 

 

［岩国市景観計画の目的］ 
 

本市の各地域における多種多様な景観は、私たちの祖先や先輩により、その時代における社会

情勢や地域のニーズに対応しながら大切に守られてきました。 

このような良好な景観は、一度失うと二度と戻らないものであり、各地域で守られてきた景観

を市民共通の大切な資産として整備・保全し、また新たに創造・誘導していく必要があります。 

今後も、本市の優れた景観を守り、育て、創り、後世へと継承していくため、「岩国市景観ビジ

ョン」の基本理念である『自然と歴史を未来へつなごう 美しい景観のまち岩国』の実現に向け、

景観法に基づく景観計画を定めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良 好 な 景 観
（守り・育て・創り・伝える）

市民協働の

景観まちづくり

景観計画

景観形成地区 風致地区 等地
域
ニ
ー
ズ
・
問
題
点
の
変
化

対応対応

対応対応

対応対応

連携連携

これまでの取組

景観ビジョン景観ビジョン
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序 章 

２．岩国市景観計画の役割 
 

本計画は、岩国らしい景観づくりを総合的かつ計画的に推進するための指針を示し、市民・事

業者・行政の協働により、岩国市固有の景観を守り、育て、創り、伝えていくため、次の３つの

役割を担います。 

 

 

【岩国市景観計画が担う３つの役割】 

 

■岩国市が有する景観特性の明確化 

景観を守り、育て、創り、伝えていくためには、まず、本市が有する様々な景観を把握

し、共有することが重要です。市域全体や地域ごとの視点、また、市民が親しみ大切に感

じている視点から、本市の景観特性を明確に示すことで、未来へつなぐべき景観に対する

市民共通の認識を深めるための役割を果たします。 

 

■景観まちづくりの推進 

本計画は、これまでの本市における景観に関する取組を充実・強化するとともに、「岩国

市総合計画」や「岩国市都市計画マスタープラン」等に示されている将来像の実現に向け、

景観の視点からの取組を示すものです。これら上位計画等との調整を図りながら、総合的

な景観まちづくりを推進する役割を果たします。 

 

■市民・事業者・行政の連携を促す共通の指針 

総合的な景観まちづくりの推進のためには、市民・事業者・行政が目標を共有化すると

ともに、景観法の制度を積極的に活用し、連携して取り組んでいく必要があります。この

ため、本計画は、市民・事業者・行政が一丸となって景観形成を推進するための共通の指

針としての役割を果たします。 
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岩国市景観計画とは

３．景観計画の位置づけ 
 

本計画は、景観法第８条に基づく計画として、対象とする区域（景観計画区域）、良好な景観の

形成に関する方針、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項等を定めるもので、景観

形成の基本的な指針となるものです。 

また、計画の策定にあたっては、市の政策を展望しつつ、「岩国市総合計画」や「岩国市都市計

画マスタープラン」等の上位計画や関連計画と整合を図っています。以下に、計画体系における

「岩国市景観計画」の位置づけを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩国市景観計画の位置づけ（上位・関連計画を含めた計画体系） 

 
国 山口県 岩国市 

やまぐち未来 

デザイン 21 
岩国市総合計画 

【基本構想･基本計画】 

各種計画等 

山口県 

景観ビジョン 
美しい国づくり 

政策大綱 
岩国市 

景観ビジョン 

景観法 

支援 

国の基本理 
念との整合 

国･県の基本 
理念との整合 

岩国市都市計画 
マスタープラン 

○公共事業景観ガイドラ
インの策定 

○屋外広告物条例の制定 
等 

景観施策展開 
○啓発・人材育成 
○住民・市町村支援 
○公共事業景観配慮 

県景観条例 

景観施策の更なる展開 

岩国市 

景観計画 
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序 章 

４．景観計画の構成 
 

本計画の全体構成を示します。 
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第１章 

岩国市の景観特性 
１．地域で親しまれている景観資源（岩国市固有の景観資源） 

２．岩国市の景観の定義 

３．岩国市の景観特性 
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第１章 

１．地域で親しまれている景観資源（岩国市固有の景観資源） 
 

岩国市固有の景観は、多種多様であり、景観の捉え方は、市民一人ひとり、また、地域によっ

ても様々です。そこで、守り、育て、伝えていくべき景観として、地域に親しまれている景観資

源を市民アンケートや景観ワークショップ等から抽出し、「地域で親しまれている景観資源」とし

て示します。市民の思い入れの深い景観として、清流「錦川」や「錦帯橋周辺のまちなみ」等が

挙げられるほか、各地域に多種多様な景観資源が分布しています。 
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岩国市の景観特性

 

地域で親しまれている景観資源の分布図 
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第１章 

２．岩国市の景観の定義 
 

景観は、地域の風土の基盤をなす自然環境を根幹として、その風土に対応して築かれてきた文

化や産業等、地域の人々の生活によって形づくられるもので、今後も変化していくものです。 

そのため、本市において「景観」とは、目に見えるものだけでなく、そこに吹く風や感触、香

り、聞こえてくる音等の五感を通じて感じられる地域の印象に加え、地域性や歴史性等の関係を

認識することによって、はじめて全体像が把握できるものと考えます。その上で、「岩国市景観ビ

ジョン」において、『岩国市の「自然」や「歴史・文化」、そこに育まれてきた「人と心の生活」

をあらわすもの』と定義しました。 

 

本計画では、こうした「景観」の定義と景観法の５つの理念を踏まえ、岩国市の景観を地域の

風土の基盤をなす「自然」や風土に対応して築かれてきた「歴史・文化」、「人々の生活・生産」

の場といった３つの観点から捉えることとし、目に見える景観と五感を通じて感じられる印象、

そこに育まれてきた人と心の生活、歴史性の関係も含め、「岩国らしい景観」の全体像の把握を行

います。 
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岩国市の景観特性

３．岩国市の景観特性 
 

３－１．自然の景観 

本市の自然の景観は、中国山地から連なる山並み、清流錦川や島田川の流れ、そして瀬戸内

海の海岸線や大小の島々が基調となっています。 

寂地山、羅漢山は、標高 1,000ｍを超え、ブナ林の自然植生が残り、谷は、渓流となって豊

かな自然景観をなしています。中国山地を北西から南東方向に縦断する錦川は、両岸の森林や

水田とともに、川の流れが淵、瀬となってつながりのある景観をなしています。市の東部を広

島県境に流れる小瀬川は、弥栄峡の峡谷美と弥栄ダム、弥栄湖、弥栄大橋等により自然と人と

の営みが調和した景観をなしています。玖珂盆地は、蓮華山、塔ヶ森、高照寺山、氷室岳に囲

まれ、中央を島田川がゆったりと流れています。瀬戸内海沿岸は、錦川河口部を除いて、山か

ら続く丘陵が海岸線まで迫り、瀬戸内海の眺望と海岸線に平行する山の眺望に特徴のある景観

が続きます。柱島群島は、瀬戸内海の多島美を形づくっています。

銭壺山からの瀬戸内海（由宇地域）

錦川（岩国地域） 寂地山（錦地域） 

弥栄湖と弥栄大橋（美和地域） 

玖珂盆地（玖珂・周東地域） 
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第１章 
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岩国市の景観特性

３－２．歴史・文化の景観 

本市には、地域ごとに長い歴史と高い文化を反映する景観があります。 

吉川家の城下町として発展してきた横山・岩国地区には、錦帯橋をはじめ岩国城、吉香神社、

吉川史料館、香川家長屋門等、城下町の面影を今に伝える景観が形成されています。瀬戸内海

に面した由宇では、岩国藩の代官所跡や榊神社の社寺、年番神楽が地域の歴史と文化を感じさ

せる景観をなしています。玖珂、高森には、本陣跡、酒造所、椙杜八幡宮、高森天満宮等によ

り、旧山陽道の宿場町の面影を残す景観が形成されています。中国山地の山代地域は、谷沿い

や峠を越えて集落をつなぐ山代街道、岩国往来が地域を結ぶ交流の軸となり、広瀬や本郷のま

ちなみや一里塚、社寺、山代神楽等がこの地域の歴史と文化の景観をなしています。瀬戸内海

の柱島諸島では、忽那
くつな

水軍をはじめ島固有の歴史を示す社寺や史跡が歴史・文化の景観をなし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高森宿のまちなみ（周東地域） 山代神楽（錦地域） 

年番神楽（由宇地域） 錦帯橋（岩国地域） 
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第１章 
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岩国市の景観特性

３－３．生活・生産の景観 

本市は、県東部の中核都市として約15万人の市民が暮らし、活発な生産活動が行われていま

す。 

岩国駅を中心とする商店や業務が集中する中心市街地では、アーケードやショウウィンドウ

が華やかな景観をなしています。臨海部では、コンビナートの工場群が生産の景観をなし、岩

国基地では、航空機の離発着が見られます。幹線道路が中心市街地から放射状に広がり、沿道

商業施設や住宅等の連なりにより、全体として都市の景観をなしています。また、郊外には、

都市近郊の田園景観が形成され、尾津町には、ハス田が広がる特徴的な景観があります。由宇、

玖珂、周東、山代地域の総合支所周辺は、地域の生活の拠点としてまちの景観が形成され、山

代地域を中心とした棚田や中国山地の谷底平地の農村、玖珂盆地の田園等、人々の生活と自然

が調和した景観が形成されています。また、山代地域には、手入れの行き届いた良好な森林景

観が広がり、瀬戸内海沿岸や島嶼部には、漁港や漁村の景観がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祖生の田園（周東地域） 柱島港（柱島地域） 

中心市街地（岩国地域） 臨海部の工業地帯（岩国地域） 
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第１章 
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第２章 

景観計画区域 
１．景観計画区域 

２．重点地区の指定（区域の区分） 
 
 



 

18 

第２章 

１．景観計画区域 
 

景観計画の対象範囲となる景観計画区域は、これまで相互の連携が十分とはいえなかった都市

や農村、山林、自然公園等を、景観の観点から一体的・横断的に捉えるため、都市計画区域に限

らず、景観の保全・形成上必要な範囲を幅広く指定することができます。 

 

岩国市には、人々の生活とともに育まれてきた「自然」「歴史・文化」「生活・生産」等の個性

ある景観資源が市全域にわたって分布しています。その一方、それらの保全・形成上の課題も市

全域に及んでいます。 

そのため、地域ごとの景観特性や課題を踏まえ、景観法の各種制度を活用した実効力の高い景

観まちづくりを全市的に進めていくため、岩国市全域を景観計画区域として定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
景観計画区域（市全域） 
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景観計画区域

●地域を代表する良好な景観や眺望を有し、その保全の必要性や緊急性が高い地区 

●住民主体の景観まちづくり活動の機運が高く、景観まちづくりに対する地元の合意が図られ

ている地区 

●地域の拠点や玄関口等、良好な景観を創造していくべき地区 

●大規模な公共事業や民間事業の計画があり、先導的に良好な景観を創造していくべき地区 

２．重点地区の指定（区域の区分） 
 

（１）重点地区とは 

景観計画区域のうち、地区の特性を活かしたきめ細やかな景観形成を図る必要がある地区につ

いては、重点地区として区域を区分します（重点地区以外の区域は、「一般地区」とします）。 

重点地区では、質の高い良好な景観が集積する地区や地域の拠点、開発による新たな景観を創

造していく地区、住民による積極的な景観まちづくり活動等が行われている地区等、景観まちづ

くりを重点的に進め、地区の実情に合ったきめ細やかな景観誘導を図っていきます。なお、良好

な景観を有する地区や創造していくべき地区等については、その保全の必要性や住民による景観

まちづくり活動の機運等を考慮し、重点候補地区とし住民と行政の協働のもと、重点地区への位

置付けを検討していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■重点地区の指定要件 

 

 

重点地区

Step1
市民と行政の協働による
景観形成に向けた取組

重点地区の候補
となる地区

良好な景観に対する市民、
行政それぞれの思い

Step2
景観計画による実践、実行

Step3

・良好な景観の保全、整備の実施
・地域住民と行政の協働の取組
・景観まちづくり活動の実行

・良好な景観への気づき、思い
・地域住民や事業者、行政それぞれ

の価値観による多様な案
・景観まちづくり活動の芽生え

重点地区の候補とすべき
市民提案や行政案

・良好な景観の保全、整備の必要性の

・地域住民と行政の価値観の共有
・景観まちづくり活動の機運の高まり

認識

重点地区への発展イメージ 



 

20 

第２章 

（２）重点地区の指定 

以下に示す地区を重点地区に指定します。 

 

１）横山重点地区 

横山地区は、錦帯橋や歴史的景観資源、城山及び錦川の豊かな自然が調和した本市を代表する

景勝地となっています。この優れた景観を守り育て、未来へ継承していくために、景観法に基づ

く景観計画の中で重点地区として位置づけ、横山重点地区の景観形成を進めることとします。 

 

横山重点地区の範囲 

横山重点地区の対象範囲については、これまでの岩国市街なみ景観条例（平成 18 年 3 月

20日条例第229号）による景観形成地区を継承するとともに、景観特性と課題を踏まえ、城

山及び錦川の一部を含めた範囲とします。範囲を拡大することで、継続的な景観形成に加え、

錦帯橋の背景として映える城山や錦川沿いの桜並木、竹林を含め横山地区全体として景観誘

導を図ります。 

 

横山重点地区の範囲を右図青線で示すとともに、界について以下のとおりとします。 

 ※次頁図の区間について 

  Ａ区間－横山三丁目と関戸及び岩国五丁目の町丁目界 

  Ｂ区間－名勝指定範囲界 

  Ｃ区間－横山一丁目と川西一丁目の町丁目界 

  Ｄ区間－尾根から関戸側50ｍ以内 

 

 横山重点地区は、景観を構成する土地利用による景観区分から、「歴史散歩地区」、「うる

おい住宅地区」、「山林河川地区」に区分します。 

歴史散歩地区は、錦帯橋から香川家長屋門、吉香公園、紅葉谷公園、吉川史料館、吉香神社

等の重要な景観資源がある地区です。 

 うるおい住宅地区は、歴史的な面影を残した閑静な住宅街の地区です。 

 山林河川地区は、城山と錦川の河川区域からなり、豊かな自然景観をなす地区です。 
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景観計画区域

凡　　例

景観計画重点地区

歴史散歩地区

うるおい住宅地区

山林河川地区

「歴史散歩地区」と「うる
おい住宅地区」の境は、前
面道路から見える範囲まで
とします。 
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第２章 

２）岩国重点地区 

岩国地区は、岩国城下町の町割や住宅、店舗が連なることで醸し出す風情、まちなみの背景と

なる山並み及び錦川の豊かな自然が調和した本市を代表する歴史的、文化的な景観を形成してい

ます。この優れた景観を守り育て、未来へ継承していくために、景観法に基づく景観計画の中で

重点地区として位置づけ、岩国重点地区の景観形成を進めることとします。 

 

岩国重点地区の範囲 

岩国重点地区の対象範囲については、「錦帯橋を中心とした錦川両岸地域のまちづくり将

来ビジョン」を踏まえて作成された「城下町地区街なみ環境整備方針」（平成26年4月 岩

国市）に基づき、対象範囲を設定します。 

 

岩国重点地区の範囲を右図青線で示すとともに、界について以下のとおりとします。 

 ※次頁図区間について 

  Ｅ区間－錦帯橋風致地区界 

  Ｆ区間－道路界（岩国二丁目と岩国三丁目の町界） 

  Ｇ区間－道路界 

  Ｈ区間－錦帯橋風致地区界 

  Ｉ区間－道路界 

  Ｊ区間－名勝指定範囲界 

  Ｋ区間－道路界 

 

 岩国重点地区は、景観を構成する土地利用による景観区分から、「沿道にぎわい地区」、「こ

まちなみ地区」、「ゆとり住宅地区」、「山林地区」に区分します。 

 沿道にぎわい地区は、錦帯橋へのアクセス道路にふさわしい風格を持つバス通り沿道及び

岩国地区のにぎわいを感じさせる臥龍橋通り沿道の地区です。 

こまちなみ地区は、岩国城下町に由来する大明小路沿道、錦見七町を中心とした歴史と文

化を継承する風情のある地区です。 

ゆとり住宅地区は、武家屋敷地等に由来する良好な低層住宅からなる地区です。 

山林地区は、椎尾神社の社叢林や錦帯橋の背景となる山並みの自然景観からなる地区で

す。 

 



 

23 

景観計画区域

 岩国重点地区 区域図 

大明小路 

（市道錦見43号線の一部） 

バス通り 

（市道錦見61号線の一部） 

臥龍橋通り 

（市道岩国26号線） 

山手小路（一部） 

（市道岩国22号線の一部） 

こまちなみ地区

景観計画重点地区

沿道にぎわい地区

ゆとり住宅地区

山林地区

沿道にぎわい地区

こまちなみ地区

バス通り沿道 

臥龍橋通り沿道 

山手小路（一部）沿道 

大明小路沿道 
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第３章 

文化的景観 
１．岩国市の文化的景観 
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第３章 

１．岩国市の文化的景観 
 

「文化的景観」とは、「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された

景観地でわが国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」として、平成16年の文

化財保護法の改正により新たに文化財として定められたものです。 

つまり、文化的景観とは、地域の風土に根ざして営まれてきた人々の生活や生業のあり方を表

しており、私たちが自然や風土と共生する中で育んできた原風景ともいえるもので、その多くは

地域らしさを伝える景観といえます。農山村における里山と農地、漁村における漁港と集落、市

街地における歴史的なまちなみや商店街など、身近にある一見、何気ない風景と感じられる中に

も、地域の地形・風土とともにある生活・生業に根差した景観を見ることができます。 

本市においても、寂地山をはじめとする中国山系の山々、錦川や島田川、由宇川等の河川、瀬

戸内海が織りなす自然を素地に、それぞれの土地の地形・風土及び時代の変化に応じた人々の生

活・生業により育まれてきた、多様かつ魅力ある文化的景観が形成されています。 

これらの文化的景観は、都市の発展や地域の衰退の中で失われてしまうこともあります。 

このため、本市では、景観形成の取組において、市内各地に受け継がれてきた文化的景観を地

域固有の財産として、保全、継承することを基本とします。また、必要に応じて学術調査等を実

施するとともに、個々の文化的景観が持つ固有の価値について、多くの市民・事業者との共有・

共感に努め、未来に向けて繋いでいく取組を進めます。これにより、各地に存在する「岩国らし

さ」を伝える文化的景観の継承による、豊かで魅力ある景観形成を目指します。 

 

 

高照寺山麓に広がる残丘地形と祖生の田園集落 

（玖西地域） 

錦川とともにある山間の集落 

（玖北地域） 

錦川下流域に拓かれた、近世の城下町由来の都市 

（岩国地域） 

棚田景観とともに山代神楽が伝わる山里 

（玖北地域） 
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文化的景観

錦川下流域 

文化的景観の位置 

（１）錦川下流域における岩国の文化的景観 

本市は、北の寂地山を最高峰に南にかけ山々が連なり、東端で瀬戸内海に面しています。この

山々の間を県下最大の河川である錦川が蛇行を繰り返しながら瀬戸内海へと流れこみ、その下流

域に本市の中心部である都市域が形成されています。 

錦川下流域の陸化は遅く、安定して利用できる土地は限られていました。近世に入り、吉川広

家公の入封を契機に、岩国城下町整備と錦川の治水、沿岸部で繰り返された開作により、下流域

に土地が形成されます。近代以降、これらが市街地、臨海工業地等となり、現在の都市活動の基

盤となっています。長年にわたる人々の営みの中で緩やかに姿を変えながら、現在の本市の都市

景観が育まれています。錦川下流域には、近代化とともに本市が発展してきた歴史を伝える都市

の文化的景観が継承されています。 

なかでも岩国城下町は、岩国－五日市断層帯の影響により錦川が最後に大きく蛇行する特徴的

な地形を有する場所に位置し、錦川両岸にわたり、本市の都市の始まりにあたる近世岩国藩の城

下町を引き継ぐ景観が広がっています。この岩国城下町の景観は、錦川下流域における文化的景

観のうち、都市域の象徴的な景観地といえます。 

このため、錦川下流域における文化的景観は、

「岩国らしさ」を伝える重要な景観として、その

保全・継承による、豊かで魅力ある景観形成を目

指します。 
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第３章 

 

 

 

「錦川下流域における岩国の文化的景観」の範囲と象徴的景観地である岩国城下町 
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第４章 

景観まちづくりの方針 
１．景観まちづくりの基本理念、基本目標、基本方針 

２．景観形成のゾーン区分 

３．ゾーンごとの景観形成方針の構成 

４．ゾーンごとの景観形成方針の展開 
 
 



 

29 

第４章 

１．景観まちづくりの基本理念、基本目標、基本方針 
 

本市の良好な景観の形成に関する考え方として、「岩国市景観ビジョン」を継承・発展させ、「景

観まちづくりの基本理念」と「景観まちづくりの基本目標」、「景観まちづくりの基本方針」を定

めます。 

 

また、市全域には様々な景観資源が分布し、それぞれの地域に個性ある景観が形成されている

ことから、景観特性によるゾーン区分を行い、ゾーンごとの景観形成方針、さらに重点地区の景

観形成方針へと展開します。 

 

（１）景観まちづくりの基本理念 

 

【景観まちづくりの基本理念】 

 

『自然と歴史を未来へつなごう 美しい景観のまち岩国』 

 

景観まちづくりの基本理念は、「岩国市景観ビジョン」で示された基本理念を継承します。この

景観まちづくりの基本理念の下に、岩国市の豊かな自然や歴史を感じさせる魅力的な景観を保全

するとともに、これらと調和した快適な生活環境の創出を図り、岩国らしい景観づくりを進めま

す。 

また、市民が愛着と誇りを感じ、来訪者の心に残る景観まちづくりを進めるために、市民・事

業者・行政が協働で岩国市の美しい景観を未来につないでいく取組を展開します。 

 

（２）景観まちづくりの定義 

 

景観まちづくりとは、「景観まちづくりの基本理念」に定めた『自然と歴史を未来へつなごう 美

しい景観のまち岩国』を根幹とし、景観のめざすべき姿やイメージ等を示す「景観形成」と、景

観づくりに取り組むための体制等を示す「景観推進」の２つの視点による取組とします。 

景観推進景観形成 ＋

景観まちづくり
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景観まちづくりの方針

（３）景観まちづくりの基本目標と基本方針 

 

景観まちづくりの基本理念を踏まえ、景観まちづくりの基本目標と基本方針を以下のように定

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①基本目標 

 

（景観形成の基本目標） 多様な魅力があふれる、岩国らしい景観まちづくり  

本市は、西中国山地から瀬戸内海まで、その地形や気候風土、産業等を基盤とする多様な景観

がみられます。これらの景観の個性や価値を活かしつつ、人々の生活と調和のある岩国らしい景

観まちづくりをめざします。 

また、本市の豊かな自然や歴史的なまちなみ、郷土の歴史や伝統文化は、岩国の宝として次世

代に伝えていくべきものです。これらの自然や歴史・伝統文化は、岩国らしさの象徴であり、これら

を大切にする心を育みながら、市民が誇れる岩国らしい景観まちづくりをめざします。 

 

（景観推進の基本目標） 多様な主体がともに育む、市民協働の景観まちづくり  

地域で育まれてきた豊かな景観を保全・継承していくためには、そこに住む人々の積極的な参

加や自主的な取組が必要となります。また、美しい景観は、市民の誇りとなり、多くの人々をひきつ

けるものであり、地域の活性化にもつながっていきます。 

本市の多様な景観資源の保全・活用に向け、景観まちづくりを担う人づくりや心づくり、市民の自

主的な活動を展開できる仕組みづくり、市民・事業者・行政等の協働の体制づくりに取り組み、多

様な主体がともに育む、市民協働の景観まちづくりをめざします。 

 

 

 

 

（景観推進の基本目標） 

（景観形成の基本目標） 

 多様な魅力があふれる、 

     岩国らしい景観まちづくり 

方針１ 豊かな自然を守り・活かす 
方針２ 歴史文化を未来へつなぐ 
方針３ 快適なまちを守り・創る 

方針４ まちづくりにつなげる 
方針５ 「人」や「心」を育てる 
方針６ 一人ひとりが主役となる 

 多様な主体がともに育む、 

     市民協働の景観まちづくり 

《景観形成の基本方針》 

《景観推進の基本方針》 



 

31 

第４章 

②基本方針 

 

（景観形成の基本方針） 

 

方針１ 豊かな自然を守り・活かす  

西中国山地国定公園、羅漢山県立自然公園に指定された緑豊かな山並み、岩国市を縦断する

清流錦川、中山間地域に広がる穏やかな里山、瀬戸内海等の豊かな自然環境は、それ自体が優

れた自然景観として、市民や来訪者へやすらぎや潤いを与えるとともに、まちなみの背景とし

て重要な役割を担っています。 

これらの優れた自然景観に囲まれた「岩国らしい景観まちづくり」に向け、本市の景観や生

活の基盤となっている自然景観の保全と再生を図り、調和のとれた穏やかな景観まちづくりを

進めます。 

 

方針２ 歴史文化を未来へつなぐ  

錦帯橋や城下町、山陽道や岩国往来等の旧街道の面影を残すまちなみ、山代地域の伝統芸能

をはじめとする地域の人々の生活・風習や、伝統を伝える神楽や祭事等は、岩国市で育まれて

きた歴史や文化を伝える重要な資源です。 

岩国市が誇るこれらの歴史的資源を守り活かしていくことは、「岩国らしい景観まちづくり」

に取り組むことであり、地域の歴史文化を未来へつなぐ景観まちづくりを進めます。 

 

方針３ 快適なまちを守り・創る  

岩国駅周辺を中心とした都市部では、県東部の中核都市としての都市機能が集積した都市の

景観を形成しています。また、臨海部の産業景観を形成する工業地帯、広がりのあるハス田や

中山間地域に点在する棚田等、市域の各地で、生活と生産が密着した“まち”の景観が広がっ

ています。 

人口減少や超高齢社会の到来、価値観の多様化等、変化を見せつつあるこれらの“まち”に

あって、市民一人ひとりが誇りを持てる「岩国らしい景観まちづくり」に向け、暮らしの場や

生業の場、さらには、交流の場として、快適なまちを守り・創っていく景観まちづくりを進め

ます。 
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景観まちづくりの方針

 

（景観推進の基本方針） 

 

方針４ まちづくりにつなげる  

美しい景観は、地域住民の誇りとなるとともに、多くの来訪者を誘う貴重な資源となります。 

そのため、「多様な主体がともに育む、市民協働の景観まちづくり」に向け、多様な主体の

参画を促し、景観づくりはまちづくりであるとの認識のもと、交流と連携の輪を広げ地域の活

性化につながる取組を進めます。 

 

方針５ 「人」や「心」を育てる  

岩国市で形成されている現在の景観は、長い歴史の中で、多様な主体が様々な形で関わりを

持って育まれてきた景観といえます。今後も、岩国市の景観を形づくるのは市民一人ひとりで

あることを認識することが大切です。 

そのため、「多様な主体がともに育む、市民協働の景観まちづくり」に向け、市民一人ひと

りが地域の景観に誇りを持ち、景観を守り育てる「心」を育むとともに、景観まちづくりに対

する意識を高めていく中で、中心となって活躍できる「人」づくりにつなげていきます。 

 

方針６ 一人ひとりが主役となる  

岩国市民や岩国市に訪れる人々は、美しい景観に囲まれ、心地よい快適な環境を享受する存

在であるとともに、生活や活動の中で接する身近な景観を創りだす主役ともいえます。 

そのため、「多様な主体がともに育む、市民協働の景観まちづくり」に向け、景観まちづく

りに取り組む協働・連携の体制づくりや活動の場の創出等を図り、一人ひとりが主役となる景

観まちづくりを進めます。 
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第４章 

（４）景観まちづくりの基本理念、基本目標、基本方針の体系 

 

「景観まちづくりの基本理念」と「景観まちづくりの基本目標」、「景観まちづくりの基本方針」

の体系を整理すると、以下のような体系図になります。 

ゾーンごとの景観形成方針の展開、重点地区の景観形成方針の展開は、市全域での景観形成の

基本方針を踏まえて地域の個性や固有性を活かした取組を行うものであり、景観まちづくりの推

進は、市民・事業者・行政等の協働により全市で推進していくものとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『自然と歴史を未来へつなごう 美しい景観のまち岩国』

景観まちづくりの基本理念

景観まちづくりの基本方針

ゾーンごとの景観形成方針

景観まちづくりの基本目標

多様な魅力があふれる、
岩国らしい景観まちづくり

景観形成の基本目標

多様な主体がともに育む、
市民協働の景観まちづくり

景観推進の基本目標

方針３：快適なまちを守り・創る

方針１：豊かな自然を守り・活かす

方針２：歴史文化を未来へつなぐ 方針５：「人」や「心」を育てる

方針６：一人ひとりが主役となる

景観推進の基本方針

推進体制

景観形成の基本方針

方針４：まちづくりにつなげる

景観形成方策

景観まちづくりの基本方針
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景観まちづくりの方針

２．景観形成のゾーン区分 

（１）ゾーン別の景観まちづくりの取組 

 

第1章岩国市の景観特性において、本市の景観は自然の景観、歴史・文化の景観、生活・生産

の景観から地域特性があることを示しました。 

本市の全体的・普遍的な景観形成の方針を基本方針等として示す一方で、地域の景観特性に対

応した景観形成を進めていくことを目的に、本計画では景観特性の類似する地域について景観ゾ

ーンを設定します。 

次章以降において、ゾーンごとに、景観特性と課題から景観まちづくりの目標と景観形成方針

を示し、良好な景観の形成のための取組の方策を示しています。また、重点地区については、各

景観ゾーン内において、指定していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）景観形成のゾーン区分 

 

岩国市の景観を捉えていくと、地域的なまとまりがあります。この地域的なまとまりを、ここ

ではゾーンとして捉え、５つの景観ゾーン（地域）に区分しています。 

 

市街地の景観ゾーン（岩国地域） 中心市街地のにぎわいや錦帯橋周辺の歴史的なまち

なみ等、多様な資源からなる景観ゾーン 

海と山の景観ゾーン（由宇地域） 瀬戸内海の海岸線と銭壺山、大将軍山等から続く山

並みが基調をなす景観ゾーン 

盆地の景観ゾーン（玖西地域）  高照寺山や蓮華山等に囲まれた玖珂盆地を中心とし

た景観ゾーン 

山と川の景観ゾーン（玖北地域） 中国山地から連なる山並みと錦川や小瀬川等が基調

をなす景観ゾーン 

島の景観ゾーン（柱島地域）   瀬戸内海に浮かぶ島々からなる多島美な景観ゾーン 

 

景観ゾーンＡ

全 体 全 体

景観ゾーンＢ

重点地区
重点地区の候補
となる地区

重点地区の候補
となる地区

重点地区の候補
となる市民提案

や行政案

重点地区の候補
となる市民提案

や行政案

景観ゾーンと重点地区の関係 
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第４章 

 

 

山と川の景観ゾーン
（玖北地域）

盆地の景観ゾーン
（玖西地域）

市街地の景観ゾーン
（岩国地域）

海と山の景観ゾーン
（由宇地域）

島の景観ゾーン
（柱島地域）

山と川の景観ゾーン
（玖北地域）

盆地の景観ゾーン
（玖西地域）

市街地の景観ゾーン
（岩国地域）

海と山の景観ゾーン
（由宇地域）

島の景観ゾーン
（柱島地域）

基調となる景観（土地利用）

市街地

農地

森林

景 観 軸

海岸軸

河川軸

稜 線（山並み）

凡 例

基本情報

鉄道

道路

河川

市役所・総合支所・支所

主要な山

ゾーン区分図 
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景観まちづくりの方針

３．ゾーンごとの景観形成方針の構成 
 

５つの景観ゾーンごとに景観形成方針の構成は次のようになっています。 

なお、各ゾーン内において重点地区を指定している場合には、景観形成方針については、一般

地区と重点地区に分けて示します。重点地区の指定のないゾーンでは、今後、地域住民と行政と

の協働により、新たな重点地区の指定に向けた取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．ゾーンごとの景観形成方針の展開 
 

ゾーンごとに示した景観形成方針を実現するために、行為の制限や他法令との整合・連携に関

する事項を定めます。 
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第５章 
市街地の景観ゾーン 

（岩国地域） 
の景観形成方針 

 

１．景観特性と景観まちづくりの課題 

２．景観形成の目標 

３．「錦川下流域における岩国の文化的景観」の継承 

４．景観形成方針（一般地区） 

５．横山重点地区の景観形成方針 

６．岩国重点地区の景観形成方針 
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１．景観特性と景観まちづくりの課題 

市街地の景観ゾーン（岩国地域）は、中国山地から連なる山々と市街地に潤いをもたらす錦川、錦帯橋を中心とした旧城下町の面影が残る歴史的なまちなみ、岩国駅周辺の中心市街地や臨海工業地等、多様な景観資源が

集積する景観ゾーンとなっています。 

市街地の景観ゾーン（岩国地域）全体における景観特性と景観まちづくりの課題を、「自然」「歴史・文化」「生活・生産」の３つの視点から示します。 
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市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針

２．景観形成の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街地の景観ゾーンでは、市街地を取り囲む豊かな緑と清流錦川の流れ、錦帯橋に代表

される城下町岩国の歴史と伝統に彩られた景観を守り育てるとともに、岩国駅周辺の新し

い都市の景観づくりによるにぎわい、臨海部の工場群が創りだす産業の景観等、様々な個

性が息づく景観づくりをめざします。 

（錦川） （名勝錦帯橋） 

（岩国まつり） （尾津のハス田） 

人々の生活・生産 

自然 歴史・文化 
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３．「錦川下流域における岩国の文化的景観」の継承 

岩国の市街地は、岩国山、城山、錦川による自然（地形）と、近世の吉川氏による城下町の整備

や錦川の治水事業、干拓による開作等により現在の市街地の基盤が整えられました。その錦川下流

域において多くの人々の生活・生業が脈々と受け継がれ、現在の景観が形成されています。 

岩国の市街地の景観形成においては、その特性をふまえ、本市固有の文化的景観の価値を継承し

ながら、魅力ある市街地景観の保全・形成に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）土地利用にみる重層性 

錦川下流域は、陸化が遅く、近世の城下町整備によりようやく土地利用が進みました。 

中世の錦川下流域は、古代からの陸上交通の要衝であり、横山の永興寺に政治的・軍事的拠点が

置かれました。中世の拠点は、氾濫原の横山、岩国山の山麓から続く丘陵地、亀尾城があったとさ

れる丘陵地の三角州に突き出た辺り等、いずれも自然条件から土地利用が可能であったところに位

置しています。現在、発掘が続く中津にも、中世から居館があったとされ、海上交通との結節機能

は横山より河口に近い錦川が門前川と分岐する辺りにあったと想定されます。 

こうした中世の土地利用のうち、横山の拠点性は、近世に継承され、対岸の岩国と機能分担する

城下町が形成されました。あわせて山陽道（西国街道）との結節点で高札が立つ関戸、御庄、西氏、

瀬戸内航路との結節点となった今津に、集落や町場が形成されました。今津は城下の外港として他

とは異なり、町割りされ都市性がありました。近世には、築堤による都市的土地利用や干拓による

開作など、水とつきあう技術の進化による土地利用が進みました。 

この近世の土地利用の広がりが近代都市の基盤となっています。干拓地では、鉄道駅、工場、航

「錦川下流域における岩国の文化的景観」としての象徴的な景観 
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空基地など近代化を受け入れ、大規模な土地利用が継承されています。歴史的城下町は、その空間

性が維持され、町場の賑わいが1970年代まで続きました。 

時代とともに用途が変わり様相は変化しますが、自然条件に制約されてきた立地性や分散型都市

構造は継承されています。建築物等の更新により表出する景観は変化するものの、土地利用構造は

維持され、そこに下流域の土地利用の重層性が現れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）大きな景観単位としての「都市域」と「生産域」 

こうした下流域の土地利用の重層性を考慮すると、現在の錦川下流域は、大きな景観単位として

「都市域」と「生産域」から構成されていることがわかります。 

都市域は、中世の拠点性（交通の要衝＋永興寺（政治的・軍事的拠点））を引き継ぐ近世の城下町

と、広域ネットワークとの接点である陸上・水上交通路の結節点で都市機能を分担してきた町を含

む城下の広がりとなります。近代化過程においても歴史的市街地として都市性を維持してきた地域

となります。 

都市域では、近世城下町（横山・岩国）、今津・関戸・御庄・西氏の近世の結節機能を担ってきた

場所、錦川、城山、岩国山といった自然要素が、特徴的な景観構成単位となっています。こうした

特徴的な景観構成単位の間をつなぐように、あいまいな景観を生み出している土地利用（市街地）

の広がりがあります。都市域は、近世の都市機能に基づく歴史的な場所のまとまり、自然要素、あ

いまいな土地利用といった景観構成単位によって構造化されています。 

生産域は、中世には陸地化が進んでいない河口付近に位置し、近世の干拓により農地（または塩

土地利用にみる重層性 
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田）として土地開発が行われたところとなります。近代化の過程で鉄道が敷設されることにより駅

を中心とした新たな拠点性が創出されるとともに、臨海部において大規模な工場や航空基地が立地

した地域となります。 

生産域は、近世から現在に至るまで、都市域の生活と経済を支えています。生産域を構成する主

要な景観構成単位には、麻里布（近代の中心市街地）、中津の位置する川下（三角州のまとまり）、

ハス田、大規模工場、基地、錦川（今津川）、門前川があります。 

錦川の自然条件においては一体の下流域ですが、土地利用の歴史的経緯と地形条件から、錦川下

流域は「都市域」と「生産域」の大きく２つの景観単位があり、それぞれにその景観地を特徴づけ

る景観構成単位がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）都市域と生産域における象徴的景観地 

「都市域」において、錦川下流域の本質的価値を もよ

く表している景観地が、近世に計画的に開発整備された岩

国城下町（横山・岩国地区）のエリアです。錦川による自

然条件から土地利用が限定的であった下流域において、築

堤により都市的土地利用が進んだところで、川とつきあい

ながら生活・生業の場が形成されています。近年は建築物

の建て替えが進んでいますが、現在も横山と岩国が機能分

担する分散構造は維持されており、城下町の町割が残って

います。錦川での風物が四季を彩り、錦帯橋の観光が人々

の往来を呼んでおり、川のある暮らしが見られます。 

大きな景観単位としての「都市域」と「生産域」 

大きな土地の屋敷地が継承され 

門塀や前庭の緑が連なる横山地区 
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「生産域」では、干拓により開作された都市経済を支え

る大規模土地利用の形態が、農地から工業用地へと変化す

るなかで、錦川の水利を維持し農地の特性を継承している

のが尾津地区のハス田です。レンコンは岩国の特産であり、

岩国寿司をはじめとした郷土料理に欠かせないものとなっ

ています。 

都市域における川とつきあう土地利用と歴史的都市性及

び物見の営みを継承する景観地である岩国城下町、生産域

の大規模農耕地を継承する景観地であるハス田が、錦川下

流域における文化的景観の２つの景観単位の本質的価値を

象徴する景観地として景観の保全形成を図ります。 

 

 

 

（４）岩国城下町地区（文化的景観保存活用計画区域） 

１）文化的景観「岩国城下町地区」の範囲 

「都市域」において、錦川下

流域の本質的価値を もよく表

している景観地である岩国城下

町は、錦川が岩国断層帯の影響

で 後に大きく蛇行する場所に

位置します。 

岩国城下町は、かつて岩国城

が置かれた「城山」、「錦川」、ま

た錦川の両岸に形成された歴史

的な市街地である「横山地区」

と「岩国地区」、さらに、錦帯橋

とともに物見の風景を形成する

「岩国山」から構成され、これ

らが一体となって文化的景観を

形成しています。 

錦帯橋周辺の往来を支える 

土産物屋等が連なる岩国地区 

いわくにレンコン栽培が継承される 

ハス田の広がる尾津地区 

岩国城下町地区の範囲とその構成 
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２）景観特性と特徴（守るべき価値や要素） 

以下に示す３つの景観特性と特徴は、岩国市の文化的景観である岩国城下町の歴史を根底に置き、

その唯一無二の魅力を継承しながら今後の発展を導く上で、欠かすことのできないものです。 

 

川と向き合う都市
ま ち

の仕掛けと暮らし 

○錦川の治水 

岩国城下町は、錦川が下流に入り大きく逆Ｓ字に蛇行す

る地点において、州が広がる中、土手を築き、河道を整理

することで建設されました。そのため、蛇行部における川

の流れに対する治水対策は常に重要視されてきました。文

献からも、まず横山の藩主居館周りの石垣や堀の工事に着

手し、その後、山上の城の普請に取り掛かった様子からも、

治水が重要であったことがうかがえます。 

土手では水が激しく当たる箇所には浸食を防ぐため、石

積を施したり、水防林として竹を植えたりしてきました。

横山地区では、水衝部の手前に、川に突き出す石積の構造

物「石出し」を現在も見ることができます。これは、水の

流れと勢いを制御して、その川下の土手を守るためのもの

です。 

 

○浸水への備え 

横山地区は、南北に流れる錦川に沿って土手が築かれ、

城山との間の狭い土地に市街地が整備されています。大雨

時には錦川の水位が上昇し、地区内の排水ができなくなる

という問題を抱え、錦川の増水・氾濫と内水の両方から浸

水しやすいところでした。浸水時に備え、藩主居館や家中

屋敷には船が配備されていました。 

城下町建設時には、藩主居館の周囲とその近傍に堀を設

けていましたが、戦乱が治まり社会が安定すると、これら

は浸水対策の遊水池として使われるようになりました。 

幅広の排水路を巡らしたり、浸水を防ぐために地盤や建

物基礎を嵩上げするなどの対策も見られ、特徴的な景観を

つくりあげています。

掘割 

石出し護岸 

竹林（水防林） 

石積による嵩上げ 
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○川と向き合う暮らし 

蛇行する錦川に半円状に突き出す岩国地区では、河岸に

比較的広い河原が形成されています。 

江戸時代後期の絵図には、錦川を船が往来し、河原に船

が停泊する様子や散策を楽しむ人とともに、錦帯橋橋詰北

側の土手上に町家が並ぶ様子などが描かれています。 

昭和９（1934）年度に新たな土手（カワドテ）が川側に

築堤されると、江戸期の土手は堤防の役割を失い、ナカド

テと呼ばれるようになります。 

今でも土地の起伏や法面の石積みに土手の名残を見せ、

また川に張り出して建てていた家屋を沿道に残していま

す。 

ナカドテの川側に懸かる形で、「懸作り」と呼ばれる町

家（下図）が江戸時代の早い時期から建てられていました。

今でもナカドテを内包する建物が多く、あわせて川側の建 

物の２階は川を眺める部屋としてかつては接客等に使われていた設えが残っています。川側

の内縁や手摺り等のある外観は、風格ある座敷として使われてきたことを受け継いでいます。

ナカドテ側のまちなみ 

カワドテ側のまちなみ 

ナカドテの懸作りの建物と川側の2階屋を廊下でつないだタイプの住宅 

ナカドテの懸作りの建物と川側の2階屋を大屋根でつないだタイプの住宅 
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錦帯橋がつなぐ岩国城下町 

○城下町としての一体性 

吉川広家の移封以前、錦川の河道は安定せず、州が広が

っており、城山の山裾に永興寺が建つ以外、土地の利用は

極めて限られていたと考えられます。 

岩国城下町は、錦川の州の中に建設することとなったた

め、両岸に分かれる形で整備せざるを得なかったと考えら

れます。そのため、藩政初期から両岸の城下町をつなぐ橋

が架けられていたと考えられます。橋は、増水により何度

も流出したとされ、そのため、錦帯橋付近には渡船場も常

置されていました。 

錦帯橋が架橋された場所は、錦川の蛇行が緩やかになり、川幅を広げるため、水深も浅い平

瀬となっているところで、架橋にも渡河にも適していました。直線的に主要道がこの両岸に通

されている点にも、城下町建設の計画性が強くうかがえます。 

 

○横山地区と岩国地区 

江戸時代、横山地区は藩主居館や諸役所、重臣等の屋敷

が置かれ藩政の拠点とされ、岩国地区には家臣団の屋敷が

並び、町人地が形成されていました。 

岩国藩は江戸時代初期から干拓と開作により土地を広

げ農地を増やしてきたことから、近代以降は瀬戸内海に近

いこれら開作された地域に住宅地や商業地、工業地帯が発

展しました。経済の中心は沿岸部へと移ったが、横山地区

も岩国地区も、岩国城下町の風情と活気を保ちながら、今

日に至っています。 

横山地区では、明治以降、城山と共に文教エリアや観光

スポットとしての性格を強めてきたが、城山と共に江戸時

代の武家地の敷地割が継承され、藩政期の拠点であった風

情を残しています。 

岩国地区には、近世の岩国七町の町家や近代初期の賑わいを伝える商業・業務施設を継承す

るまちなみがあります。生活を支える商店や事業所、旅館や土産物屋等が建ち並び、その瀟洒
しょうしゃ

な

外観は各時代の都市の活力を伝えています。町人地や武家地由来の景観が残る岩国地区は、そ

の特徴ある景観とともに、今でも周辺地域の生活拠点の役割を担っています。

両岸をつなぐ錦帯橋 

横山地区のまちなみ 

岩国地区のまちなみ 
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描かれる風景と物見の生業 

○描かれる風景 

江戸時代に入ると、戦が収まり、街道や宿場が整備され、

旅の大衆化が始まります。 初はお伊勢参りなど、寺社の

参拝を目的とするものだったが、旅を題材とした滑稽本や

道中日記、案内絵図や風景画等の普及とあわせて、江戸時

代後期には物見遊山の旅も増えていきました。 

錦帯橋も江戸時代中期には、木曽の桟、甲斐の猿橋と並

ぶ三奇橋として漢文詩に詠われ、参勤交代や幕府巡検視の

記録にも表れています。江戸時代後期には、様々な刷り物

に描かれ、西国では金毘羅宮（香川県）や宮島の厳島神社

（広島県）に匹敵する一大名所となり、多くの往来を育ん

できました。 

この頃描かれた錦帯橋の絵図には、古代から名所として

知られる岩国山を背景に橋を描いているものが多く残さ

れています。時を経る中で、変わらず好まれ続けてきた風

景の構図が、ここにはあります。 

 

○物見による往来ともてなしの生業 

全国を見渡せば、城郭、藩主居館や庭園等が近代になっ

て観光地となる所は多くみられます。一方、岩国城下町は、

江戸時代から、錦帯橋の右岸橋詰には城門があり、左岸橋

詰には物見客が訪れます。近世期より藩主居館に非常に近

い場所に多くの人が訪れていた、独特な観光地です。 

近代になると物見客を相手にした生業がおきます。左岸

では橋詰周辺や土手町を中心に旅館や土産物屋が建つよう

になり、大正期や昭和初期頃に流行った３階建ての木造建

築が今に残されています。 

右岸の横山地区では武家地が文教施設に変わり、明治末期に川沿いに植えられた桜並木が

新たな名所となります。左岸の岩国地区では、橋詰めや武家屋敷の一部等が旅館や料亭等に

変わり、近代的な意匠の町家や業務施設が新たな時代性を添えるようになっています。 

戦後には岩国寿司等の郷土料理や伝統が見直され、一旦途絶えた鵜飼い等も復活しました。

錦帯橋への物見が時代を超えて、岩国城下町におけるもてなしの生業をつないでいます。

描かれてきた錦帯橋の構図 

橋本町のまちなみ 

錦帯橋を紹介する刷り物 
（「防州岩国錦帯橋 田邊屋貞治郎板」岩国徴古館蔵） 
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４．景観形成方針（一般地区） 

景観形成の目標の実現に向けて、「錦川下流域における岩国の文化的景観」の継承をふまえ、市街

地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針を自然、歴史・文化、生活・生産の視点から示します。 

 

方針１ 豊かな自然を守り・活かす 

○市街地周辺の山地・丘陵地の山並みと緑を守り、四季折々の豊かな自然を感じられる景観づくり

をめざします。 

○錦川、今津川、門前川の親水性を高め、川下のクスノキ巨樹群等の沿川の景観資源の保全を図り、

市街地に潤いをもたらす景観づくりをめざします。 

○本市のシンボルである錦帯橋を中心とした錦川周辺では、名勝錦帯橋の保全を図るとともに、文

化的景観の都市域の象徴地として、錦帯橋及び錦川から岩国山や城山への眺望の保全を図り、良

好な自然景観の保全と文化的景観の継承に取り組みます。 

○多くの人々が集う岩国運動公園では、錦川からの豊かな自然景観と調和した、地域に親しまれる

景観づくりをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

方針２ 歴史文化を未来へつなぐ 

○旧山陽道や岩国往来等の旧街道の歴史的景観資源を守り育てるとともに、住民、市民、来訪者に

魅力的な景観づくりをめざします。 

○近世期、岩国城下町を支えた歴史を有する川西地区や今津地区では、地区固有の歴史を活かした

文化的景観を継承した魅力的な景観づくりをめざします。 

○河口域における近世期の開作の歴史を伝える麻里布川や尾津の樋門等の歴史的資源の保全を図

りながら、文化的景観の継承とこれらの資源を活かした景観づくりをめざします。 

 

 

 

 

 

市街地周辺の山並み 川下のクスノキ巨樹群 

宇野千代生家 岩国往来の見学会 今津茶屋跡の酒造所（岩国往来） 

錦川の背景となる岩国運動公園 
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市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針

方針３ 快適なまちを守り・創る 

○都市の拠点・玄関口となる駅及び空港周辺や、街の骨格となる主要幹線道路沿いは、街の顔とな

る新たな景観づくりをめざします。また、沿道の屋外広告物や建物のルールづくりにより良好な

景観形成を誘導します。 

○臨海部の工業都市として発展してきた歴史と多くの工場が集積している市街地は、岩国市の特色

であり、工場及び工場周辺の緑化を中心とした景観づくりをめざします。  

○開発、再開発による新しいまちづくりでは、周辺環境に配慮した景観づくりを積極的に進めます。 

○緑化や花いっぱい運動等の市民に身近な景観づくりをめざします。 

 

 

 

 

 

 

○岩国駅周辺地区は、多くの人々が行き交う岩国市の顔となる玄関口であり、にぎわいや活力が感

じられる風格ある景観を創り育てる景観形成を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市街地周辺の田園景観を守り育てます。 

○ハス田が広がる尾津地区は、文化的景観

における生産域を象徴する地域固有の田

園景観を有しており、これらの景観を守

り育てる景観形成を展開していきます。 

景観に配慮した新たなまちづくり 花いっぱい運動 臨海部の工業地帯 

尾津のハス田 干拓の歴史を伝える樋門（尾津） 

屋外広告物の位置や

形態意匠、色彩等を誘

導し、岩国市の顔とな

る玄関口としてふさ

わしいまちなみ景観

の形成に努めます。 

建築物や工作物の高

さ、形態意匠、色彩等

に配慮し、統一感のあ

るまちなみ景観の形

成をめざします。 

岩国駅周辺は、多くの

人が集まる岩国市の

玄関口として、にぎわ

いや活力を感じる風

格のある都市景観の

形成を図ります。 

新たな駅舎や駅前広

場の整備においては、

周辺景観との調和に

努めます。 

商業施設等が立地す

る中心市街地では、花

と緑に囲まれた親し

みやすい開放感のあ

る景観形成を進めま

す。 

岩国地域の景観形成のイメージ（岩国駅周辺地区のまちなみ） 
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市街地

農地

森林

景 観 軸

河川軸

海岸軸

稜 線（山並み）

重点地区

基本情報

市役所・総合支所・支所

道路

鉄道

河川

都市計画区域

旧街道

旧山陽道

旧岩国往来

地域で親しまれている景観資源

山の景観資源

川の景観資源

都市の景観資源

農地の景観資源

港・漁港の景観資源

歴史・文化の景観資源

山
陽
本
線

岩
国
駅

岩
国
市
役
所

錦
帯
橋

工
場

瀬
戸
内
海

紅
葉
谷

城
山

山
陽
自
動
車
道

城
山
ト
ン
ネ
ル

山
陽
新
幹
線

新
岩
国
駅

室
の
木
町

錦
川
清
流
線

御
庄

横
山

岩
国

錦
見

(m)
400

300

200

100

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(km)

山
陽
本
線

岩
国
駅

岩
国
市
役
所

錦
帯
橋

工
場

瀬
戸
内
海

紅
葉
谷

城
山

山
陽
自
動
車
道

城
山
ト
ン
ネ
ル

山
陽
新
幹
線

新
岩
国
駅

室
の
木
町

錦
川
清
流
線

御
庄

横
山

岩
国

錦
見

山
陽
本
線

岩
国
駅

岩
国
市
役
所

錦
帯
橋

工
場

瀬
戸
内
海

紅
葉
谷

城
山

山
陽
自
動
車
道

城
山
ト
ン
ネ
ル

山
陽
新
幹
線

新
岩
国
駅

室
の
木
町

錦
川
清
流
線

御
庄

横
山

岩
国

錦
見

(m)
400

300

200

100

0

(m)
400

300

200

100

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(km)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(km)

地形模式横断図 

・市街地からの山並みと緑の眺望景観を守ります。 

・山からの市街地、瀬戸内海へ開ける眺望景観を守ります。 

景観形成方針図 
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市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針第５章 

５.横山重点地区の景観形成方針 

（１）景観特性と景観まちづくりの課題 

 

市街地の景観ゾーン（岩国地域）では、錦帯橋周辺の景観が重要な景観として市民から支持されていることが、アンケート調査結果等からうかがえます。特に、横山地区は、錦帯橋から続く吉香公園を中心に、堀割や菖蒲

園、香川家長屋門、武家屋敷跡（旧目加田家住宅ほか）、吉川史料館、吉香神社、吉川家墓所、紅葉谷公園等、岩国城下町の面影を感じさせる多くの歴史的景観資源があります。 

大正11年、錦帯橋は、国の名勝に指定されました。その後、昭和13年に横山地区を含む錦帯橋周辺を風致地区に指定し、自然環境と都市環境の調和を図ってきました。また、平成9年に旧岩国市街なみ景観条例の「景観

形成地区」に指定される中で、吉香公園整備や周辺道路の景観整備、建築物の修景等の景観行政を進めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自  然 

 

・錦帯橋の背景として映える城山 

・眼下に吉香公園、堀割、錦帯橋、錦川を眺める

ことができる城山頂上 

・清流錦川の流れと河原、桜並木、竹林が一体と

なった自然景観 

 

・鉄塔等の建設による城山の稜線の阻害 

・河川敷の駐車場利用 

・市民協働による城山の緑や桜並木、竹林の保全 

 

歴史・文化 

生活・生産 

・「土居」跡の堀や石垣、白壁の塀が多く残されたま

ちなみ景観 

・旧吉川邸厩門、香川家長屋門、旧目加田家住宅、

吉香神社、錦雲閣等の歴史的建造物 

 

・歴史的建造物や工作物の老朽化 

・歴史文化を継承する大切さの啓発と、保全に向け

た誘導策の導入 

・屋根の色調・高さ・形状が統一感のあるまちなみ

景観 

・錦川沿いの軒を連ねた町家のまちなみ景観 

・江戸期の敷地割の面影を残し、生け垣や庭等を持

つ良好な住宅地景観 

 

・周囲と違和感を感じる建築物や工作物 

・広い土地の細分化 

・周辺景観と不調和な看板やのぼり旗の設置 

・住民主体による歴史的なまちなみ景観の保全 
横山重点地区の景観特性と景観まちづくりの課題 
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市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針第５章 

（２） 景観形成方針 

横山重点地区の景観形成方針を、自然、歴史・文化、生活・生産の視点から「錦川下流域における岩国の文化的景観」の継承をふまえ、以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

城
山

吉香公園

錦
川

錦帯橋

城
山

吉香公園

錦
川

錦帯橋

城
山

吉香公園

錦
川

錦帯橋

錦川の流れと護岸、河川敷

の竹林が形成する河川景

観を守ります。 

錦川の流れと護岸、桜並木が形成

する河川景観を守ります。 

錦川沿いの旭町の家なみの 

景観を守り育てます。 

錦帯橋からの眺望の対象となる城山、河畔のまちなみ、

錦川の護岸と流れからなる眺望景観を守り育てます。 

市街地から城山に続く緑

と山並みの稜線を守りま

す。 

堀割と菖蒲園の水辺景観

を守ります。 

城山からの眺望の対象となる堀割、まちなみ、

錦川の流れからなる眺望景観を守り育てます。 

統一感のある瓦屋根の景

観を守り育てます。 

市街地から城山に続く緑を守

ります。 

横山重点地区の景観形成のイメージ 

方針３ 快適なまちを守り・創る 

○錦帯橋周辺や城山から眺望されるまちなみ、いぶし銀の和瓦屋根と建物の高さが整った統一感のある家なみを守り育てます。 

○城下町の文化的景観を継承するとともに、武家屋敷地に由来する、ゆったりとした土地利用からなる風情と風格を育むよう、門・塀や前庭の緑が連なる和風の佇

まいを基本とするまちなみ景観をめざします。 

○景観形成を通じて、道路や公園、歩行者ネットワーク等の住みやすい都市基盤整備を図るとともに、公共施設の修景を図り、快適な住環境の向上をめざします。 

方針２ 歴史文化を未来へつなぐ 

○岩国城下町の歴史を受け継ぐ建造物、堀割や石垣、門塀・庭木の緑が連なるまちなみと人々の暮らし

が形づくる文化的景観を守り育て、歴史文化を未来へつなぐ景観づくりをめざします。 

方針１ 豊かな自然を守り・活かす 

○市街地から城山へと続く緑を守り、吉香神社や土手、河川敷の桜並木をはじめとした四季折々の豊か

で美しい自然を感じられる景観づくりをめざします。 

○錦帯橋や錦川から城山への眺望景観を守り、文化的景観の継承に取り組みます。 

○史跡をつなぐ堀割と菖蒲園の水辺景観を保全します。 

○錦川の流れと護岸、河川敷の竹林が形成する河川景観を保全します。 
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市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針

建築物や工作物の高さ、形態意匠、

色彩等に配慮し、旧城下町として

の歴史的なまちなみ景観の形成を

めざします。 

城山からの眺望景観

となる統一感のある

屋根の景観を守りま

す。 

歴史的なまちなみ景観

に配慮し、屋外広告物の

位置や形態意匠、色彩等

を誘導します。 

歴史的な面影を残す観光地

としてふさわしいにぎわい

のある景観の形成をめざし

ます。 

■横山重点地区の景観区分別景観形成方針 

横山重点地区の「歴史散歩地区」、「うるおい住宅地区」、「山林河川地区」それぞれの景観形

成方針を示します。 

 

○歴史散歩地区： 錦帯橋から続く多くの歴史的景観資源と観光資源を活かした景観づくりをめ

ざします。 

・錦帯橋から続く錦川土手や吉香公園、香川家長屋門、吉川史料館、紅葉谷公園等、横山重点

地区の主要な歴史的景観資源を中心としたまちなみ景観を守り育てます。 

・錦帯橋橋詰周辺は、多くの来訪者が訪れる場としてにぎわいの創出を図るとともに、周囲の

歴史的雰囲気に配慮した建築物や屋外広告物の誘導等により、歴史的なまちなみ景観の形成

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 吉香公園入口 香川家長屋門 吉香公園菖蒲園 

歴史散歩地区の景観形成のイメージ（錦帯橋橋詰周辺のまちなみ） 
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○うるおい住宅地区：周辺の歴史的景観に配慮した閑静な住宅地の景観づくりをめざします。 

・建物の高さや形態意匠に配慮し、周辺景観に調和した和風の佇まいによるまちなみ景観の形

成を図ります。 

・錦帯橋や対岸から望む錦川沿いに位置する旭町は、かつての川原町として錦川との関わりの

中で育まれた生活・生業を伝える景観を有する地区として、文化的景観を継承し、町家の面

影を残す家なみが続き、軒先と瓦屋根が揃ったまちなみの景観を守り育てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うるおい住宅地区の景観形成のイメージ（錦川沿いの家なみ） 

周辺景観に配慮したまちなみ 軒先と瓦屋根が揃ったまちなみ 

高さの揃った家なみ 

軒先が揃った連

続性のあるまち

なみ景観を守り

ます。 

まちなみの背景とな

る城山の緑や河川沿

いの桜並木を守り育

てます。 

錦帯橋及び錦川対岸

から望む統一感のあ

る屋根の景観を守り

ます。 

建築物や工作物の高さ、形態意匠、

色彩等に配慮し、周辺景観に調和し

た歴史的なまちなみ景観の形成をめ

ざします。 

道路や河川等の整備において

は、錦帯橋や城山からの眺めに

配慮するとともに、周辺景観と

の調和に努めます。 
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市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針

 

○山林河川地区：城山斜面緑地と錦川河川区域の自然景観を保全します。 

・城山の樹木を守り育て、錦帯橋の背景となる稜線や尾根の景観を守るため、建造物は、でき

る限り目立たないよう、錦帯橋や錦川の河原等からの眺めの保全と自然景観との調和をめざ

します。 

・岩国城址については、岩国の都市の始まりを伝える重要な資源として適切に保全を図ります。 

・錦川の自然景観を保つよう護岸にはできるだけ自然石を使い、桜並木や竹林を保全するとと

もに、建造物は、できる限り目立たないように努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

錦川の竹林 城山と錦川 千石原の桜並木 
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市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針第５章 

６．岩国重点地区の景観形成方針 

（１）景観特性と景観まちづくりの課題 

 

横山地区対岸の岩国地区は、城下町の暮らしを支える商いの中心地として整備され、近世の町家を素地に明治、大正、昭和という時代の移り変わりの中で、本市の中心的な商業地としての歴史と文化を継承してきました。

特に、大明小路や錦見七町等には、武家屋敷地や軒先が連なる町家、神社仏閣等の岩国城下町の面影を感じさせる歴史的な景観が今も残っています。 

また、岩国地区は、椎尾神社の緑や錦帯橋の背景として映える岩国山から続く山並み等の自然景観を有しており、加えて、昭和13年に岩国地区の一部を含む錦帯橋周辺を風致地区に指定し、自然環境と都市環境の調和を図

ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自  然 

 

・城山頂上からの錦帯橋、錦川、岩国のまちなみ

の眺望 

・錦帯橋の背景として映える山並み 

・清流錦川の流れと河原、石垣が一体となった自

然景観 

 

・鉄塔等の建設による山並み景観の阻害 

・斜面緑地の景観保全 

・河川敷の駐車場利用と原色ののぼり旗や置き看

板による自然景観の阻害 

歴史・文化 

生活・生産 

・武家屋敷の面影を継承する棟門と白壁板壁、前庭

の樹木、松のあるまちなみ景観 

・城下町の面影を継承する錦見七町の軒先が連なる

町家のまちなみ景観 

 

・歴史的建造物や工作物の老朽化 

・空き家や空き地の増加によるまちなみの喪失 

・城下町の趣とは異なる新しい建築物等によるまち

なみ景観の不調和 

・錦帯橋の入り口として多くの人が集まるにぎわい 

・店舗や金融機関の集まる古くからの商業地 

・職住が一体となって形成された多様な用途からなる

まちなみ景観 

 

・空き店舗の増加によるにぎわいの喪失 

・広い屋敷地の宅地細分化や屋外駐車場化によるま

ちなみ景観の変化 

・歩行者が安心して散策できる交通環境の整備と住民

が憩う公園の整備 

岩国重点地区の景観特性と景観まちづくりの課題 
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市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針第５章 

（２） 景観形成方針 

岩国重点地区の景観形成方針を、自然、歴史・文化、生活・生産の視点から「錦川下流域における岩国の文化的景観」の継承をふまえ、以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街地から椎尾神社に続く緑

を守ります。 

市街地から岩国山へ続く緑と

山並みの稜線を守ります。 

錦川の流れと護岸、河原が形成

する河川景観と川岸の瓦屋根

の続く家なみの景観を守り育

てます。 

錦見七町のまちなみを維持し、

活用を図ります。 

大明小路の棟門や塀のある景

観を守り育てます。 

錦帯橋周辺は歩行者が安心し

て錦帯橋や街なみを見て楽し

めるようにします。 

錦
川 錦帯橋

城山からの眺望の対象となる錦帯橋から広がる低

層のまちなみ景観を守り育てます。 

錦帯橋から岩国地区の眺望の対象となる土手町等

の伝統的な建物の外観を継承していきます。 

吉香公園 錦帯橋

城
山 錦

川

岩国重点地区の景観形成のイメージ 

錦帯橋へのアプローチとなる

バス通りの風格のある沿道景

観の形成を図ります。 

方針３ 快適なまちを守り・創る 

○岩国城下町の歴史的な商業地としての魅力を高め、にぎわいと風格を感じさせる文化的景観の継承と魅力ある景観の形成をめざします。 

○岩国城下町の文化的景観を継承し、錦帯橋へと続くメイン通りである大明小路の風情を継承した門塀と前庭が連なるまちなみや、歴史的な町を継承した軒が連な

るまちなみの保全・形成を図り、和のしつらえや近代建築等のモダンと調和した佇まいを基本とする、低層を中心としたまちなみ景観の形成をめざします。 

○景観形成を通じて、道路や公園、歩行者ネットワーク等の住みやすい都市基盤整備を図るとともに、公共施設の修景を図り、快適な住環境の向上をめざします。 

方針２ 歴史文化を未来へつなぐ 

○岩国城下町の歴史を今に伝える町割や棟門、白壁や板張りの塀、錦見七町を中心としたまちなみを形

成する町家等、重要な資源を修繕し、人々の営みの中で使い続けていくことで城下町の文化的景観を

継承し、歴史文化を未来へつなぐ魅力ある景観づくりをめざします。 

方針１ 豊かな自然を守り・活かす 

○市街地の背景として椎尾神社から岩国山に続く緑を守り、四季折々の豊かな自然を感じられる景観づ

くりをめざします。 

○錦帯橋や錦川から岩国山への眺望景観を守り、文化的景観の継承に取り組みます。 

○錦川の流れと護岸が形成する河川景観を保全します。 
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市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針

■岩国重点地区の景観区分別景観形成方針 

岩国重点地区の「沿道にぎわい地区」、「こまちなみ地区」、「ゆとり住宅地区」、「山林地区」

それぞれの景観形成方針を示します。 

 

○沿道にぎわい地区：岩国地区へのアクセス道路沿道に、風格と統一感のある景観づくりをめざ

します。 

・バス通り南側の沿道では、通りに面して連なる門と塀、和のしつらえを施した店舗や住宅に

より、風格と統一感のある景観の形成を図ります。 

・臥龍橋通りの沿道では、まちの防火帯として整備された統一感のある建物の維持を図るとと

もに、賑わいのある通り景観の形成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿道にぎわい地区の景観形成のイメージ（バス通りの沿道） 

※図に示す通りの右側はゆとり住宅地区ですが、通りの景観形成

のイメージは同じです。 建物群がつくりだす通り景観（臥龍橋通り） 

城山を背景とした景観（バス通り） 

通り沿いに門と塀が連なり、和のしつらえを施した外観の建

物により、風格のある景観の形成を図ります。 
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第５章 

 

○こまちなみ地区：岩国城下町に由来する商業地の歴史と文化を継承した、風情のある景観づ

くりをめざします。 

・大明小路や裏路地である山手小路（一部）の沿道では、門と塀の連なりとその背後に垣間見

える建物の外観が醸し出す武家屋敷地に由来する風格を継承するとともに、大明小路の沿道

では、錦帯橋へ続く通りのにぎわいが織りなす文化的景観の継承による魅力ある景観の形成

を図ります。 

・錦見七町や土手町等の通りでは、まちの歴史と文化が織りなす通りの風情を継承し、屋根や

軒、壁の連なりと和のしつらえや近代建築等のモダンなしつらえを施した建物の連続性と生

業等による人々の営みが醸し出す文化的景観の継承による魅力ある景観の形成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ゆとり住宅地区：武家屋敷地等に由来するゆとりと風格を感じる低層住宅地の景観づくりを

めざします。 

・敷地内にゆったりと和のしつらえの低層住宅が建ち、通りからは塀や生け垣、庭木ごしに家

なみが垣間見える低層住宅地の景観形成を図ります。 

・バス通り北側の沿道では、通りに面して連なる門と塀、ゆったりとした敷地に和のしつらえ

を施した住宅により、風格と統一感のある景観の形成を図ります。 

 

こまちなみ地区の景観形成のイメージ 

町家が軒を連ねる錦見七町の道筋 大明小路の沿道 

門と塀の連なりとその背後に垣間見える和のしつらえを

施した建物の外観の建物により、風格のある景観の形成を

図ります。 

屋根や軒、壁の連

続性を保ちます。 

格子窓や引き戸等

の和のしつらえを

施します。 

伝統的な建築物を使い続けるとともに、地区全体として和の

しつらえを基調に歴史ある商業地にふさわしい佇まいを継

承・形成していきます。 
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市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○山林地区：椎尾神社へ続く緑と岩国山へ続く山並みの自然景観を保全します。 

・椎尾神社の社叢林や周辺の森林を守り育て、市街地の背景となる自然景観を守ります。 

・錦帯橋の背景となる岩国山へ続く稜線の景観を守るため、建造物はできる限り目立たないよ

う、錦帯橋や錦川の河原等からの眺めの保全による文化的景観の継承と自然景観との調和を

めざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

椎尾神社からの岩国のまちなみの眺望 錦帯橋の背景となる緑と山並み 

ゆとり住宅地区の景観形成のイメージ 

椎尾神社の森を背景とした景観 

庭木が豊かな低層住宅地 

敷地にゆとりのある低層住宅地とし、屋根は

切妻・入母屋・寄棟等の傾斜屋根とします。 

道路面には門・塀または生け

垣とし、緑化を図ります。 
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第 6 章 
海と山の景観ゾーン 

（由宇地域） 
の景観形成方針 

 

１．景観特性と景観まちづくりの課題 

２．景観形成の目標 

３．景観形成方針 
 
 



 



 

64 

海と山の景観ゾーン（由宇地域）の景観形成方針第６章 

１．景観特性と景観まちづくりの課題 

海と山の景観ゾーン（由宇地域）は、瀬戸内海の海岸が東に広がり、西には米山、高照寺山、大将軍山、銭壺山が連なる「海と山」が特徴をなす景観ゾーンとなっています。 

海と山の景観ゾーン（由宇地域）全体における景観特性と景観まちづくりの課題を、「自然」「歴史・文化」「生活・生産」の３つの視点から示します。 
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海と山の景観ゾーン（由宇地域）の景観形成方針第６章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

海と山の景観ゾーン（由宇地域）の景観形成方針第６章 

 

 



 

67 

海と山の景観ゾーン（由宇地域）の景観形成方針

２．景観形成の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海と山の景観ゾーンでは、高照寺山、大将軍山、銭壺山から瀬戸内海に広がる風光明媚

な自然景観と、長い歴史と文化を反映した景観を守り育てるとともに、それらを人々の暮

らしや交流、産業に活かす景観づくりをめざします。 

（銭壺山からの眺望） （鉾八幡宮） 

人々の生活・生産 

自然 歴史・文化 

（神東周辺の棚田と瀬戸内海の眺望） （由宇港と銭壺山） 
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第６章 

３．景観形成方針 

景観形成の目標の実現に向けて、海と山の景観ゾーン（由宇地域）の景観形成方針を自然、歴史・

文化、生活・生産の視点から示します。 

 

方針１ 豊かな自然を守り・活かす 

○米山、高照寺山、大将軍山、銭壺山の緑の山並みを守り、市街地から豊かな自然を感じられる景

観づくりをめざします。 

○由宇川や通津川は、山地部から流域の平野部、瀬戸内海をつなぐ連続性のある河川の景観軸を形

成しており、川と市街地、集落が調和した美しい景観を守り育てるとともに、親水性を高め、水

生動植物の保護を通じて水辺空間の景観づくりをめざします。 

○瀬戸内海の海岸線と眺望を活かした景観づくりをめざします。 

 

 

 

 

 

 

○銭壺山周辺は、市街地に近く、山頂からは瀬戸内海の多島美の眺望景観に優れており、山裾の棚

田景観や水辺景観等を保全するとともに、山口県ふれあいパーク等の公共施設等を活用し、地域

のシンボルとなる景観を守り育てる景観づくりを展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街地からの緑の山並み 通津川の流れ 瀬戸内海の眺望と海岸線 

河川や海岸等の整備

においては、潤いある

水辺景観への配慮に

努めます。 

建築物や工作物の高

さ、形態意匠、色彩等

に配慮し、銭壺山等か

らの眺望景観を守り

ます。 

銭壺山からの眺望景

観となる山裾の棚田

や瀬戸内海沿岸の漁

港の景観を守り育て

ます。 

幹線道路沿いの屋外

広告物の位置や形態

意匠、色彩等を誘導

し、良好な沿道景観の

形成に努めます。 

由宇地域の景観形成のイメージ（銭壺山からの眺望） 

国道や山陽本線の車

窓から眺めを楽しむ

ことができる山並み

の緑と瀬戸内海の美

しい海岸線を守りま

す。 
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海と山の景観ゾーン（由宇地域）の景観形成方針

方針２ 歴史文化を未来へつなぐ 

○地域の歴史を伝える史跡や神社仏閣、年番
ねんばん

神楽
かぐら

等の歴史文化の

景観を守り育て、地域の誇りとして未来へつないでいくことを

めざします。 

 

 

 

方針３ 快適なまちを守り・創る 

○通津駅、由宇駅周辺は、交通結節点としての利便性の向上を図るとともに、地域の中心地として

の歴史性を活かし、にぎわいのあるまちの景観形成をめざします。 

○通津美が浦公園、潮風公園みなとオアシスゆうは、市民との協働により、身近なレクリエーショ

ンの場となる海辺の景観づくりをめざします。 

○主要幹線道路等の社会基盤の整備にあたっては、公共施設の景観形成に配慮し、質の高い快適な

景観づくりをめざします。 

○主要幹線道路沿いは、沿道の屋外広告物のルールづくりにより良好な景観形成を誘導します。 

○臨海部の工業地域では、周辺景観に配慮し、緑化等により無機質な景色を緩和する景観づくりを

めざします。 

○緑化や花いっぱい運動等の市民に身近な景観づくりをめざします。 

○由宇川及び通津川沿いの田園景観や、神東周辺の棚田景観を守り育てる景観づくりをめざします。 

○瀬戸内海沿岸の漁港の景観を守り育てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通津美が浦公園 

神東周辺の棚田 由宇港 

国道188 号 潮風公園みなとオアシスゆう 

臨海部の工業地域 

年番神楽 
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凡 例

基調となる景観（土地利用）

市街地

農地

森林

景 観 軸

河川軸

海岸軸

稜 線（山並み）

基本情報

市役所・総合支所・支所

道路

鉄道

河川

都市計画区域

地域で親しまれている景観資源

山の景観資源

まちの景観資源

川の景観資源

農地の景観資源

海の景観資源

港・漁港の景観資源

歴史・文化の景観資源
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景観形成方針図 

・市街地からの山並みと緑の眺望景観を守ります。 

・山からの市街地、瀬戸内海へ開ける眺望景観を守ります。 

・川と市街地、集落が調和した景観を守り育てます。 

地形模式横断図 



71 

 
 

 

 

 

 

 

第 7 章 
盆地の景観ゾーン 

（玖西地域） 
の景観形成方針 

 

１．景観特性と景観まちづくりの課題 

２．景観形成の目標 

３．景観形成方針 
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盆地の景観ゾーン（玖西地域）の景観形成方針第７章 

１．景観特性と景観まちづくりの課題 

盆地の景観ゾーン（玖西地域）は、かつて山陽道の宿場町として栄えた歴史を持ち、周囲を山々に囲まれた島田川の流域に広がる田園環境と市街地で形成された「盆地」が特徴をなす景観ゾーンとなっています。 

盆地の景観ゾーン（玖西地域）全体における景観特性と景観まちづくりの課題を、「自然」「歴史・文化」「生活・生産」の３つの視点から示します。 
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盆地の景観ゾーン（玖西地域）の景観形成方針第７章 
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盆地の景観ゾーン（玖西地域）の景観形成方針第７章 
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盆地の景観ゾーン（玖西地域）の景観形成方針

２．景観形成の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盆地の景観ゾーンでは、玖珂盆地を囲む蓮華山、鞍掛山、高照寺山、氷室岳等の山々や、

島田川、東川、中山湖等の自然景観を守り育てるとともに、山裾から盆地部に広がる田園

景観と社寺や史跡、伝統行事等の歴史文化の景観を未来へつなぐ景観づくりをめざします。 

（桜づつみ公園） （旧山陽道高森宿跡） 

（玖珂駅通） （祖生の田園） 

人々の生活・生産 

自然 歴史・文化 



 

76 

第７章 

３．景観形成方針 

景観形成の目標の実現に向けて、盆地の景観ゾーン（玖西地域）の景観形成方針を自然、歴史・

文化、生活・生産の視点から示します。 

 

方針１ 豊かな自然を守り・活かす 

○蓮華山、高照寺山、氷室岳等の市街地周辺の山並みと緑を守り、四季折々の豊かな自然を感じら

れる景観づくりをめざします。 

○玖珂盆地を一望できる鞍掛山や高照寺山等からの優れた眺望を守り、活用する景観づくりをめざ

します。 

○島田川、東川、笹見川等による河川と市街地、田園が調和した

美しい景観を守り育てるとともに、安全性と親水性を高め、水

生動植物の保護を通じて水辺の景観づくりをめざします。 

○水辺の開放感を演出する中山湖周辺の優れた自然景観を守り、

活用する景観づくりをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹線道路沿いの屋外

広告物の位置や形態

意匠、色彩等を誘導

し、良好な景観の形成

に努めます。 

建築物や工作物の高

さ、形態意匠、色彩等

に配慮し、豊かな自然

と調和する穏やかな

田園景観を守ります。 

蓮華山、高照寺山、氷

室岳等の山並みと緑

を守ります。 

無秩序な開発の抑制

に努め、優れた自然景

観と田園景観を守り

育てます。 

河川の整備において

は、潤いある親しみや

すい水辺空間の創出

に努めます。 

島田川と高照寺山 

玖西地域の景観形成のイメージ（祖生地区の田園風景） 
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盆地の景観ゾーン（玖西地域）の景観形成方針

 

方針２ 歴史文化を未来へつなぐ 

○旧山陽道玖珂宿及び高森宿の面影を残す建造物や樹木等、地域

の歴史文化を活かした景観形成をめざします。 

○高森天満宮や比叡神社等の地域に親しまれる神社仏閣を拠点に、

地域の歴史・文化を伝え、活用する景観づくりをめざします。

また、周防祖生の柱松行事等の伝統芸能を守り育て、地域の誇

りとして未来へつないでいくことをめざします。 

 

 

方針３ 快適なまちを守り・創る 

○街の玄関口となる玖珂駅及び周防高森駅周辺の商業地は、かつて山陽道の宿場町として栄えた歴

史性を活かしつつ、街の顔となる景観づくりをめざします。 

○主要幹線道路沿いは、沿道の屋外広告物のルールづくりにより良好な景観形成を誘導します。 

○瀬田工業団地やテクノポート周東では、周辺景観に配慮し、緑化等により無機質な景色を緩和す

る景観づくりをめざします。 

○玖珂総合公園、周東文化の里、桜づつみ公園は、市民の憩いの場として、協働による景観づくり

をめざします。 

○島田川及び笹見川流域の広がりある田園景観や棚田景観を守り

育てる景観づくりをめざします。 

○祖生地区は、高照寺山や氷室岳に囲まれた穏やかな田園景観や、

柱松行事等の地域固有の景観を有しており、これらの景観を守

り育てる景観づくりを展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高森天満宮 

祖生の柱松行事 島田川流域の田園 周東文化の里 

玖珂総合公園 
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第７章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡 例

基調となる景観（土地利用）

市街地

農地

森林

景 観 軸

河川軸

稜 線（山並み）

地域で親しまれている景観資源

山の景観資源

川の景観資源

まちの景観資源

農地の景観資源

歴史・文化の景観資源

基本情報

市役所・総合支所・支所

道路

鉄道

河川

都市計画区域

旧街道

旧山陽道

旧岩国往来
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比
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社

瀬
田
工
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団
地

玖
珂
総
合
公
園

笹
見
川

・市街地からの山並みと緑の眺望景観を守ります。 

・山からの盆地へ開ける眺望景観を守ります。 

景観形成方針図 
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地形模式横断図 
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第 8 章 
山と川の景観ゾーン 

（玖北地域） 
の景観形成方針 

 

１．景観特性と景観まちづくりの課題 

２．景観形成の目標 

３．景観形成方針 
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山と川の景観ゾーン（玖北地域）の景観形成方針第８章 

１．景観特性と景観まちづくりの課題 

山と川の景観ゾーン（玖北地域）は、中国山地の山々と錦川本流や支流、小瀬川等がつくる「山と川」を基調とした景観ゾーンとなっています。 

山と川の景観ゾーン（玖北地域）全体における景観特性と景観まちづくりの課題を、「自然」「歴史・文化」「生活・生産」の３つの視点から示します。 
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山と川の景観ゾーン（玖北地域）の景観形成方針第８章 
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山と川の景観ゾーン（玖北地域）の景観形成方針第８章 
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山と川の景観ゾーン（玖北地域）の景観形成方針

２．景観形成の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山と川の景観ゾーンでは、中国山地を流れる錦川や小瀬川等の清流と両岸に迫る緑の

山々が一体となった自然景観を守り育てるとともに、豊かな自然環境の中で営まれてきた

人々の暮らしと山代街道や岩国往来等の旧街道に沿った史跡やまちなみ、山代神楽等の歴

史・文化が調和する景観づくりをめざします。 

（木谷渓） （広瀬のまちなみ） 

（ピュアラインにしき） （東谷の棚田とそば畑） 

人々の生活・生産 

自然 歴史・文化 



 

84 

第８章 

３．景観形成方針  

景観形成の目標の実現に向けて、山と川の景観ゾーン（玖北地域）の景観形成方針を自然、歴史・

文化、生活・生産の視点から示します。 

 

方針１ 豊かな自然を守り・活かす 

○寂地山、羅漢山を中心とした山並みと山林を守り、豊かな自然を感じられる景観を守り育て、活

用する景観づくりをめざします。 

○錦川、宇佐川、本郷川、生見川、御庄川、小瀬川等の連なりのある河川や、山と川が織りなす渓

谷、弥栄湖周辺の水辺の景観を守り育て、活用する景観づくりをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○河川争奪により形成された地形等の自然景観を伝え、活用する景観づくりをめざします。 

○向峠地区、渋前地区では、河川争奪に伴う特徴的な地形が見られ、自然の成り立ちや眺望点等の

情報発信を行うとともに、周辺の自然景観と調和する農村景観や向峠神楽等の歴史文化景観の保

全をめざします。 

 

 

 

 

 

 

幹線道路沿いの屋外

広告物の位置や形態

意匠、色彩等を誘導

し、良好な沿道景観の

形成に努めます。 

建築物や工作物の高

さ、形態意匠、色彩等

に配慮し、周辺の豊か

な自然と調和した景

観を守り育てます。 

無秩序な開発の抑制

に努め、優れた自然景

観や棚田景観を守り

ます。 

中国山地から連なる

山並みと豊かな山林

を守り育てます。 

国道や錦川清流線の

車窓からの眺めを楽

しむことができる錦

川の変化に富んだ流

れ、両岸に連なる山々

が織りなす渓谷美を

守ります。 

河川等の整備におい

ては、周辺景観との調

和に配慮するととも

に、潤いある親しみや

すい水辺空間の創出

をめざします。 

向峠の農村 向峠神楽（山代神楽） 渋前の農村 

玖北地域の景観形成のイメージ（錦川清流線からの眺め） 
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山と川の景観ゾーン（玖北地域）の景観形成方針

 

方針２ 歴史文化を未来へつなぐ 

○地域で守り育てられた山代神楽等の伝統芸能を継承し、中山間地域の農業と里山の景観とともに

未来へつないでいくことをめざします。 

○広瀬地区、本郷地区の伝統的なまちなみや、歴史的街道等の景観資源を守り育て、活用する景観

づくりをめざします。 

○鉱山跡の産業遺産を維持・保全するとともに、景観資源の活用によるにぎわいの創出をめざしま

す。 

○悠久の時を経て受け継がれてきた社寺等の歴史的景観資源や祭事、伝統行事を守り伝える景観づ

くりをめざします。 

○広瀬地区、本郷地区は、山代街道や岩国往来の宿場町としての面影を今に残す歴史的建築物が残

されており、これらを積極的に活用するとともに、周辺の景観づくりに努めることで地域の活性

化をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

広瀬のまちなみ まちぐるみ博物館（広瀬） 本郷のまちなみ 



 

86 

第８章 

 

方針３ 快適なまちを守り・創る 

○錦川清流線、国道187号、国道434号、中国自動車道からの眺望景観を守り育て、活用するとと

もに、道の駅、休養保養施設等が自然景観と調和した景観づくりをめざします。 

○社会基盤の整備にあたっては、周辺景観との調和に配慮し、質の高い快適な景観形成をめざしま

す。 

○地域の祭りやイベント等を通じて、地域の連携や都市等他地域との交流を図る景観づくりをめざ

します。 

○中山間地域の棚田等の水田や畑地の景観を守り育てるとともに、里山や林の景観の保全と活用を

めざします。 

○本谷地区では、豊かな自然環境の中に棚田や集落が形成されており、周辺の自然景観に調和する

農村景観を守り育てるとともに、山代本谷神楽等の歴史文化景観の保全をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本谷の棚田 美和サンチャロウ祭り 上沼田神楽（山代神楽） 
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山と川の景観ゾーン（玖北地域）の景観形成方針
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・山並みと谷底を流れる河川、河川沿いの水田や畑、山の斜面の

棚田等が調和した景観を守り育てます。 

景観形成方針図 

地形模式横断図 

凡 例

基調となる景観（土地利用）

市街地

農地

森林

景 観 軸

河川軸

稜 線（山並み）

地域で親しまれている景観資源

山の景観資源

川の景観資源

まちの景観資源

農地の景観資源

歴史・文化の景観資源

基本情報

市役所・総合支所・支所

道路

鉄道

河川

都市計画区域

県立自然公園

国定公園

旧街道

旧山陽道

旧岩国往来

旧山代街道
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第 9 章 
島の景観ゾーン 
（柱島地域） 

の景観形成方針 
 

１．景観特性と景観まちづくりの課題 

２．景観形成の目標 

３．景観形成方針 
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島の景観ゾーン（柱島地域）の景観まちづくり計画第９章 

１．景観特性と景観まちづくりの課題 

島の景観ゾーン（柱島地域）は、瀬戸内海に浮かぶ柱島、端島、黒島等、大小12の島々からなる瀬戸内海の多島美をなす景観ゾーンとなっています。 

島の景観ゾーン（柱島地域）全体における景観特性と景観まちづくりの課題を、「自然」「歴史・文化」「生活・生産」の３つの視点から示します。 
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島の景観ゾーン（柱島地域）の景観形成方針

２．景観形成の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島の景観ゾーンでは、柱島、端島、黒島等、大小12の島々からなる瀬戸内海の多島海景

観と、穏やかで温暖な気候の中で育まれた特色ある歴史・文化景観を守り育てるとともに、

それらが人々の暮らしに調和し、地域に活力をもたらす景観づくりをめざします。 

（柱島） （端島） 

（柱島港） （黒島三島神社） 

人々の生活・生産 

自然 

歴史・文化 
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３．景観形成方針 

景観形成の目標の実現に向けて、島の景観ゾーン（柱島地域）の景観形成方針を自然、歴史・文

化、生活・生産の視点から示します。 

 

方針１ 豊かな自然を守り・活かす 

○島の緑をなす樹林地や浜辺、磯、岬、海等の景観要素が織りなす自然景観を守り育てる景観づく

りをめざします。 

○浦庄の浜、島尻の浜、船瀬の浜等の美しい自然海岸の景観を守り、活用する景観づくりをめざし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島の緑をなす樹林地（柱島） 浦庄の浜 柱島からの眺望 

港や道路の整備にお

いては、周辺景観との

調和に努めます。 

建築物や工作物の高

さ、形態意匠、色彩等

に配慮し、海岸から山

に連なる島特有の景

観を守ります。 

無秩序な開発や土砂

の採取の抑制に努め、

連絡船から眺めるこ

とのできる山の緑と

瀬戸内海の多島海景

観を守ります。 

港を中心とする漁村

の景観を守り育て、地

域のにぎわいの創出

をめざします。 

港、集落、段畑と続く

島固有の生活の景観

を守り育てる景観づ

くりをめざします。 

柱島地域の景観形成のイメージ（柱島地区の漁村風景） 
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島の景観ゾーン（柱島地域）の景観形成方針

方針２ 歴史文化を未来へつなぐ 

○各島固有の歴史文化を物語る史跡や神社仏閣、祭礼等の歴史文化の景観を守り、地域の誇りとし

て未来へつなぐ景観づくりをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針３ 快適なまちを守り・創る 

○港、集落、段畑と続く島固有の生活の景観を守り育てる景観づくりをめざします。 

○島の魅力的な景観の情報発信や都市部との交流促進等により、地域の活性化をめざします。 

○港や道路等の社会基盤の整備にあたっては、周辺景観との調和に配慮し、質の高い快適な景観づ

くりをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

○地域の生活、生産の核となる柱島港周辺の漁村景観の保全を図るとともに、地域の特長を活かし

た景観づくりを通じて、地域のにぎわいの創出をめざします。 

 

 

 

 

 

 

柱島賀茂神社大祭 

柱島ふれあいツアー 

柱島港 柱島港と漁村 
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柱
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柱
島
港
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柱
島

柱
島
港

・穏やかな海と瀬戸内海に浮かぶ島々の緑からなる多島海景観を守り育てます。 

基調となる景観（土地利用）

森林

景 観 軸

海岸軸

凡 例

地域で親しまれている景観資源

川の景観資源

海の景観資源

港・漁港の景観資源

歴史・文化の景観資源

基調となる景観（土地利用）

森林

景 観 軸

海岸軸

基調となる景観（土地利用）

森林

景 観 軸

海岸軸

森林

景 観 軸

海岸軸海岸軸

凡 例

地域で親しまれている景観資源

川の景観資源

海の景観資源

港・漁港の景観資源

歴史・文化の景観資源

地域で親しまれている景観資源

川の景観資源

海の景観資源

港・漁港の景観資源

歴史・文化の景観資源
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景観形成方針図 

地形模式横断図 
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第 10 章 
届出手続きと 
行為の制限 

 

１．届出の流れ 

２．届出対象行為と景観形成基準 
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第10章 

１．届出の流れ 

「美しい景観のまち岩国」の形成に向けて、建築物及び工作物の新築、増改築、移転又は撤去、

外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更、開発行為、その他周囲の景観に影響を

与える行為については、景観形成基準に基づき計画し施工することとなります。 

本計画では、一定規模以上の行為に対し届出対象行為を定め、市への届出を義務付けています。 

届出の流れを次に示します。 

 

○次頁に示す届出対象行為に

ついて、計画される場合は、

事前に市へご相談ください。

修景の考え方、届出の手続き

等に関して説明します。 

 

○工事内容が決まりましたら、

工事予定日の 30 日前までに、

市へ規定の書式の届出を提

出してください。 

 

○届出後、市では内容を審査し

ます。審査結果が出る前に工

事に入ることはできません。 

 

○届出の内容が景観形成基準

に適合している場合は、工事

に着手していただきます。 

 

○届出の内容が景観形成基準

に適合しない場合は、計画内

容を景観形成基準に適合す

るように変更をお願いしま

す。 

 

行 為 等 の 計 画

事 前 相 談

届 出

審 査

適合 不適合

勧告

変更命令

行 為 に 着 手

計画修正

確認通知

計画修正

罰則

完 了 届 （ 中 止 届 ）

※

行
為
に
着
手
す
る
30
日
前

※届出受理後30日間は
行為に着手できません。

※他法令による許認可等を受ける前
にできる限り事前相談を行ってく
ださい。
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届出手続きと行為の制限

２．届出対象行為と景観形成基準 

景観計画区域内で届出が必要な行為については、周辺の景観に与える影響を考慮し、一定規模

以上の行為を対象とします。また、重点地区については、きめ細やかな規制誘導を図るため、重

点地区の届出対象行為を別途定めています。 

 

（１）景観計画区域全域（一般地区） 

①届出対象行為 

・景観計画区域内（重点地区を除く）における建築物、工作物、開発等の行為、その他の行為

については、周辺の景観に与える影響が大きい大規模な建築物、工作物の建設や開発行為等

について、景観法に基づく届出対象行為とします。 

行為の種類 届出対象となる規模等 備考 

建
築
物 

・建築物の新築、増築、

改築、移転又は撤去 

・外観を変更することと

なる修繕、模様替え、

色彩の変更 

・高さ13ｍ又は延べ床面積500㎡を超えるもの 

【参考図１】 

（増築、改築、修繕、模様替え、色彩の変更は、建築物又は

工作物全体が上記規模を超えるもので、変更部分が過半と

なるもの） 

 ※建築物の高さの定義は、建築基準法に準ずる 

景観法 

第16条 

第１項 

第１号 

工
作
物 

・工作物の新設、増築、

改築、移転又は撤去 

・外観を変更することと

なる修繕、模様替え、

色彩の変更 

・貯蔵庫等：高さ13ｍ又は延べ床面積500㎡を超えるもの 

・さく、へい、擁壁類：高さ２ｍを超えるもの又は高さ 

 1.2ｍを超える部分の垂直投影面積が30㎡を超えるもの 

・鉄塔類：高さ15ｍを超えるもの【参考図２】 

 ※鉄塔の高さは、地上高とする 

景観法 

第16条 

第１項 

第２号 

開
発
行
為 

・都市計画法第４条第 12

項に規定する開発行為 

・岩国都市計画区域の市街化区域、岩国南都市計画区域 

 開発面積:1,000㎡以上【参考図３】 

・岩国都市計画区域の市街化調整区域 

 全ての開発行為【参考図３】 

・都市計画区域外 

 開発面積:3,000㎡以上【参考図３】 

景観法 

第16条 

第１項 

第３号 

そ
の
他 

・土地の開墾、土石の採

取、鉱物の掘採その他

の土地の形質の変更 

・対象面積:1,000㎡以上【参考図４】 

景観法 

第16条 

第１項 

第４号 

・木竹の植栽又は伐採 ・対象面積:1,000㎡以上 

・屋外における土石、廃

棄物、再生資源その他

の物件の堆積 

・土石の堆積：高さ５ｍを超えるもの 

 又は対象面積1,000㎡以上【参考図５】 

・廃棄物、再生資源等の堆積：高さ５ｍを超えるもの 

 又は対象面積1,000㎡以上【参考図６】 

（但し、堆積の期間が30日を超えて継続しないものは除く） 

 

 

 

 

高さ
13ｍ超

高さ
15ｍ超

高さ
5ｍ超

高さ
5ｍ超

又は延べ床面積 500 ㎡超又は延べ床面積 500 ㎡超 面積 1,000 ㎡以上面積 1,000 ㎡以上 又は面積 1,000 ㎡以上又は面積 1,000 ㎡以上 又は面積 1,000 ㎡以上又は面積 1,000 ㎡以上

参考図１ 参考図２ 参考図３ 参考図４ 参考図５ 参考図６

岩国都市計画区域、岩国南都市計画区域
　開発面積：1,000㎡以上
岩国都市計画区域の市街化調整区域
　全ての開発行為
都市計画区域外
　開発面積：3,000㎡以上

岩国都市計画区域、岩国南都市計画区域
　開発面積：1,000㎡以上
岩国都市計画区域の市街化調整区域
　全ての開発行為
都市計画区域外
　開発面積：3,000㎡以上
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②景観形成基準 

各ゾーンの景観特性を踏まえ、以下の景観形成基準に基づき、良好な景観形成を図ります。 

項目 景観形成基準 

ゾーン 市街地の景観ゾーン（岩国地域） 海と山の景観ゾーン（由宇地域） 

基本事項 

・市街地周辺の山並みや錦川等の自然景観、錦

帯橋を中心とした文化的景観や中心市街地の

にぎわいの景観等、周辺景観との調和に配慮

した景観づくりを基本とする。 

・瀬戸内海と山々が織りなす自然景観

や漁港の景観、山裾の棚田景観等、

周辺景観との調和に配慮した景観づ

くりを基本とする。 

建
築
物 

形態意匠 

・周辺の景観との調和に配慮し、圧迫感を与え

ないよう工夫すること。特に、錦帯橋や錦川

からの眺めを阻害せず、文化的景観を継承し、

周囲の自然景観と調和した形態意匠となるよ

う配慮すること。 

・主要な眺望地点からの眺望を妨げないよう配

慮した形態及び高さとすること。特に、文化

的景観を継承し、錦帯橋や錦川から岩国山や

城山への眺めを阻害しない高さ及び形態とす

ること。 

・周辺の景観との調和に配慮し、圧迫

感を与えないよう工夫すること。 

 

 

 

・主要な眺望地点からの眺望を妨げな

いよう配慮した形態及び高さとする

こと。 

 

 

色 彩 

・屋根及び外壁は、周囲の景観と調和する落ち

着きのある色彩を基調とすること。特に、錦

帯橋や錦川からの眺めを阻害せず、文化的景

観を継承し、周囲と調和した色彩による外観

となるよう配慮すること。 

・屋根及び外壁は、周囲の景観と調和

する落ち着きのある色彩を基調とす

ること。 

 

 
位 置 ・山並みをなす稜線を乱さないよう配慮すること。 

緑 化 ・道路に面する場所は、花木の緑化等により周囲の景観との調和を図ること。 

工
作
物 

形態意匠 

・周辺の景観との調和に配慮し、圧迫感を与え

ないよう工夫すること。特に、錦帯橋や錦川

からの眺めを阻害せず、文化的景観を継承し、

周囲の自然景観と調和した形態意匠となるよ

う配慮すること。 

・主要な眺望地点からの眺望を妨げないよう配

慮した形態及び高さとすること。特に、文化

的景観を継承し、錦帯橋や錦川から岩国山や

城山への眺めを阻害しない高さ及び形態とす

ること。 

・周辺の景観との調和に配慮し、圧迫感

を与えないよう工夫すること。 

 

 

 

・主要な眺望地点からの眺望を妨げな

いよう配慮した形態及び高さとする

こと。 

 
 

色 彩 

・目立つ色彩は避け、周囲の景観と調和する落

ち着きのある色彩を基調とすること。特に、

錦帯橋や錦川からの眺めを阻害せず、文化的

景観を継承し、周囲と調和した色彩による外

観となるよう配慮すること。 

・目立つ色彩は避け、周囲の景観と調

和する落ち着きのある色彩を基調と

すること。 

 

 

位 置 

・山並みをなす稜線を乱さないようできる限り

低い位置とすること。 

・鉄塔、電柱、電波塔類は、周辺の景観への影

響を極力抑えるよう配慮すること。なお、錦

帯橋や錦川からの眺めを阻害するような位置

への大規模工作物の設置は避けること。 

・山並みをなす稜線を乱さないようで

きる限り低い位置とすること。 

・鉄塔、電柱、電波塔類は、周辺の景

観への影響を極力抑えるよう配慮す

ること。 

 

緑 化 ・道路に面する場所は、花木の緑化等により周囲の景観との調和を図ること。 
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項目 景観形成基準 

ゾーン 市街地の景観ゾーン（岩国地域） 海と山の景観ゾーン（由宇地域） 

開発行為 

・開発後の状態が周辺の景観と著しく不調和とならないこと。 

・造成等での擁壁及び法面は、必要 小限にとどめること。なお、法面は、緑化等により

周辺の景観との調和を図ること。 

・斜面における土地の形状を変更する場合は、現状の形状を生かすよう配慮するとともに、

植栽等により周辺の景観との調和を図ること。 

・樹木の伐採は、必要 小限にとどめること。 

・住宅宅地開発の場合、建築物の敷地面積の 低限度は150㎡とする。ただし、延長敷地

及び法面を除いた有効宅地を対象とする。 

そ
の
他 

土地の開

墾、土石

の採取、

鉱物の掘

採その他

の土地の

形質の変

更 

・行為後の状態が周辺の景観と著しく不調和とならないこと。 

・長大な法面を生じないよう配慮し、法面は、緑化等により周辺の景観との調和を図るこ

と。 

・行為後は、地域に生育する樹木による緑化等により周辺の景観との調和を図ること。 

木竹の植

栽又は伐

採 

・植栽は、地域に生育する樹木を中心とした植樹により周辺の景観との調和を図ること。 

・伐採後は、地域に生育する樹木による緑化等により周辺の景観との調和を図ること。 

屋外にお

ける土

石、廃棄

物、再生

資源その

他の物件

の堆積 

・堆積等の面積は、必要 小限にとどめ、高さを極力低くするとともに、整然とした堆積

とすること。  

・道路や公共の場から容易に望見できない位置とするか、周囲から見えにくいよう遮へい

又は生け垣等の植栽を施し、周辺の景観に配慮すること。 

・届出について、市長は、届出に係わる行為が上記の景観形成基準に適合していないと認める場合、設計の変

更その他必要な措置をとることを勧告することがあります。 
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項目 景観形成基準 

ゾーン 
盆地の景観ゾーン 

（玖西地域） 
山と川の景観ゾーン 

（玖北地域） 
島の景観ゾーン 

（柱島地域） 

基本事項 

・周囲を山々で囲われた盆地と

島田川等の自然景観、旧山陽

道の歴史文化の景観や田園

景観等、周辺景観との調和に

配慮した景観づくりを基本

とする。 

・中国山地から連なる山

並みと谷底を流れる河

川等の自然景観、旧山

代街道の歴史文化の景

観や棚田の景観等、周

辺景観との調和に配慮

した景観づくりを基本

とする。 

・山の緑と海岸線による

島の自然景観や港を中

心とする漁村と段畑の

景観等、周辺景観との

調和に配慮した景観づ

くりを基本とする。 

建
築
物 

形態意匠 
・周辺の景観との調和に配慮し、圧迫感を与えないよう工夫すること。 

・主要な眺望地点からの眺望を妨げないよう配慮した形態及び高さとすること。 

色 彩 ・屋根及び外壁は、周囲の景観と調和する落ち着きのある色彩を基調とすること。 

位 置 ・山並みをなす稜線を乱さないよう配慮すること。 

緑 化 ・道路に面する場所は、花木の緑化等により周囲の景観との調和を図ること。 

工
作
物 

形態意匠 
・周辺の景観との調和に配慮し、圧迫感を与えないよう工夫すること。 

・主要な眺望地点からの眺望を妨げないよう配慮した形態及び高さとすること。 

色 彩 ・目立つ色彩は避け、周囲の景観と調和する落ち着きのある色彩を基調とすること。 

位 置 
・山並みをなす稜線を乱さないようできる限り低い位置とすること。 

・鉄塔、電柱、電波塔類は、周辺の景観への影響を極力抑えるよう配慮すること。 

 

緑 化 ・道路に面する場所は、花木の緑化等により周囲の景観との調和を図ること。 

開発行為 

・開発後の状態が周辺の景観と著しく不調和とならないこと。 

・造成等での擁壁及び法面は、必要 小限にとどめること。なお、法面は、緑化等によ

り周辺の景観との調和を図ること。 

・斜面における土地の形状を変更する場合は、現状の形状を生かすよう配慮するととも

に、植栽等により周辺の景観との調和を図ること。 

・樹木の伐採は、必要 小限にとどめること。 

・住宅宅地開発の場合、建築物の敷地面積の 低限度は150㎡とする。ただし、延長敷

地及び法面を除いた有効宅地を対象とする。 

そ
の
他 

土 地 の 開

墾、土石の

採取、鉱物

の掘採その

他の土地の

形質の変更 

・行為後の状態が周辺の景観と著しく不調和とならないこと。 

・長大な法面を生じないよう配慮し、法面は、緑化等により周辺の景観との調和を図る

こと。 

・行為後は、地域に生育する樹木による緑化等により周辺の景観との調和を図ること。 

木竹の植栽

又は伐採 
・植栽は、地域に生育する樹木を中心とした植樹により周辺の景観との調和を図ること。 

・伐採後は、地域に生育する樹木による緑化等により周辺の景観との調和を図ること。 
屋外におけ

る土石、廃

棄物、再生

資源その他

の物件の堆

積 

・堆積等の面積は、必要 小限にとどめ、高さを極力低くするとともに、整然とした堆

積とすること。  

・道路や公共の場から容易に望見できない位置とするか、周囲から見えにくいよう遮へ

い又は生け垣等の植栽を施し、周辺の景観に配慮すること。 

・届出について、市長は、届出に係わる行為が上記の景観形成基準に適合していないと認める場合、設計の変

更その他必要な措置をとることを勧告することがあります。 
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（２）横山重点地区 

①届出対象行為 

・重点地区内における建築物、工作物、開発等の行為、その他の行為については、きめ細やか

な景観誘導を行うために、小規模なものから景観法に基づく届出対象行為とします。 

行為の種類 届出対象となる規模等 備考 

建
築
物 

・建築物の新築、増築、

改築、移転又は撤去 

・外観を変更することと

なる修繕、模様替え、

色彩の変更 ・規模にかかわらず全ての行為 

 

※室外機等の生活関連設備機器については、前面道路から見

えるもののうち、幅、奥行き、高さのいずれかが１ｍを超

えるもの及び高さ３ｍを超える位置に設置するもの 

景観法 

第16条 

第１項 

第１号 

工
作
物 

・工作物の新設、増築、

改築、移転又は撤去 

・外観を変更することと

なる修繕、模様替え、

色彩の変更 

・看板、自動販売機等の

設置、取替又は移転 

景観法 

第16条 

第１項 

第２号 

開
発
行
為 

・都市計画法第４条第 12

項に規定する開発行為 

・対象面積が10㎡を超えるもの 

 又は 

・高さ 1.5ｍを超える法を生じさせる切土・盛土 

景観法 

第16条 

第１項 

第３号 

そ
の
他 

・土地の開墾、土石の採

取、鉱物の掘採その他

の土地の形質の変更 

・対象面積が10㎡を超えるもの 

景観法 

第16条 

第１項 

第４号 

・木竹の植栽又は伐採 

・樹高５ｍを超えるもの 

 又は 

・伐採の面積が100㎡を超えるもの 

・屋外における土石、廃

棄物、再生資源その他

の物件の堆積 

・対象面積が10㎡を超えるもの 

 又は 

・堆積の高さ1.5ｍを超えるもの 

 

 

 



 

101 

第10章 

②景観形成基準 

横山重点地区の景観特性を踏まえ、以下の景観形成基準に基づき、良好な景観形成を図ります。

なお、景観形成基準については、「岩国市街なみ景観条例（自主条例）」のルールを継承・発展

させます。項目ごとの詳細な考え方や解説については、別途ガイドラインで示すこととします。 

項目 景観形成基準 

区分 歴史散歩地区 うるおい住宅地区 山林河川地区 

基本事項 
・岩国城下町の文化的景観を継承することを目的に、和風の佇

まいを基本とする。 

・自然景観を保

全すること。 

建
築
物
・
工
作
物 

配置 

・武家屋敷地に由来する門・塀に囲まれた構えを基本に、道路

に面して門・塀等が連なる配置とし、周囲のまちなみとの調

和を図ること。ただし、錦川沿い（横山１丁目・横山２丁目）

では、道路に面して1階軒等が連なる配置を基本とし、錦川

沿いの連続する通り景観との調和を図ること。 

・公共施設等の

建設又は建替

えにあって

は、周辺の自

然景観に溶け

込んだ形態意

匠及び色彩と

すること。 

建築物の 
形態意匠 

及び色彩 

屋
根 

・入母屋、切妻、寄棟屋根と

すること。ただし、錦川沿

いでは、平入屋根等、錦川

側に向けて傾斜する屋根と

すること。 

・入母屋、切妻、寄棟等傾斜

屋根とすること。ただし、

錦川沿い（横山１丁目・横

山２丁目）では、平入屋根

等、錦川側に向けて傾斜す

る屋根とすること。 

・勾配は、10分の3.5から10分の5.5までとすること。 

・屋根材は、和形いぶし日本

瓦等とし、色は黒色、濃い

灰色（いぶし銀）とするこ

と。 

・屋根材は、和形いぶし日本

瓦又はカラーベスト等と

し、色は黒色、濃い灰色（い

ぶし銀）、濃い緑色、濃い茶

色とすること。ただし、錦

川沿い（横山１丁目・横山

２丁目）の建築物について

は、歴史散歩地区の基準と

し、軒の高さを揃えること。 

外
壁 

・外壁は、土壁、しっくい壁、砂壁状吹き付け、板張り等とす

ること。 

・色は、白色、灰色又は薄い茶色、板張りは、素材色又は焼杉

板張りの黒色とすること。 

開
口
部 

・出入り口は、格子付き等の和風引き戸、窓は、引き違い窓等

を標準とする。 

 

・出入り口は、黒色、茶色と

すること。 

・面格子及び窓の桟の色は、

黒色、灰色、茶色とするこ

と。 

・出入り口は、黒色、茶色を

標準とする。 

・面格子及び窓の桟の色は、

黒色、灰色、茶色、白色と

すること。ただし、錦川沿

い（横山 1 丁目・横山２丁

目）の建築物については、

黒色、灰色、茶色とするこ

と。 

建築物の高さ 

・周囲から突出しない高さとし、錦川沿い（横山１丁目・横山

２丁目）の建築物は２階までとすること。他の地区について

は、原則として２階までとすること。 

ベランダ・カ

ーポート等 

・周辺の景観に配慮した形態、意匠とし、柱、手摺、屋根の色

は、黒色、茶色とすること。 
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項目 景観形成基準 

区分 歴史散歩地区 うるおい住宅地区 山林河川地区 

建
築
物
・
工
作
物 

塀等(建築物に

付属するものを

含む) 

・白壁、白壁風のもの又は小

壁付きの和風板壁とし、和

形いぶし日本瓦等の屋根付

きを標準とする。 

・白壁、白壁風のもの又は小

壁付きの和風板壁とし、和

形いぶし日本瓦等の屋根付

き又は生け垣等とするこ

と。 

・公共施設等の

建設又は建替

えにあって

は、周辺の自

然景観に溶け

込んだ形態意

匠及び色彩と

すること。 

・基礎は、石積みその他和風の風合いに配慮したものとするこ

と。 

・塀等は、武家屋敷地に由来する構えを基本に、道路に面して

連なる配置とする。間口が狭い等やむを得ず塀等を設置でき

ない場合には、通りに面して塀が連なる景観と調和するよう

囲まれた構えとなるよう配慮する。 

門等(建築物に

付属するものを

含む) 

・棟門等の和風の門構えを標

準とする。 

・周辺の景観と不調和となら

ないように、和風の佇まい

に配慮したものとするこ

と。 

・門等は通りに面して設置することを基本とし、塀等による囲

いと合わせ、武家屋敷地に由来する構えと調和した配置とな

るよう配慮する。 

室外機、自動販

売機、建築設備

機器等 

・室外機等は、道路から見えない場所に設置するか、視線を和

らげるため周囲と同系色とする。又は木製格子等の目隠しを

施すものとすること。 

・自動販売機等（歴史散歩地区）については、周辺のまちなみ

に配慮し、茶系色とすること。 

・日よけテント、オーニング等は、周辺のまちなみに配慮した

形態、意匠、色彩とすること。 

・太陽光パネル、太陽熱温水器は、黒系色で屋根瓦と違和感の

ないものとすること。ただし、錦川沿い（横山１丁目・２丁

目）の建築物の川に面した部分には設置しないこと。 

看板等 

・自立式看板を設置する場合は、周辺の景観に配慮した高さ、

形態、意匠とすること。 

・壁面看板を設置する場合は、建築物本体との調和に配慮した

設置箇所、形態、意匠とし、小規模なものとすること。 

・屋上及び屋根面には設置しないこと。 

・のぼり旗や立看板等の掲示物については、周囲のまちなみに

配慮したものとすること。 

・電飾看板は、使用しないこと。 

舗装等 
・周辺の景観と不調和とならないように、和風の佇まいに配慮

したものとすること。 

 

擁壁 

・既存の石積みがある場合には、保全・活用することにより文

化的景観の継承を図ること。 

・擁壁は、石積み又は緑化擁壁を標準とし、コンクリートやブ

ロックによる場合は、和風の風合いに配慮したものとするこ

と。 

鉄塔・電柱・街

路灯柱・カーブ

ミラー柱等 

・鉄塔等は、周辺の景観に配慮した設置箇所、形態、意匠とし、城山に設置する場

合は、山並みの稜線を乱さないものとすること。 

・電柱、街路灯柱、カーブミラー柱等は、茶系色とし、目立たないものとすること。 
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項目 景観形成基準 

区分 歴史散歩地区 うるおい住宅地区 山林河川地区 

開発行為 

・開発後の状態が周辺の景観と不調和とならないこと。また、

城下町由来の町割の継承を阻害しない形状とすること。 

・造成等での擁壁及び法面は、必要 小限にとどめること。な

お、法面は、緑化に努め周辺の景観と調和を図るとともに、

周囲に石積み等が残る場合には既存の石積み等と調和した

擁壁となるよう配慮すること。 

・斜面における土地の形状を変更する場合は、現状の形状を生

かすよう配慮するとともに、植栽等により周辺の景観との調

和を図ること。 

・樹木の伐採は、必要 小限にとどめること。 

・住宅宅地開発の場合、建築物の敷地面積の 低限度は150㎡

とする。ただし、延長敷地及び法面を除いた有効宅地を対象

とする。 

・河川管理及び

森林管理上必

要な場合を除

き、基本的に

行 わ ないこ

と。 

そ
の
他 

土地の開墾、土

石の採取、鉱物

の掘採その他の

土地の形質の変

更 

・行為後の状態が周辺の景観と不調和とならないこと。 

・1.5mを超える法面を生じないよう配慮し、法面は、緑化等に

より周辺の景観との調和を図ること。 

・行為後は、地域に生育する樹木による緑化等により景観の復

元を図ること。 

木竹の植栽又は

伐採 

・植栽は、地域に生育する樹木を中心とした植樹により周辺の

景観との調和を図ること。 

・伐採後は、地域に生育する樹木による緑化等により景観の復

元を図ること。 

屋外における土

石、廃棄物、再

生資源その他の

物件の堆積 

・堆積等の面積は、必要 小限にとどめ、高さを極力低くする

とともに、整然とした堆積とすること。 

・道路や公共の場から容易に望見できない位置とするか、周囲

から見えにくいよう遮へい又は生け垣等植を施し、周辺の景

観に配慮すること。 

・届出について、市長は、届出に係わる行為が上記の景観形成基準に適合していないと認める場合、設計

の変更その他必要な措置をとることを勧告することがあります。 
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（３）岩国重点地区 

①届出対象行為 

・重点地区内における建築物、工作物、開発等の行為、その他の行為については、きめ細やか

な景観誘導を行うために、小規模なものから景観法に基づく届出対象行為とします。 

行為の種類 届出対象となる規模等 備考 

建
築
物 

・建築物の新築、増築、

改築、移転又は撤去 

・外観を変更することと

なる修繕、模様替え、

色彩の変更 ・規模にかかわらず全ての行為 

 

※室外機等の生活関連設備機器については、前面道路から見

えるもののうち、幅、奥行き、高さのいずれかが１ｍを超

えるもの及び高さ３ｍを超える位置に設置するもの 

景観法 

第16条 

第１項 

第１号 

工
作
物 

・工作物の新設、増築、

改築、移転又は撤去 

・外観を変更することと

なる修繕、模様替え、

色彩の変更 

・看板、自動販売機等の

設置、取替又は移転 

景観法 

第16条 

第１項 

第２号 

開
発
行
為 

・都市計画法第４条第 12

項に規定する開発行為 

・対象面積が10㎡を超えるもの 

 又は 

・高さ 1.5ｍを超える法を生じさせる切土・盛土 

景観法 

第16条 

第１項 

第３号 

そ
の
他 

・土地の開墾、土石の採

取、鉱物の掘採その他

の土地の形質の変更 

・対象面積が10㎡を超えるもの 

景観法 

第16条 

第１項 

第４号 

・木竹の植栽又は伐採 

・樹高５ｍを超えるもの 

 又は 

・伐採の面積が100㎡を超えるもの 

・屋外における土石、廃

棄物、再生資源その他

の物件の堆積 

・対象面積が10㎡を超えるもの 

 又は 

・堆積の高さ1.5ｍを超えるもの 
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②景観形成基準 

岩国重点地区の景観特性を踏まえ、以下の景観形成基準に基づき、良好な景観形成を図ります。

項目ごとの詳細な考え方や解説については、別途ガイドラインで示すこととします。 

項目 景観形成基準 

区分 こまちなみ地区 ゆとり住宅地区 

基本事項 

・岩国城下町に由来する商業地として栄えてきた歴

史と文化を継承することを目的に、町家や武家屋

敷のもつ和のしつらえや近代建築等のモダンと調

和した佇まいを基本とする。 

・岩国城下町として受け継がれてきた町割やまちな

みの連続性の継承を基本とする。 

・岩国城下町の武家地として形成され

た、緑ゆたかな風格ある住環境を形

成することを目的に、和のしつらえ

による落ち着きのある佇まいを基

本とする。 

建
築
物
・
工
作
物 

配置 

・大明小路等の武家屋敷地に由来する通りでは、門・

塀に囲まれた構えを基本に、道路に面して門・塀

等が連なる配置とし、周囲のまちなみとの調和を

図ること。ただし、道路から大きく後退せず１階

軒等が連なる場合は、この限りではない。 

・その他の通りでは、歴史的な建物と調和した配置

を基本に、道路に面して1階軒等が連なる配置と

し、まちなみとの調和を図ること。ただし、やむ

を得ず、道路から建物が大きく後退する場合には、

道路に面して門・塀が連なる、又は車庫等の軒が

連なる配置とし、歴史的な建物がつくりだすまち

なみとの調和を図ること。 

・バス通り沿道は、道路に面して門・

塀等が連なる配置とし、通りのまち

なみとの調和を図ること。 

建
築
物 

形態

意匠 

・歴史的な建物等からなる通りとしての連続したま

ちなみを阻害せず、地区の歴史的な建物と調和し

た形態及び高さを基本とし、やむを得ず中層とな

る場合には、地区のまちなみと調和した10～12ｍ

程度とすること。ただし、地区の歴史的な建物と

調和した傾斜屋根とする場合には、15ｍを限度と

することができる。 

・屋根は、傾斜屋根等、地区の歴史的な建物と調和

したものとし、傾斜屋根については傾斜（勾配）

を沿道に向け、まちなみの連続性に配慮すること。

なお、錦川沿いでは、傾斜（勾配）を錦川側にも

向けること。 

・外壁・開口部・軒・庇・敷地境界から壁面までの

しつらえ等からなる外観は、地区のまちなみを特

徴づける歴史的な建物の外観と調和した意匠とす

ること。なお、中層の場合には、錦川や錦帯橋、

城山からの見え方に留意し、落ち着きのある意匠

とすること。 

・前面道路に面して、出入口や窓等の開口部を設け、

建物全体として壁のみが目立つことのないよう配

慮すること。 

・低層を中心とした通りごとの連続性に配慮し、や

むを得ず中層となる場合には、圧迫感の軽減に配

慮した形態意匠とすること。 

・錦川沿い（土手町等）では、ナカドテと一体とな

った歴史的な建物群がつくりだすまちなみと調和

する形態意匠とするとともに、錦帯橋や錦川から

の眺めに配慮した形態意匠とすること。 

・歴史的な建物等からなる通りとして

の連続したまちなみを阻害せず、地

区の歴史的な建物と調和した形態

及び高さを基本とし、やむを得ず中

層となる場合には、地区のまちなみ

と調和した 10～12ｍ程度とするこ

と。ただし、地区の歴史的な建物と

調和した傾斜屋根とする場合には、

15ｍを限度とすることができる。 

・屋根は、傾斜屋根等、周辺のまちな

みと調和したものとし、建物全体と

してまとまりある意匠とすること。 

・バス通り沿道では、屋根は傾斜（勾

配）を沿道側に向け、まちなみの連

続性に配慮すること。 

・外壁・開口部・軒・庇・敷地境界か

ら壁面までのしつらえ等からなる

外観は、錦川や城山からの見え方に

留意し、周辺のまちなみと調和した

落ち着きのある意匠とすること。 

・周辺の低層の住宅地との調和に配慮

し、やむを得ず中層となる場合に

は、通りへの圧迫感を軽減する形態

意匠とすること。 
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届出手続きと行為の制限

 

 

項目 景観形成基準 

区分 こまちなみ地区 ゆとり住宅地区 

建
築
物 

色彩 

・屋根の色は、和形いぶし日本瓦等と調和

した黒色、濃い灰色（いぶし銀）等、建

物の外壁色と調和したものとすること。 

・外壁等の色は、伝統的外壁材料の色目を

基本に、通りの連続性を意識し、まちな

みと調和した落ち着きのあるものとする

こと。 

・屋根の色は、和形いぶし日本瓦等と

調和した黒色、濃い灰色（いぶし銀）、

又は、濃い茶色等、周辺の低層の住

宅地と調和したものとすること。 

・外壁等の色は、低層を中心としたま

ちなみと調和した落ち着きあるもの

とすること。 

ベランダ ・前面道路に面して設置しないこと。  

車庫等 

・車庫等は、建物との一体的な利用も含め、

通りのまちなみの連続性を損ねないこと

に配慮した配置とすること。 

・道路に面して車庫等を設置する場合には、

屋根の傾斜（勾配）を沿道側に向け、軒

の連なりとの調和に配慮する等、通り景

観の連続性を創出するための配慮を行う

とともに、通りとしての連続性を生み出

す形状及び色彩とすること。 

・車庫等は、周辺の景観と調和したも

のとすること。 

室外機、建築

設備機器等 

・室外機等は、道路から見えない場所に設置するか、視線を和らげるため周囲と同

系色とする。又は、木製格子等の目隠しを施すものとすること。 

・日よけテント、オーニング等は、周辺のまちなみとの調和に配慮した形態、意匠、

色彩とすること。 

・太陽光パネル、太陽熱温水器は、屋根と違和感のないものとすること。ただし、

錦川沿い（岩国１丁目・２丁目）の建築物の川に面した部分には設置しないこと。 

緑化 

・前面道路に面して植栽を行う場合には、

門・塀等による通り景観の連続性との調

和に配慮すること。 

・樹木や生け垣、花壇等の植栽を施す

ことにより、緑豊かなまちなみの形

成に配慮すること。 

工
作
物 

形態意匠 

・歴史的な建物等からなる通りとしての連

続したまちなみを阻害せず、地区の歴史

的な建物と調和した形態及び高さとし、

地区のまちなみと調和する12ｍ程度を限

度とすること。 

・岩国城下町の武家地として継承され

てきた低層を中心としたまちなみと

調和した形態及び高さとし、地区の

まちなみと調和する12ｍ程度を限

度とすること。 

門・塀等（建

築物に付属す

るものを含

む） 

・前面道路から建物が後退する場合には、

敷き際に塀・門等を設置し、通り景観の

連続性を維持・創出すること。 

・門・塀等は、地区の歴史的な建物と調和

した風合いを有するものとする。 

・バス通り沿道では、敷き際に門・塀

等を設置する等により、通りの連続

したまちなみの形成を図ること。 

・門・塀又は生け垣は、周辺の景観と

調和したものとすること。ただし、

バス通り沿道に設ける門・塀等は、

沿道にぎわい地区の基準に準拠した

ものとする。 

看板等 

・自立式看板を設置する場合には、周辺のまちなみとの調和に配慮した高さ、形態、

意匠とすること。 

・壁面看板を設置する場合は、周辺のまちなみとの調和及び建物本体との調和に配

慮した設置箇所、形態、意匠とすること。 

・屋上及び屋根面には設置しないこと。 

・のぼり旗や立看板等の掲示物については、周辺のまちなみに配慮したものとする

こと。 

・電飾看板は、使用しないこと。 
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第10章 

 

 

項目 景観形成基準 

区分 こまちなみ地区 ゆとり住宅地区 

工
作
物 

舗装等 
・建築物の壁面後退により生じる土地のうち、通りから容易に見える部分の舗装は、

周辺のまちなみと調和し、落ち着きのあるしつらえとすること。 

自動販売機 ・自動販売機については、周辺のまちなみに配慮した色とすること。 

擁壁 
・擁壁の規模・形態は圧迫感を与えないものとなるよう配慮し、周辺のまちなみと

調和するように配慮すること。 

鉄塔・電柱・

街路灯柱・カ

ーブミラー柱

等 

・鉄塔等の設置は避けること。 

・電柱、街路灯柱、カーブミラー柱等は、周辺に調和したものとすること。 

仮設物 ・仮囲い等の仮設の工作物等は、周辺のまちなみとの調和に配慮すること。 

その他 ・周囲の景観を阻害しないよう、周辺のまちなみと調和したものとすること。 

緑化 ・周囲のまちなみとの調和に配慮した緑化を図ること。 

開発行為 

・開発後の状態が周辺のまちなみと不調和とならないこと。また、城下町由来の町

割の継承を阻害しない形状とすること。 

・樹木の伐採は、必要 小限とすること。 

・住宅宅地開発の場合、建築物の敷地面積の 低限度は150㎡とする。ただし、延

長敷地及び法面を除いた有効宅地を対象とする。 

・造成等での擁壁及び法面は、必要 小

限にとどめること。 

・造成等での擁壁及び法面は、必要 小

限にとどめること。なお、法面は緑化

に努め周辺の景観と調和を図ること。 

・斜面における土地の形状を変更する場

合は、現状の形状を生かすよう配慮す

るとともに、植栽等により周辺の景観

との調和を図ること。 

そ
の
他 

土地の開墾、

土石の採取、

鉱物の掘採そ

の他の土地の

形質の変更 

・行為後の状態が周辺のまちなみと不調和とならないこと。 

・長大な法面を生じないよう配慮し、法面は、緑化等により周辺の景観との調和を

図ること。 

・行為後は、地域に生育する樹木による緑化等により景観の復元を図ること。 

木竹の植栽又

は伐採 

・植栽は、地域に生育する樹木を中心とした植樹により周辺の景観との調和を図る

こと。 

・伐採後は、地域に生育する樹木による緑化等により景観の復元を図ること。 

屋外における

土石、廃棄物、

再生資源その

他の物件の堆

積 

・堆積等の面積は、必要 小限にとどめ、高さを極力低くするとともに、整然とし

た堆積とすること。 

・道路や公共の場から容易に望見できない位置とするか、周囲から見えにくいよう

遮へい又は生け垣等の植栽を施し、周辺のまちなみとの調和に配慮すること。 

駐車場 

・駐車場として土地を利用する場合には、できる限り車両の出入り口を集約化し、

周辺のまちなみに与える影響を 小限とし、敷き際は、塀等による遮へい又は生

け垣等の植栽による目隠し等を行うことにより、周辺の景観との調和を図ること。

なお、塀等を設ける場合には、その意匠は工作物の基準に準ずるものとすること。 

空き地 ・空き地は、適切な維持・管理を行うこと。 

・届出について、市長は、届出に係わる行為が上記の景観形成基準に適合していないと認める場合、設

計の変更その他必要な措置をとることを勧告することがあります。 

・また、岩国重点地区の良好な景観の形成に寄与することを目的とした助成に関する基準は、別途、ガ

イドラインに定めます。 
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届出手続きと行為の制限

 

 

項目 景観形成基準 

区分 沿道にぎわい地区 山林地区 

基本事項 

・岩国城下町に由来する歴史や文化、商業地のにぎわい

を継承しながら、風格と統一感のある通り景観を形成

することを目的に、和のしつらえや近代建築等のモダ

ンと調和した佇まいを基本とする。 

・自然景観を保全す

ること。 

建
築
物
・ 

工
作
物 

配置 

・道路に面して建物壁面や塀等が連なって建ち並ぶ配置

を基本とし、通りのまちなみとの調和を図ること。 

 

 

 

建
築
物 

形
態
意
匠 

低層 

（10ｍ未満） 

・歴史的な建物等からなる通りとしての連続したまちな

みを阻害せず、地区の歴史的な建物と調和した高さ及

び形態とすること。 

・バス通り沿道では、屋根は、地区の歴史的な建物と調

和した傾斜屋根とし、傾斜（勾配）を沿道側に向け、

まちなみの連続性に配慮すること。なお、錦川沿いで

は、傾斜（勾配）を錦川側に向けること。 

・臥龍橋通り沿道では、屋根は、周囲のまちなみを阻害

しないものとすること。 

・バス通り沿道では、外壁等は、地区のまちなみを特徴

づける武家屋敷の外観と調和した落ち着きのある意匠

とすること。 

・臥龍橋通り沿道では、外壁等は、通り景観の連続性を

創りだす意匠とすること。 

・臥龍橋通り沿道では、前面道路に面して、出入り口や

窓等の開口部を設け、建物全体として壁のみが目立つ

ことないよう配慮すること。 
・建設又は建替えに

あっては、周辺の

自然景観に溶け込

んだ形態意匠及び

色彩とすること。 

中層 

（10ｍ以上） 

・歴史的な建物等からなる通りとしての連続したまちな

みを阻害せず、地区の歴史的な建物と調和した形態及

び高さを基本とし、地区のまちなみと調和した 10～12

ｍ程度とすること。ただし、地区の歴史的な建物と調

和した傾斜屋根とする場合には、15ｍを限度とするこ

とができる。 

・勾配屋根の場合は、周辺のまちなみと調和したものと

し、建物全体としてまとまりある意匠とすること。 

・錦川沿いでは、屋根は、切妻、入母屋、寄棟等の傾斜

屋根とし、傾斜（勾配）を錦川側に向けること。 

・バス通り沿道では、外壁等は、錦川や錦帯橋、城山か

らの見え方に留意し、地区のまちなみを特徴づける歴

史的な建物の規模及び外観と調和した意匠とするこ

と。 

・臥龍橋通り沿道では、外壁等は、通りの連続性を創り

だす意匠とすること。 

・臥龍橋通り沿道では、前面道路に面して、出入り口や

窓等の開口部を設け、建物全体として壁のみが目立つ

ことのないよう配慮すること。 
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第10章 

 

 

項目 景観形成基準 

区分 沿道にぎわい地区 山林地区 

建
築
物 

色
彩 

低層 

（10ｍ未満） 

・バス通り沿道では、屋根の色は、和形いぶし日本瓦等

と調和した黒色、濃い灰色（いぶし銀）等を基本とし、

通りのまちなみとの調和を図ること。 

・バス通り沿道では、外壁等の色は、伝統的外壁材料の

色目を基本とし、落ち着きのあるものとすること。 

・臥龍橋通り沿道では、屋根の色は、通りのまちなみと

調和し、建物の外壁色と調和したものとすること。 

・臥龍橋通り沿道では、外壁等の色は、通りの連続性を

意識し、まちなみとの調和に配慮し、建物全体として

落ち着きあるものとすること。 

・臥龍橋通り沿道では、歩行者が賑わいを感じられる連

続した通りの景観形成を意識し、外壁や開口部等での

彩度の高い色や強い色等の利用は１階での部分的な利

用のみとすること。 

・建設又は建替えに

あっては、周辺の

自然景観に溶け

込んだ形態意匠

及び色彩とする

こと。 

中層 

（10ｍ以上） 

・屋根の色は、通りのまちなみと調和し、建物の外壁色

と調和したものとすること。 

・外壁等の色は、通りの連続性を意識し、まちなみとの

調和に配慮し、建物全体として落ち着きあるものとす

ること。 

・臥龍橋通り沿道では、歩行者が賑わいを感じられる連

続した通りの景観形成を意識し、外壁や開口部等での

彩度の高い色や強い色等の利用は１階での部分的な利

用のみとすること。 

ベランダ ・前面道路に面して設置しないこと。 

車庫等 
・車庫等は、通り景観の連続性を創出するための配慮を

行うとともに、周辺の景観と調和したものとすること。 

室外機、建築設備

機器等 

・室外機等は、道路から見えない場所に設置するか、視

線を和らげるため周囲と同系色とする。又は、木製格

子等の目隠しを施すものとすること。 

・日よけテント、オーニング等は、周辺のまちなみとの

調和に配慮した形態、意匠、色彩とすること。 

・太陽光パネル、太陽熱温水器は、屋根と違和感のない

ものとすること。ただし、錦川沿い（岩国１丁目・２

丁目）の建築物の川に面した部分には設置しないこと。 

緑化 
・前面道路に面して植栽を行う場合には、門・塀等によ

る通り景観の連続性との調和に配慮すること。 

工
作
物 

形態意匠 

・歴史的な建物等からなる通りとしての連続したまちな

みを阻害せず、地区の歴史的な建物と調和した形態及

び高さとし、地区のまちなみと調和する12ｍ程度を限

度とすること。 

門・塀等（建築物

に付属するものを

含む） 

・バス通り沿道では、敷き際に門・塀等を設置する等に

より、通りの連続したまちなみの形成を図ること。 

・バス通り沿道では、門・塀等は、武家屋敷地の風合い

と調和したものとすること。 

・臥龍橋通り沿道では、建物壁面が連ならない場合は、

門・塀等を設置し、通り景観の連続性を創出するとと

もに、周辺の景観と調和したものとすること。 
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届出手続きと行為の制限

 

 

項目 景観形成基準 

区分 沿道にぎわい地区 山林地区 

工
作
物 

看板等 

・自立式看板を設置する場合には、周辺のまちなみとの調

和に配慮した高さ、形態、意匠とすること。 

・壁面看板を設置する場合は、周辺のまちなみとの調和及

び建物本体との調和に配慮した設置箇所、形態、意匠と

すること。 

・屋上及び屋根面には設置しないこと。 

・のぼり旗や立看板等の掲示物については、周辺のまちな

みに配慮したものとすること。 

・電飾看板は、使用しないこと。 

・建設又は建替えに

あっては、周辺の

自然景観に溶け

込んだ形態意匠

及び色彩とする

こと。 舗装等 

・建築物の壁面後退により生じる土地のうち、通りから容

易に見える部分の舗装は、周辺のまちなみと調和し、落

ち着きのあるしつらえとすること。 

自動販売機 
・自動販売機については、周辺のまちなみに配慮した色と

すること。 

擁壁 
・擁壁の規模・形態は圧迫感を与えないものとなるよう配

慮し、周辺のまちなみと調和するように配慮すること。 

鉄塔・電柱・街路

灯柱・カーブミラ

ー柱等 

・鉄塔等の設置は避けること。 

・電柱、街路灯柱、カーブミラー柱等は、周辺に調和した

ものとすること。 

・鉄塔等は、周辺の

景観に配慮した

設置箇所、形態、

意匠とし、山並み

の稜線を乱さな

いものとするこ

と。 

・電柱、街路灯柱、

カーブミラー柱

等は、周辺に調和

したものとする

こと。 

仮設物 
・仮囲い等の仮設の工作物等は、周辺のまちなみとの調和

に配慮すること。 

 

その他 ・周囲の景観を阻害しないよう、周辺のまちなみと調和したものとすること。 

緑化 ・周囲のまちなみとの調和に配慮した緑化を図ること。 

開発行為 

・開発後の状態が周辺のまちなみと不調和とならないこ

と。 

・樹木の伐採は、必要 小限とすること。 

・住宅宅地開発の場合、建築物の敷地面積の 低限度は

150㎡とする。ただし、延長敷地及び法面を除いた有効

宅地を対象とする。 

・造成等での擁壁及び法面は、必要 小限にとどめること。 

・森林管理上必要な

場合を除き、基本

的に行わないこ

と。 
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第10章 

 

 

項目 景観形成基準 

区分 沿道にぎわい地区 山林地区 

そ
の
他 

土地の開墾、土石

の採取、鉱物の掘

採その他の土地の

形質の変更 

・行為後の状態が周辺のまちなみと不調和とならないこ

と。 

・長大な法面を生じないよう配慮し、法面は、緑化等によ

り周辺の景観との調和を図ること。 

・行為後は、地域に生育する樹木による緑化等により景観

の復元を図ること。 

・森林管理上必要な

場合を除き、基本

的に行わないこ

と。 

木竹の植栽又は伐採 

・植栽は、地域に生育する樹木を中心とした植樹により周

辺の景観との調和を図ること。 

・伐採後は、地域に生育する樹木による緑化等により景観

の復元を図ること。 

屋外における土石、

廃棄物、再生資源そ

の他の物件の堆積 

・堆積等の面積は、必要 小限にとどめ、高さを極力低く

するとともに、整然とした堆積とすること。 

・道路や公共の場から容易に望見できない位置とするか、

周囲から見えにくいよう遮へい又は生け垣等の植栽を

施し、周辺のまちなみとの調和に配慮すること。 

駐車場 

・駐車場として土地を利用する場合には、できる限り車両

の出入り口を集約化し、周辺のまちなみに与える影響を

小限とし、敷き際は、遮へい又は生け垣等の植栽によ

る目隠し等を行うことにより、周辺の景観との調和を図

ること。なお、塀等を設ける場合には、その意匠は工作

物の基準に準ずるものとすること。 

空き地 ・空き地は、適切な維持・管理を行うこと。 

・届出について、市長は、届出に係わる行為が上記の景観形成基準に適合していないと認める場合、設

計の変更その他必要な措置をとることを勧告することがあります。 

・また、岩国重点地区の良好な景観の形成に寄与することを目的とした助成に関する基準は、別途、ガ

イドラインに定めます。 
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第 11 章 
景観重要建造物 

及び景観重要樹木 
の指定方針 

 

１．市街地の景観ゾーン（岩国地域）の指定方針（一般地区） 

２．海と山の景観ゾーン（由宇地域）の指定方針 

３．盆地の景観ゾーン（玖西地域）の指定方針 

４．山と川の景観ゾーン（玖北地域）の指定方針 

５．島の景観ゾーン（柱島地域）の指定方針 

６．横山重点地区の指定方針 

７．岩国重点地区の指定方針 
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第11章 

１．市街地の景観ゾーン（岩国地域）の指定方針（一般地区） 

景観重要建造物及び景観重要樹木は、地域の景観上シンボルとなり、周辺の景観づくりの牽引

役を担います。 

【景観重要建造物の指定の方針】 

建造物の外観が地域の景観上の特徴を有し、道路その他公共の場所から容易に見ること

のできる建造物のうち、次のいずれかに該当するものを指定します。 

１）岩国城下町や旧街道沿い等の歴史的なまちなみ景観を構成する要素となっているもの。 

２）岩国駅や岩国錦帯橋空港等、多くの市民や来訪者が利用する公共の場周辺にあって、

地域の景観形成に重要な役割を果たすと考えられるもの。 

３）文化財としての価値や歴史的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、地域の誇

りとなっているもの。また、地域の景観形成に主導的な役割を果たすと考えられるも

の。 

４）地域の景観を形づくってきた意匠や工法の建築技術、農林水産業の生産施設等、素材

に地域の特産を使用しているものや、その時代の匠や職人の技が光るもの。 

５）市や県指定の文化財や国登録文化財等であっても、地域の景観づくりにおいて特に重

要な資源であり、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

６）近代から現代に通じる産業遺産や土木遺産として、地域の景観のシンボルとなってい

るもの。 

適用除外：国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 

 

【景観重要樹木の指定の方針】 

樹容が美観上優れ、道路その他公共の場所から容易に見ることのできる樹木のうち、次

のいずれかに該当するものを指定します。 

１）市街地において貴重な緑、シンボル的な緑となっているもの。 

２）歴史的なまちなみ景観を構成する貴重な緑となっているもの。 

３）錦川や今津川等の良好な水辺景観を構成する貴重な緑となっているもの。 

４）種類、樹齢、学術的価値や自然保護的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、

地域の誇りとなっているもの。また、地域の景観形成に重要な役割を果たすと考えら

れるもの。 

５）市や県指定の天然記念物であっても、地域の景観づくりにおいて特に重要な資源であ

り、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

適用除外：特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 
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景観重要建造物及び景観重要樹木の指定方針

２．海と山の景観ゾーン（由宇地域）の指定方針 

景観重要建造物及び景観重要樹木は、景観上地域の重要なシンボルとなり、周辺の景観づくり

の牽引役を担います。 

【景観重要建造物の指定の方針】 

建造物の外観が地域の景観上の特徴を有し、道路その他公共の場所から容易に見ること

のできる建造物のうち、次のいずれかに該当するものを指定します。 

１）由宇駅や通津駅周辺等の地域の中心部にあってまちなみ景観を構成する要素となって

いるもの。 

２）地域のシンボルとなっているもの。 

３）農村、漁村にあって地域の景観を特徴づける要素となっているもの。 

４）文化財としての価値や歴史的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、地域の誇

りとなっているもの。また、地域の景観形成に主導的な役割を果たすと考えられるも

の。 

５）地域の景観を形づくってきた意匠や工法の建築技術、農林水産業の生産施設等、素材

に地域の特産を使用しているものや、その時代の匠や職人の技が光るもの。 

６）市や県指定の文化財や国登録文化財等であっても、地域の景観づくりにおいて特に重

要な資源であり、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

７）近代から現代に通じる産業遺産や土木遺産として、地域の景観のシンボルとなってい

るもの。 

適用除外：国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 

 

【景観重要樹木の指定の方針】 

樹容が美観上優れ、道路その他公共の場所から容易に見ることのできる樹木のうち、次

のいずれかに該当するものを指定します。 

１）市街地において貴重な緑、シンボル的な緑となっているもの。 

２）農村、漁村にあって地域の景観を特徴づける要素となっているもの。 

３）由宇川や通津川、海岸等の水辺景観を構成する貴重な緑となっているもの。 

４）種類、樹齢、学術的価値や自然保護的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、

地域の誇りとなっているもの。また、地域の景観形成に重要な役割を果たすと考えら

れるもの。 

５）市や県指定の天然記念物であっても、地域の景観づくりにおいて特に重要な資源であ

り、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

適用除外：特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 
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第11章 

３．盆地の景観ゾーン（玖西地域）の指定方針 

景観重要建造物及び景観重要樹木は、景観上地域の重要なシンボルとなり、周辺の景観づくり

の牽引役を担います。 

【景観重要建造物の指定の方針】 

建造物の外観が地域の景観上の特徴を有し、道路その他公共の場所から容易に見ること

のできる建造物のうち、次のいずれかに該当するものを指定します。 

１）旧山陽道の宿場町の面影を残す建造物等で、まちなみ景観を構成する要素となってい

るもの。 

２）旧山陽道の面影を残す一里塚や道標等の建造物で、旧街道の景観を構成する要素とな

っているもの。 

３）農村、山村にあって地域の景観を特徴づける要素となっているもの。 

４）文化財としての価値や歴史的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、地域の誇

りとなっているもの。また、地域の景観形成に主導的な役割を果たすと考えられるも

の。 

５）地域の景観を形づくってきた意匠や工法の建築技術、農林水産業の生産施設等、素材

に地域の特産を使用しているものや、その時代の匠や職人の技が光るもの。 

６）市や県指定の文化財や国登録文化財等であっても、地域の景観づくりにおいて特に重

要な資源であり、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

７）近代から現代に通じる産業遺産や土木遺産として、地域の景観のシンボルとなってい

るもの。 

適用除外：国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 

【景観重要樹木の指定の方針】 

樹容が美観上優れ、道路その他公共の場所から容易に見ることのできる樹木のうち、次

のいずれかに該当するものを指定します。 

１）市街地において貴重な緑、シンボル的な緑となっているもの。 

２）農村、山村にあって地域の景観を特徴づける要素となっているもの。 

３）旧山陽道の宿場の面影を保つもの。 

４）島田川や笹見川等の水辺景観を構成する貴重な緑となっているもの。 

５）種類、樹齢、学術的価値や自然保護的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、

地域の誇りとなっているもの。また、地域の景観形成に重要な役割を果たすと考えら

れるもの。 

６）市や県指定の天然記念物であっても、地域の景観づくりにおいて特に重要な資源であ

り、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

適用除外：特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 
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景観重要建造物及び景観重要樹木の指定方針

４．山と川の景観ゾーン（玖北地域）の指定方針 

景観重要建造物及び景観重要樹木は、景観上地域の重要なシンボルとなり、周辺の景観づくり

の牽引役を担います。 

【景観重要建造物の指定の方針】 

建造物の外観が地域の景観上の特徴を有し、道路その他公共の場所から容易に見ること

のできる建造物のうち、次のいずれかに該当するものを指定します。 

１）宿場町や代官所跡等の面影を残す建造物等で、まちなみ景観を構成する要素となって

いるもの。 

２）山代街道や岩国往来等の旧街道の面影を残す一里塚や道標等の建造物で、旧街道の景

観を構成する要素となっているもの。 

３）農村、山村にあって地域の景観を特徴づける要素となっているもの。 

４）文化財としての価値や歴史的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、地域の誇り

となっているもの。また、地域の景観形成に主導的な役割を果たすと考えられるもの。 

５）地域の景観を形づくってきた意匠や工法の建築技術、農林水産業の生産施設等、素材

に地域の特産を使用しているものや、その時代の匠や職人の技が光るもの。 

６）市や県指定の文化財や国登録文化財等であっても、地域の景観づくりにおいて特に重

要な資源であり、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

７）近代から現代に通じる産業遺産や土木遺産として、地域の景観のシンボルとなってい

るもの。 

適用除外：国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 

【景観重要樹木の指定の方針】 

樹容が美観上優れ、道路その他公共の場所から容易に見ることのできる樹木のうち、次

のいずれかに該当するものを指定します。 

１）山代街道や岩国往来等の旧街道の面影を残す樹木等で、旧街道の景観を構成する要素

となっているもの。 

２）市街地において貴重な緑、シンボル的な緑となっているもの。 

３）農村、山村にあって地域の景観を特徴づける要素となっているもの。 

４）錦川や本郷川、小瀬川等の水辺景観を構成する貴重な緑となっているもの。 

５）種類、樹齢、学術的価値や自然保護的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、

地域の誇りとなっているもの。また、地域の景観形成に重要な役割を果たすと考えら

れるもの。 

６）市や県指定の天然記念物であっても、地域の景観づくりにおいて特に重要な資源であ

り、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

適用除外：特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 
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第11章 

５．島の景観ゾーン（柱島地域）の指定方針 

景観重要建造物及び景観重要樹木は、景観上地域の重要なシンボルとなり、周辺の景観づくり

の牽引役を担います。 

【景観重要建造物の指定の方針】 

建造物の外観が地域の景観上の特徴を有し、道路その他公共の場所から容易に見ること

のできる建造物のうち、次のいずれかに該当するものを指定します。 

１）島固有の景観を構成する要素となっているもの。 

２）漁村にあって地域の景観を特徴づける要素となっているもの。 

３）文化財としての価値や歴史的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、地域の誇

りとなっているもの。また、地域の景観形成に主導的な役割を果たすと考えられるも

の。 

４）地域の景観を形づくってきた意匠や工法の建築技術、農林水産業の生産施設等、素材

に地域の特産を使用しているものや、その時代の匠や職人の技が光るもの。 

５）市や県指定の文化財や国登録文化財等であっても、地域の景観づくりにおいて特に重

要な資源であり、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

６）近代から現代に通じる産業遺産や土木遺産として、地域の景観のシンボルとなってい

るもの。 

適用除外：国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 

 

【景観重要樹木の指定の方針】 

樹容が美観上優れ、道路その他公共の場所から容易に見ることのできる樹木のうち、次

のいずれかに該当するものを指定します。 

１）集落地において貴重な緑、シンボル的な緑となっているもの。 

２）漁村にあって地域の景観を特徴づける要素となっているもの。 

３）種類、樹齢、学術的価値や自然保護的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、

地域の誇りとなっているもの。また、地域の景観形成に重要な役割を果たすと考えら

れるもの。 

４）市や県指定の天然記念物であっても、地域の景観づくりにおいて特に重要な資源であ

り、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

適用除外：特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 

 



 

118 

景観重要建造物及び景観重要樹木の指定方針

６．横山重点地区の指定方針 

景観重要建造物及び景観重要樹木は、景観上地域の重要なシンボルとなり、周辺の景観づくり

の牽引役を担います。 

【景観重要建造物の指定の方針】 

建造物の外観が地域の景観上の特徴を有し、道路その他公共の場所から容易に見ること

のできる建造物のうち、次のいずれかに該当するものを指定します。 

１）岩国城下町の歴史的な景観を形づくっている城郭、武家屋敷の意匠や錦川沿いの町家

の意匠を伝えるもの。 

２）文化財としての価値や歴史的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、地域の誇

りとなっているもの。また、地域の景観形成に主導的な役割を果たすと考えられるも

の。 

３）地域の景観を形づくってきた意匠や工法の建築技術、農林水産業の生産施設等、素材

に地域の特産を使用しているものや、その時代の匠や職人の技が光るもの。 

４）市や県指定の文化財や国登録文化財等であっても、地域の景観づくりにおいて特に重

要な資源であり、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

５）近代から現代に通じる産業遺産や土木遺産として、地域の景観のシンボルとなってい

るもの。 

適用除外：国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 

 

【景観重要樹木の指定の方針】 

樹容が美観上優れ、道路その他公共の場所から容易に見ることのできる樹木のうち、次

のいずれかに該当するものを指定します。 

１）横山地区の貴重な緑、シンボル的な緑となっているもの。 

２）岩国城下町の歴史的なまちなみ景観を構成する貴重な緑となっているもの。 

３）錦川の良好な水辺景観を構成する貴重な緑となっているもの。 

４）種類、樹齢、学術的価値や自然保護的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、

地域の誇りとなっているもの。また、地域の景観形成に重要な役割を果たすと考えら

れるもの。 

５）市や県指定の天然記念物であっても、地域の景観づくりにおいて特に重要な資源であ

り、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

適用除外：特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 
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７．岩国重点地区の指定方針 

景観重要建造物及び景観重要樹木は、景観上地域の重要なシンボルとなり、周辺の景観づくり

の牽引役を担います。 

【景観重要建造物の指定の方針】 

建造物の外観が地域の景観上の特徴を有し、道路その他公共の場所から容易に見ること

のできる建造物のうち、次のいずれかに該当するものを指定します。 

１）岩国城下町の歴史的な景観を形づくっている武家屋敷の意匠や町家の意匠を伝えるも

の。 

２）文化財としての価値や歴史的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、地域の誇

りとなっているもの。また、地域の景観形成に主導的な役割を果たすと考えられるも

の。 

３）地域の景観を形づくってきた意匠や工法の建築技術、素材に地域の特産を使用してい

るものや、その時代の匠や職人の技が光るもの。 

４）市や県指定の文化財や国登録文化財等であっても、地域の景観づくりにおいて特に重

要な資源であり、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

５）近代から現代に通じる近代建築、産業遺産、土木遺産として、地域の景観のシンボル

となっているもの。 

適用除外：国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 

 

【景観重要樹木の指定の方針】 

樹容が美観上優れ、道路その他公共の場所から容易に見ることのできる樹木のうち、次

のいずれかに該当するものを指定します。 

１）岩国地区の貴重な緑、シンボル的な緑となっているもの。 

２）岩国城下町の歴史的なまちなみ景観を構成する貴重な緑となっているもの。 

３）錦川の良好な水辺景観を構成する貴重な緑となっているもの。 

４）種類、樹齢、学術的価値や自然保護的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、

地域の誇りとなっているもの。また、地域の景観形成に重要な役割を果たすと考えら

れるもの。 

５）市や県指定の天然記念物であっても、地域の景観づくりにおいて特に重要な資源であ

り、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

適用除外：特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 
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１．指定に関する基本方針 

道路や河川、公園等の公共施設は、多くの人が利用し目にするものであるとともに、その整備

の仕方により、地域の景観に影響を与える要素のひとつです。 

そこで、景観計画区域内の公共施設のうち、本市の景観の骨格を形成しているものや、重点地

区内における公共施設等、地域の景観を構成する重要な要素となっているものについて、景観法

に基づく「景観重要公共施設」の指定を行うこととします。 

 

２．対象施設 

分類 施設名 管理者 
区間 距離 

（ｍ） 起点 終点 
河川 錦川（下流域） 県 山陽新幹線橋梁 今津川河口 約12,360 

 門前川 〃 錦川分流点 門前川河口 約4,680 

道路 

（橋梁） 

県道藤生停車場錦帯橋

線（臥龍橋） 
県 

岩国五丁目3601-1 川西一丁目1253-4 約1,350 

 県道新岩国停車場線

（錦城橋） 
〃 

岩国五丁目10354-1 多田字山崎18-4 約1,680 

 市道横山１号線 市 横山三丁目460 横山三丁目461-2 約85 

 市道横山２号線 〃 横山三丁目463 横山三丁目658-27 約1,283 

 市道横山３号線 〃 横山三丁目402-1 横山三丁目393-2 約313 

 市道横山４号線 〃 横山三丁目410-8 横山三丁目392-1 約154 

 市道横山５号線 〃 横山三丁目392-14 横山三丁目392-1 約130 

 市道横山６号線 〃 横山三丁目391-9 横山二丁目350 約344 

 市道横山７号線 〃 横山二丁目350-1 横山二丁目325 約516 

 市道横山８号線 〃 横山二丁目350 横山二丁目359 約176 

 市道横山９号線 〃 横山二丁目358-3 横山二丁目337-2 約28 

 市道横山10号線 〃 横山二丁目658-3 川西一丁目1109-1 約1,087 

 市道横山11号線 〃 横山二丁目328-4 横山一丁目140 約954 

 市道横山12号線 〃 横山二丁目299 横山二丁目289-6 約153 

 市道横山13号線 〃 横山二丁目330-1 横山二丁目306 約212 

 市道横山14号線 〃 横山二丁目324-10 横山二丁目215-1 約147 

 市道横山15号線 〃 横山二丁目212 横山二丁目312-4 約172 

 市道横山16号線 〃 横山二丁目岩国ロー

プウェイ公園横 

横山二丁目岩国テレ

ビ塔 

約825 

 市道横山17号線 〃 横山一丁目250 横山二丁目岩国城焼

却場 

約2,137 

 市道横山18号線 〃 横山二丁目281-5 横山一丁目28-1 約503 

 市道横山19号線 〃 横山一丁目274-1 横山一丁目261-1 約147 

 市道横山20号線 〃 横山一丁目271-1 横山一丁目262-4 約200 

 市道横山21号線 〃 横山一丁目140 横山一丁目238-2 約270 

 市道横山22号線 〃 横山一丁目126 横山一丁目127 約37 

 市道横山23号線 〃 横山一丁目116 横山一丁目117 約42 

 市道横山24号線 〃 横山一丁目31 横山一丁目16 約223 

 市道横山25号線 〃 横山三丁目420-10 横山三丁目420-5 約43 

 市道岩国１号線 〃 錦見一丁目1555-1 岩国四丁目1790 約132 

 市道岩国３号線 〃 錦見一丁目1546-8 岩国四丁目3561-4 約101 

 市道岩国４号線 〃 岩国四丁目1792 岩国四丁目3568-9 約23 

 市道岩国５号線 〃 岩国四丁目3566 岩国四丁目3558 約149 
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分類 施設名 管理者 
区間 距離 

（ｍ） 起点 終点 
道路 

（橋梁） 

市道岩国６号線 市 岩国四丁目3563-1 岩国四丁目3543 約156 

市道岩国７号線 〃 岩国四丁目3542 岩国四丁目3538 約66 

 市道岩国11号線 〃 岩国三丁目3400 岩国一丁目237-1 約528 

 市道岩国14号線 〃 岩国三丁目3361-2 岩国一丁目254 約504 

 市道岩国15号線 〃 岩国三丁目3275-3 岩国一丁目491 約365 

 市道岩国16号線 〃 岩国三丁目3434-2 岩国二丁目3448-1 約43 

 市道岩国17号線 〃 岩国三丁目16 岩国二丁目34 約57 

 市道岩国18号線 〃 岩国三丁目3400 岩国二丁目3220 約265 

 市道岩国19号線 〃 岩国二丁目3356 岩国二丁目3350-3 約72 

 市道岩国20号線 〃 岩国三丁目3221-4 岩国二丁目3234 約126 

 市道岩国21号線 〃 岩国二丁目3165-5 岩国二丁目3184-1 約22 

 市道岩国22号線 〃 岩国二丁目3544 岩国一丁目3506-1 約381 

 市道岩国23号線 〃 岩国二丁目3537-6 岩国二丁目3535 約30 

 市道岩国24号線 〃 岩国二丁目3458-1 岩国二丁目3204-1 約411 

 市道岩国25号線 〃 岩国二丁目3526 岩国四丁目3529-1 約79 

 市道岩国26号線 〃 岩国二丁目3524-1 岩国一丁目557-13 約411 

 市道岩国27号線 〃 岩国一丁目3507 岩国一丁目3514-4 約168 

 市道岩国28号線 〃 岩国一丁目3481 岩国一丁目308-3 約164 

 市道岩国29号線 〃 岩国一丁目3501 岩国一丁目3489-2 約61 

 市道岩国30号線 〃 岩国一丁目313 岩国一丁目270-2 約55 

 市道岩国31号線 〃 岩国一丁目531 岩国一丁目269 約25 

 市道岩国32号線 〃 岩国一丁目542-1 岩国一丁目542-28 約32 

 市道岩国33号線 〃 岩国二丁目3235-23 岩国二丁目3242 約70 

 市道岩国34号線 〃 岩国四丁目1783-2 岩国四丁目1783-1 約29 

 市道岩国38号線 〃 岩国一丁目542-15 岩国一丁目542-29 約132 

 市道岩国39号線 〃 岩国一丁目542-22 岩国一丁目542-24 約16 

 市道岩国40号線 〃 岩国二丁目3235-1 岩国二丁目3235-41 約131 

 市道錦見１号線 〃 岩国三丁目3327-2 岩国一丁目270-1 約431 

 市道錦見43号線 〃 岩国三丁目16-1 岩国一丁目3490-2 約511 

 市道錦見61号線 〃 岩国三丁目3434-2 岩国一丁目3491-5 約695 

 市道錦見78号線 〃 岩国二丁目3170-1 岩国二丁目587-2 約241 

 市道錦見100号線 〃 岩国二丁目3117-11 岩国一丁目209 約685 
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景観重要河川 

（錦川下流域） 

景観重要道路の位置 
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景観重要公共施設の整備等に関する事項

３．景観重要河川 

 

（１）錦川（下流）・門前川 

錦川は、幹線流路延長、流域ともに山口県下最大の二級河川で、その広い流域の中、蛇行を繰

り返しながら、瀬戸内海へ注ぎます。その下流域の最後に大きく蛇行した地形を生かし、岩国城

下町が築かれたことから、錦川下流域における岩国市の都市の文化的景観が形成されてきました。 

錦川は岩国の市街地における重要な要素であり、都市景観の骨格をなすものです。そこで、「錦

川水系河川整備計画」との連携・整合を図りながら、錦川下流域において、以下の整備方針に基

づき、文化的景観の継承及び良好な景観の形成を図ります。また、錦川下流域の文化的景観にお

ける都市の象徴的な景観地である岩国城下町周辺については、特に重要な区間として、名勝及び

文化的景観の価値の保全を図るため、県における錦川水系の河川整備と連携した取組を図ります。 

 

【整備方針】 

〇名勝及び文化的景観の価値の保全に向けた調査及び整備を図る。 

〇自然環境との調和に配慮し、美しい河川景観の形成を図る。 

〇歴史的な石垣や井堰、雁木等の構造物や竹林や河原等、治水利水計画上支障のない範囲

で保全・活用を図る。 

〇河川の生息環境に配慮し、アユやシロウオ等の地域らしさを継承する漁労環境の保全に

努める。 

〇専門家による技術的支援を求めながら、河川環境及び河川景観の保全形成を図る。 

 

【占用許可基準（河川法第24条、同第26条第1項）】 

占用許可を行う場合には、以下の事項に基づき、あらかじめ市長による確認を受けるも

のとする。 

１）工作物の形態意匠 

□川がつくりだす自然環境や周囲の歴史的・文化的景観との調和に配慮し、目立たない

よう、落ち着きのある形態意匠とすること。 

２）工作物の素材・色彩 

□周囲の自然環境と調和するよう、周囲から目立たない落ち着きのある色彩とすること。 

□特に重要な区間では、錦帯橋や錦川の河原や水上（遊覧船等）から眺められる風景と  

の調和を図ること。 
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４．景観重要道路 

 

（１）城下町の回遊を支える道路及び重点地区内の街区を構成する道路 

重点地区である横山・岩国両地区は、岩国市の都市の始まりである岩国城下町の都市構造を継

承した文化的景観を象徴する景観地です。城下町の町割を継承した街区を構成する道路は、岩国

城下町の歴史・文化を継承する重要な要素であり、通り景観と調和した景観形成を図ります。 

また、江戸時代からつづく錦帯橋への物見が育む往来を支える、両岸にわたる岩国城下町を回

遊する道路や橋の景観形成により、快適に回遊できる通り景観の形成を図ります。 

 

【整備方針】 

〇地域の歴史文化をふまえ、通りとしての連続性とまとまりを感じさせる景観形成を図る。 

〇石垣やふち石等の歴史的資源の保全に努め、通りごとの景観と調和した景観形成を図る。 

〇錦川にかかる橋梁は、河川景観との調和及び錦帯橋や錦川からの眺めに配慮し、城下町

らしさを育む景観形成を図る。 

〇専門家による技術的支援を求めながら、良好な道路景観の形成を図る。 

 

【占用許可基準（道路法第32条第1項、第3項）】 

占用許可を行う場合には、以下の事項に基づき、あらかじめ市長による確認を受けるも 

のとする。 

１）工作物等の配置 

□通りごとの景観や良好な眺望景観を阻害しないことを基本に、整然とした配置となる 

よう配慮すること。 

２）工作物等の形態意匠 

□地域の歴史文化をふまえ、通りごとの景観特性と調和した形態意匠とすること。 

□特に河川沿い等では、錦帯橋や錦川から眺められる風景と調和するよう整然とした形 

態意匠とすること。 

３）工作物等の素材・色彩 

□地域の歴史文化をふまえ、茶系色（10YR2/1）を基本とし、周囲から目立たず地域らし

さを育む素材や色彩とすること。 
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第 13 章 
その他景観形成に 

関する考え方 
 

１．屋外広告物の表示及び掲出に関する考え方 
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第13章 

１．屋外広告物の表示及び掲出に関する考え方 

屋外広告物は、身近な情報を伝える手段として見る人に楽しさを与えたり、回遊する際のル

ート等を示すサインの役割を担うなど、まちのにぎわいを演出する上での景観を構成する要素

である一方で、無秩序な表示や掲出が行われた場合には、良好な景観を阻害する要因となりま

す。そのため、景観まちづくりを進める上では、屋外広告物の表示及び掲出位置、規模、形態

意匠や色彩等について、周囲の景観と調和した誘導を図ることが必要です。 

本市では、令和２年10月より山口県屋外広告物条例の事務移譲を受け、屋外広告物行政の事

務運用を行っているところではありますが、良好な景観形成に向け、「岩国市屋外広告物条例」

を定めることにより、景観計画区域との連携をめざします。 

そのため、景観計画区域を対象に、屋外広告物条例に基づく禁止地域又は許可地域を設定し、

屋外広告物全般に対する掲出等のあり方について基準を設け、地域の景観と調和した屋外広告

物による景観形成を図ります。 

また、重点地区においては、地域の特徴を活かしたきめ細やかな景観形成を図るため、各地

区がめざす景観形成の方向性をもとに、地区の実情に応じた屋外広告物の掲出等に関するルー

ルを設けることとし、景観計画と屋外広告物条例が連携した、一体的な景観まちづくりの実現

をめざします。 
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第 14 章 
景観まちづくりの推進 

 

１．景観まちづくりの主体と役割 

２．景観まちづくりの推進 

３．景観まちづくりの推進スケジュール 

４．景観計画の実施体制 

５．景観施策の展開 
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第14章 

１．景観まちづくりの主体と役割 

 

景観まちづくりを進めていくためには、そこに生活する「市民」や「事業者」、そして景観行政

団体である「岩国市」が、美しい景観は地域の共通財産であるという認識を共有し、適切な役割

分担のもとに連携しながら「協働の景観まちづくり」を進めていくことが重要です。 

また、本市には、「景観ウォッチャー」をはじめとして、積極的に景観まちづくりに関連した活

動を行っている市民団体やNPO等が数多くあります。景観まちづくりを進めていく上では、まず

は「市民」「事業者」「岩国市」が景観への関心を高め、景観まちづくりの活動を行っている団体

が「市民」と一緒に先導的な活動を広げていくことを支援するとともに、こうした団体が「事業

者」や「岩国市」と連携した取組を進めていくことにより、各主体間をつなぎ景観まちづくりの

ネットワーク化を図っていくことが大切です。 

このようなことから、本市では、景観に関連した活動を行っている組織や団体を、「景観まちづ

くり関連団体」として景観まちづくりの主体に位置づけ、以下に示すような連携のもと、各主体

が協働して、景観計画の基本理念である『自然と歴史を未来へつなごう 美しい景観のまち岩国』

の実現に向けた取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力 

 

連携 

支援 

 

参加 

協力  連携 

市 民 

●地域景観への関心・理解 

●景観まちづくりへの参加 

●地域景観への配慮 

事 業 者 

●地域景観への理解 

●景観まちづくりへの協力 

●景観に配慮した事業の実施 

岩 国 市 

●ルールづくり・体制づくり 

●取組への支援 

●情報発信、普及啓発 

景観まちづくり関連団体 

●先導的な行動や活動 

●各主体への働きかけ 
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景観まちづくりの推進

 

■市民の役割と取組 

市民は、生活の営みの中で育まれてきた本市の美しい景観に囲まれ、快適な生活環境を享受

する存在であるとともに、生活と密接に関わっている身近な景観を創り出す主体でもあります。 

『自然と歴史を未来へつなごう 美しい景観のまち岩国』を実現するためには、市民一人ひ

とりが身近な景観への関心を持ち、個人の建物等も景観を構成する要素であることを認識する

ことが大切です。また、景観ウォッチャー制度への登録や、他の主体が行う景観まちづくりに

関連した活動への積極的な参加等、景観まちづくりの主役となって行動をしていくことが望ま

れます。 

 

市民の取組 

●岩国市景観計画、岩国市景観条例等の遵守 

●景観まちづくりへの積極的な参加と自発的な行動 

●景観まちづくりに関するモラル・マナーの向上 

●日常の周辺景観への関心と地域の景観への理解・配慮 

●公共事業や景観施策に対する関心・参加 

●他の主体が実施する景観まちづくりの活動や施策への参加・協力 等 

 

【取組の具体例】 

・建築物の建築や屋外広告物の設置等における周辺景観への配慮 

・自宅の生け垣や花壇、周辺の公園管理や街路清掃等の身近な景観まちづくり 

・歴史的な建造物や樹木等の適切な保存と活用 

・地域のワークショップやタウンウォッチング、景観講座等への参加 

・景観ウォッチャー制度への登録 

・景観シンポジウムや景観セミナー等への参加による景観意識や知識の向上 

・地域の自主組織による景観まちづくり活動や景観形成のルールづくり 等 

 

 

 

 

 

 

景観講座（実習） ワークショップの様子 景観セミナーの様子 
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第14章 

 

■事業者の役割と取組 

事業者は、その事業活動の実施において地域の景観まちづくりに大きな役割を担う立場にあ

ります。また、地域の景観を活用した事業活動は、にぎわいの創出にもつながるため、地域の

活性化にも大きな役割を担っています。 

『自然と歴史を未来へつなごう 美しい景観のまち岩国』を実現するためには、事業者が地

域の景観に関心を持ち、法令や規制の遵守等、地域の景観に配慮した責任ある事業の実施を行

うとともに、他の主体が行う景観まちづくりの取組に積極的に参加していく等、地域と連携し

た景観まちづくりへの協力が望まれます。 

 

事業者の取組 

●事業活動における岩国市景観計画、岩国市景観条例等の遵守 

●地域の景観への理解と配慮 

●事業活動での景観まちづくりに関する配慮 

●他の主体が実施する景観まちづくりの活動や施策への参加・協力 

●景観資源を活かした事業活動の実施 等 

 

【取組の具体例】 

・建築物の建築や屋外広告物の設置等における周辺景観への配慮 

・緑化や花壇の設置、周辺の清掃活動等の身近な景観まちづくり 

・歴史的な建造物や樹木等の適切な保存と活用 

・公共空間周辺における自然景観や眺望に配慮した建造物等の設置 

・周辺景観との調和に配慮した事業施設や広告物の設置 

・地域でのワークショップやタウンウォッチングへの参加 

・地域の景観を活かした観光プログラムの開発 等 

 

 

 

 

 

 

 
歴史的な建造物を活用した店舗 清掃美化活動 
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景観まちづくりの推進

 

■景観まちづくり関連団体の役割と取組 

景観まちづくり関連団体は、これまでに実施している景観に関連した様々な取組や活動をさ

らに展開していくことで、市民主体の景観まちづくりの先駆的な役割を果たすとともに、関係

主体への働きかけや各主体間の情報共有のための橋渡しを担う役割が期待されます。 

『自然と歴史を未来へつなごう 美しい景観のまち岩国』を実現するためには、景観まちづ

くりに関連した活動を行っている団体が各主体への積極的な働きかけを行っていくとともに、

関係する主体が先導的な活動に参加・協力していくことで、その取組が市民に広がっていくこ

とが望まれます。 

 

景観まちづくり関連団体の取組 

●景観ウォッチャー制度への積極的な参加・登録 

●現在実施している活動のさらなる展開 

●公共事業や景観施策に対する提案・提言等による協力 

●他の主体が参加しやすい景観に関するイベントや学習会等の企画 

●他の活動団体等との相互連携 

●行政との協働による市民、事業者への情報発信 等 

 

【取組の具体例】 

・景観ウォッチャー制度への参加呼びかけ 

・竹林整備や歴史的な街道の整備等、地域の自然環境や歴史文化を守る活動の実施 

・地域の歴史文化や自然環境を学ぶイベント等の開催 

・景観計画の策定への提言・参加 

・景観賞や写真展等、地域の景観に関する情報発信 

・地域のタウンウォッチングやセミナーにおける講師やガイドの実施 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

「岩国地旅の会」による岩国の魅

力を生かした体験・交流の催し 
「美竹林ボランティア錦川」 

による中学生参加の竹林整備 

「岩国往来まちづくり協議会」 

によるウォーキングイベント 
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第14章 

 

 

景観ウォッチャー制度について 

 

市では、市民と協働で景観づくりに取り組むため、「景観ウォッチャー」制度を設けています。

平成19年6月の発足以来、市内の様々な景観資源の収集や「景観ワークショップ」への参加を

通して景観づくりの取組を進めてきました。 

今後も、景観ウォッチャーの登録制度を、より幅広い市民や団体を対象としたものに広げて

いくとともに、将来的には、自主的な活動や運営を行っていくよう制度のさらなる推進を図っ

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩国市主 

体の活動 

や運営 

景観ウォ 

ッチャー 

主体の活 

動や運営 

運営支援 自主運営 

○個人や団体も含めた登録の推進 

○景観ウォッチャー対象のセミナーや

勉強会等の開催 

○ワークショップやタウンウォッチン

グの開催等による景観ウォッチャー

の活動支援 

○景観に関するイベントやプログラム

等の自主企画 

○屋外広告物の除去等、景観ウォッチャ

ーによる景観づくり活動の実施 

○景観ウォッチャーによる市民向け講

座やセミナーの開催 
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景観まちづくりの推進

 

■岩国市の役割と取組 

岩国市は、市民や他の主体とともに景観まちづくりを進めていく基盤づくりとして、岩国市

景観計画の周知と実行、景観まちづくりの普及啓発活動、協働や連携の体制づくりを主体的に

推進していく立場にあります。 

『自然と歴史を未来へつなごう 美しい景観のまち岩国』を実現するためには、住民等と協

働しながら地域の景観特性に応じたルールづくりを行うとともに、公共が率先して景観まちづ

くりを行っていくための施策展開を図る必要があります。 

また、今後の景観まちづくりに向けた人材育成や市民が活動に参加できる場の拡大を図るた

め、市民参加型のプロジェクトを展開するとともに、他の主体の取組に対し、国や県も含めた

支援を行っていくための窓口や、市内外への情報発信の拠点としての役割を担っていきます。 

 

岩国市の取組 

●岩国市景観計画の運用と実行 

●公共事業による景観まちづくりの実施 

●景観資源の収集と本市の優れた景観資源の情報発信 

●人材育成の支援 

●普及啓発と景観学習の支援 

●協働・連携による景観まちづくりの体制づくり 

●景観まちづくり活動への支援と顕彰 

●景観まちづくりに関する情報の発信 等 

 

【取組の具体例】 

・届出対象行為、景観形成基準の周知と受付審査 

・景観施策の実施（景観重要建造物等の指定、重点地区指定の拡大等） 

・景観形成に配慮した公共事業（道路、公園、河川、港湾）の実施 

・郷土の歴史や伝統・文化の活動支援、後継者の育成 

・景観ウォッチャー制度の支援や景観セミナーの開催 

・景観審議会の開催や景観アドバイザーの派遣 

・景観賞の実施 

・市ホームページ等での本市の優れた景観資源の情報発信 等 
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第14章 

２．景観まちづくりの推進 

 

本市の多様な景観資源の保全、活用、そして新たな創造に向けて、景観まちづくりを推進する

方針と取組方策を示します。 

 

 

 

 

 

 

基本方針 取組方策 施策 

まちづくりにつなげる 

岩国市景観計画の周知と推進 

・届出対象行為と景観形成基準の周知 

・景観形成ガイドラインの策定、屋外広告物条例の制定 

・重点地区の指定拡大 

・景観重要建造物及び景観重要樹木の指定 

・公共事業景観ガイドラインの策定 

・景観に配慮した公共事業の実施 

・景観重要公共施設の指定 

提案制度の活用 
・「岩国市都市計画提案制度」の活用等による住民の主体的

な景観まちづくり活動の推進 

交流と連携の輪づくりによる 

地域活性化 
・都市部と中山間部・島嶼部の交流連携事業の推進 

景観資源の収集及び本市の優れ

た景観資源の情報発信 

・景観資源のデータベース化 

・景観資源の情報発信 

「人」や「心」を育てる 

人材育成への支援 

・景観ウォッチャー制度の推進 

・農林水産業の担い手の育成 

・郷土の歴史や伝統・文化の活動支援、後継者の育成 

景観に関する普及啓発 

（市民参加型プログラム） 

・景観セミナーや景観シンポジウムの開催 

・景観タウンウォッチングや景観ワークショップの開催 

景観に関する教育 
・小学校、中学校等への景観学習の支援 

・景観講座の開催 

一人ひとりが主役となる 

協働・連携の体制づくり 

・他自治体の取組や各種支援制度のデータベース化 

・専門家や景観アドバイザーの派遣 

・景観審議会の開催 

・国、県、他の景観行政団体との連携強化 

市民やまちづくり団体、事業者

の活動への支援と顕彰 

・景観まちづくりに対する広範な支援制度の充実 

・市民や景観まちづくり団体、事業者の顕彰、景観上優れた

建造物の顕彰（景観賞） 

市民による景観まちづくり活動

情報の発信 

・景観写真コンテスト 

・景観まちづくりで顕彰された内容の公開 

・市ＨＰ、広報紙での紹介 

（景観推進の基本目標） 

方針４ まちづくりにつなげる 
方針５ 「人」や「心」を育てる 
方針６ 一人ひとりが主役となる 

 多様な主体がともに育む、 

     市民協働の景観まちづくり 

《景観推進の基本方針》 
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景観まちづくりの推進

美しい景観は、地域住民の誇りとなるとともに、多くの来訪者を誘う貴重な資源となります。 

そのため、「多様な主体がともに育む、市民協働の景観まちづくり」に向け、多様な主体の

参画を促し、景観づくりはまちづくりであるとの認識のもと、交流と連携の輪を広げ地域の活

性化につながる取組を進めます。 

方針４ まちづくりにつなげる 

 

 

 

 

 

■取組方策 

○岩国市景観計画の周知と推進 

・届出対象行為と景観形成基準の周知を図り、本市の景観まちづくりを推進します。 

・景観まちづくりを誘導していくために、景観形成基準に基づく景観形成ガイドラインの策定及

び岩国市屋外広告物条例の制定を進めます。 

・良好な景観を有する地区や創造していくべき地区は、住民による景観まちづくり活動の機運等

を考慮し、重点地区への指定や景観協定、地区計画等による地域の実情にあった景観まちづく

りを進めます。 

・地域の景観上のシンボルとなっている建造物や樹木は、景観重要建造物、景観重要樹木の指定

により保全を図るとともに、周囲の景観まちづくりを進めます。 

・公共事業の景観形成に向け、公共事業景観ガイドラインの策定を進めます。 

・道路、公園、河川、港湾等、景観に配慮した公共事業の実施を進めます。 

・景観上重要な公共施設は、各施設の管理者と協議の上景観重要公共施設に指定し、各施設の整

備や占用等に関する景観形成の方針を定め、景観形成を図ります。 

 

○提案制度の活用 

・都市計画の決定や変更を住民等が提案することのできる「岩国市都市計画提案制度」の活用等

により、住民の主体的な景観まちづくり活動を推進するとともに、居住環境の向上に向けた景

観協定やまちなみ形成のためのルールづくりを支援します。 

 

○交流と連携の輪づくりによる地域活性化 

・農林水産業や地域の伝統文化の体験を通じた都市部と中山間部・島嶼部の交流連携事業を、市

民、事業者、景観まちづくり団体等との協働により進めます。 

 

○景観資源の収集及び本市の優れた景観資源の情報発信 

・景観百選の選定や景観賞、景観ウォッチャーの活動等を通じて景観資源を継続的に収集し、デ

ータベース化を行うとともに、本市の優れた景観資源を広く紹介していきます。 
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岩国市で形成されている現在の景観は、長い歴史の中で、多様な主体が様々な形で関わりを

持って育まれてきた景観といえます。今後も、岩国市の景観を形づくるのは市民一人ひとりで

あることを認識することが大切です。 

そのため、「多様な主体がともに育む、市民協働の景観まちづくり」に向け、市民一人ひと

りが地域の景観に誇りを持ち、景観を守り育てる「心」を育むとともに、景観まちづくりに対

する意識を高めていく中で、中心となって活躍できる「人」づくりにつなげていきます。 

方針５ 「人」や「心」を育てる 

 

 

 

 

 

 

 

 

■取組方策 

○人材育成への支援 

・景観ウォッチャー制度の推進を図り、景観まちづくりを中心となって活躍できる人材育成を進

めます。 

・生業の場である農業、林業、水産業の後継者の育成を図ります。 

・市民、事業者、景観まちづくり関連団体等との協働により、郷土の歴史や伝統・文化の活動を

支援するとともに、後継者の育成を図ります。 

 

○景観に関する普及啓発（市民参加型プログラム） 

・景観セミナーや景観シンポジウムを開催し、市民や事業者、景観まちづくり関連団体等への景

観に関する普及啓発を図ります。 

・地域別に景観タウンウォッチング、景観ワークショップを開催する等、景観の見方や景観資源

の掘り起こし、景観上の問題点を把握する人材の育成を進めます。 

 

○景観に関する教育 

・小学校、中学校等への景観学習の支援、景観講座の開催等を進めます。 
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景観まちづくりの推進

岩国市民や岩国市を訪れる人々は、美しい景観に囲まれ、心地よい快適な環境を享受する存

在であるとともに、生活や活動の中で接する身近な景観を創りだす主役ともいえます。 

そのため、「多様な主体がともに育む、市民協働の景観まちづくり」に向け、景観まちづく

りに取り組む協働・連携の体制づくりや活動の場の創出等を図り、一人ひとりが主役となる景

観まちづくりを進めます。 

方針６ 一人ひとりが主役となる 

 

 

 

 

 

 

 

■取組方策 

○協働・連携の体制づくり 

・市民の自主的な景観まちづくりの取組を活発化させるため、他の自治体の取組の事例や各種支

援制度の紹介、専門家や景観アドバイザーの派遣等、多様な支援制度による体制づくりを進め

ます。 

・学識経験を有する者及び関係機関等から構成される岩国市景観審議会を設置し、岩国市景観計

画や岩国市景観条例の適切な運用を図ります。 

・国や山口県との連携強化を図るとともに、景観まちづくりに関する国や県の補助制度の活用等

により、効果的な施策の推進を図ります。 

 

○市民やまちづくり団体、事業者の活動への支援と顕彰 

・景観まちづくりに対する広範な支援制度の創設を進めます。 

・景観まちづくり活動を積極的に行っている個人や団体を顕彰するとともに、景観上優れた建造

物等について顕彰する取組を進めます。 

 

○市民による景観まちづくり活動情報の発信 

・市民による景観まちづくり活動情報の発信の場として、景観賞や景観まちづくり団体の活動状

況等をイベント時に展示するとともに、市ホームページ等により本市の景観まちづくり活動情

報を発信していきます。 
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３．景観まちづくりの推進スケジュール 

 

景観まちづくりの推進に向け、概ね5年以内に取り組む「短期」施策、概ね10年以内に取り組

む「中期」施策、その後継続的に取り組む「長期」施策に分けて示します。 
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景観まちづくりの推進

４．景観計画の実施体制 

 

景観計画を効果的に運用し、良好な景観形成を推進していくために、次のような推進体制を構

築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○岩国市景観審議会 

市の景観行政の諮問機関として、学識経験を有する者及び関係機関等による岩国市景観審議

会を設置します。 

岩国市景観審議会は、景観計画の変更、修正、重点地区の指定等、景観形成に関する重要な

事項の調査、審議を行います。なお、景観形成上重要な案件、判断を要する場合は、岩国市景

観審議会の意見を聴く、又は審議会での協議を通じて審議するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

岩国市景観審議会による調査・審議事項 

・重点地区の指定、景観計画の変更等に関する判断 

・景観計画に基づく行為の届出や重点地区における適合判断に関する重要な事項 

・景観重要建造物、景観重要樹木に関する指定、変更 

・その他、新たな施策の構築・展開等に関する提言 等 
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５．景観施策の展開 

 

景観計画の基本理念である『自然と歴史を未来へつなごう 美しい景観のまち岩国』の実現に

向け、市民や事業者、景観まちづくり団体等との協働により、地域の実情に応じた各種景観施策

を展開していきます。 

なお、景観施策の展開においては、それぞれの事業ごとに PDCA サイクルによる Plan（景観施

策の実行）、Do（景観施策の展開）、Check（景観施策の確認）、Action（景観施策の見直し）を行

い、継続的・発展的な景観まちづくりを進めていきます。 

景観施策の展開に伴う新たな課題や、本市の景観を取り巻く社会的・経済的環境の変化等に対

応する景観形成基準や景観施策等の見直しが必要な場合、また、より積極的に景観誘導を図る必

要がある地区の重点地区への検討が必要な場合等は、景観審議会での審議等を踏まえ、適宜景観

計画の見直しを行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゾーンごとの景観まちづくりの展開

重点地区の景観まちづくり 一般地区の景観まちづくり

基本理念 基本目標 基本方針基本理念 基本目標 基本方針

景観計画景観計画

・届出対象行為の件数、傾向、問題点

・景観形成基準の問題点

・景観施策の実施状況 等

《Ｃ》景観施策の確認《Ｃ》景観施策の確認

・市民、事業者、景観づくり関連団体との協働

・景観づくりによる地域活性化

・景観に関する教育や人材育成への支援

・景観資源の収集と情報発信、顕彰 等

《Ｄ》景観施策の展開《Ｄ》景観施策の展開

・景観計画、景観条例の周知

・建築物等の届出・勧告制度の導入

・景観重要建造物、景観重要樹木の指定

・重点地区の指定 等

《Ｐ》景観施策の実行《Ｐ》景観施策の実行

・届出対象行為の見直し

・景観形成基準の見直し

・新たな重点地区の指定

・景観施策の見直し 等

《Ａ》景観施策の見直し《Ａ》景観施策の見直し

景観施策景観施策

ゾーンごとの景観まちづくりの展開

重点地区の景観まちづくり 一般地区の景観まちづくり

基本理念 基本目標 基本方針基本理念 基本目標 基本方針

景観計画景観計画

・届出対象行為の件数、傾向、問題点

・景観形成基準の問題点

・景観施策の実施状況 等

《Ｃ》景観施策の確認《Ｃ》景観施策の確認

・届出対象行為の件数、傾向、問題点

・景観形成基準の問題点

・景観施策の実施状況 等

《Ｃ》景観施策の確認《Ｃ》景観施策の確認

・市民、事業者、景観づくり関連団体との協働

・景観づくりによる地域活性化

・景観に関する教育や人材育成への支援

・景観資源の収集と情報発信、顕彰 等

《Ｄ》景観施策の展開《Ｄ》景観施策の展開

・景観計画、景観条例の周知

・建築物等の届出・勧告制度の導入

・景観重要建造物、景観重要樹木の指定

・重点地区の指定 等

《Ｐ》景観施策の実行《Ｐ》景観施策の実行

・届出対象行為の見直し

・景観形成基準の見直し

・新たな重点地区の指定

・景観施策の見直し 等

《Ａ》景観施策の見直し《Ａ》景観施策の見直し

景観施策景観施策



142 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 
 

１．岩国市景観計画の策定経緯 

２．岩国市景観計画第 1 回変更の経緯 

３．岩国市景観計画第２回変更の経緯 

４．用語解説 
 
 



 

143 

資料編 

１．岩国市景観計画の策定経緯 

岩国市景観計画（平成 24 年 11 月 1 日告示）は、アンケート調査による意向、横山重点

地区の方々との意見交換を反映させた景観計画素案をもとに岩国市景観計画策定委員会の

意見を踏まえ策定されました。 

以下に、策定までの経緯と策定委員会設置要綱を示します。 

年月日 内 容 

平成 22 年 9 月 10 日 

～平成 22 年 9 月 27 日 

市民アンケート調査の実施 

調査対象：市内在住の成人（2,900 名 地域別・年齢階層別に

無作為抽出） 

平成 22 年 10 月 7 日 

～平成22年 10月20日 

事業所アンケート調査の実施 

調査対象：市内事業所（250 社 地域別・事業所規模別に無作

為抽出） 

平成 22 年 11 月 24 日 

第１回 岩国市景観計画策定委員会 

・策定委員の委嘱 

・景観に対する取り組みについて 

・景観計画の構成について 

平成 23 年 1 月 27 日 

第２回 岩国市景観計画策定委員会 

・アンケートの調査結果について 

・景観計画（素案）序章・第１章・第２章について 

平成 23 年 3 月 30 日 
第３回 岩国市景観計画策定委員会 

・景観計画（素案）第３章について 

平成 23 年 6 月 3 日 
第４回 岩国市景観計画策定委員会 

・景観計画（素案）第３章・第４章について 

平成 23 年 8 月 2 日 
第５回 岩国市景観計画策定委員会 

・景観計画（素案）第４章・第５章について 

平成 23 年 10 月 3 日 
第６回 岩国市景観計画策定委員会 

・景観計画（素案）第６章～第９章について 

平成 24 年 2 月 22 日 

第７回 岩国市景観計画策定委員会 

・重点地区の景観まちづくりについて 

・景観計画（素案）全体について 

平成 24 年 3 月 17 日 

平成 24 年 3 月 19 日 

横山地区景観まちづくり意見交換会 

対象：横山地区の住民（参加者 43 名） 

平成 24 年 5 月 7 日 

～平成 24 年 6 月 8 日 

パブリックコメント 

・景観計画（案）に対する意見聴取 

平成 24 年 7 月 19 日 
岩国市都市計画審議会 

・景観計画（案）に対する意見聴取 

平成 24 年 10 月 17 日 
第８回 岩国市景観計画策定委員会 

・景観計画（案）に対する意見と対応 

平成 24 年 11 月 1 日 告示 
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岩国市景観計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 本市における良好な景観の形成を促進するとともに、地域資源の保全、整備及び創

出を図ることを目的として、本市の良好な景観の形成に関する基本的方針、行為の制限に

関する事項等を定める岩国市景観計画を策定するため、岩国市景観計画策定委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次の事項を所掌する。 

⑴ 岩国市景観計画の策定に関すること。 

⑵ 本市の景観形成に関すること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 14 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者（第２号及び第３号の者にあっては、当該団体若しくは関係機関

の長又は当該団体若しくは関係機関に所属する者の中から当該団体若しくは関係機関の長

が推薦するもの）のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

⑴ 知識経験者 

⑵ 関係団体 

⑶ 関係行政機関 

⑷ 一般市民 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 

３ 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

４ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務

を代理する。 

（会議） 

第４条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ会長に申し出

た上で、当該委員の所属する団体又は機関の者を代理者として、会議に出席させることが

できる。この場合において、当該代理者は、議事に参与し、議決に加わることができる。 

４ 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明

を聴くことができる。 

５ 会議は、公開とする。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、会議の決議によ
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り非公開とすることができる。 

（解散） 

第５条 委員会は、その目的を達成したときに解散する。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、都市計画課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に

諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成 22 年 9 月 1 日から施行する。 

 

岩国市景観計画策定委員会委員名簿 

 

 区分 所 属 氏 名 備考 

1 知識経験者 

新潟大学名誉教授 

平成 24 年 3 月まで 

広島工業大学 

樋口 忠彦 会長 

2 知識経験者 徳山工業高等専門学校 目山 直樹  

3 知識経験者 山口県景観アドバイザー 村越 千幸子  

4 関係団体 岩国商工会議所 長野 寿  

5 関係団体 岩国市観光協会 安藤 佐和子  

6 関係団体 山口県建築士会岩国支部 坂井 建正 副会長 

7 関係行政機関 国土交通省山口河川国道事務所 
山口 登美男 

池田 憲二 

平成 22 年度 

～平成 23 年度 

8 関係行政機関 山口県都市計画課 師井 努  

9 関係行政機関 岩国土木建築事務所 
草田 直之 

林 茂幸 

平成 23 年度 

～平成 24 年度 

10 関係行政機関 岩国農林事務所 
山崎 彰 

江藤 純嗣  

平成 23 年度 

～平成 24 年度 

11 一般 公募委員 小林 利生  

12 一般 公募委員 杉山 京子  

13 一般 公募委員 山本 暁美  
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２．岩国市景観計画第 1回変更の経緯 

岩国市景観計画第 1 回変更（平成 27 年４月１日告示）は、「岩国地区」を重点地区とす

ることを主目的に変更されました。重点地区に向けた取組は、地域にお住まいの方々、岩

国地区のまちづくり勉強会や意見交換会に参加された方々、岩国地区各自治会、横山・川

西・錦見地区自治会連合会、岩国町並み保存会等地元関連団体、岩国・横山地区街なみ環

境整備事業計画策定委員会の意見を反映させた景観計画変更案をもとに、岩国市景観まち

づくり審議会の意見を踏まえ変更されました。 

以下に、変更までの経緯と審議会設置要綱を示します。 

年月日 内 容 

平成 24 年 10 月 24 日 
岩国地区のまちづくり意見交換会 

対象：岩国地区の自治会長（参加者 22 名） 

平成 24 年 12 月初旬 

錦帯橋を中心とした錦川両岸地域のまちづくりに関する聞き取り

調査（ヒアリング調査） 

対象：岩国地区の各自治会長、横山・川西・錦見地区自治会連

合会長、岩国町並み保存会等（対象団体 38 団体） 

平成 24 年 12 月 25 日 第 1 回 岩国・横山地区街なみ環境整備事業計画策定委員会 

平成 25 年２月初旬 
錦帯橋を中心とした錦川両岸地域のまちづくり意見交換会 

対象：岩国・横山・川西・錦見地区自治会連合会（参加者 43 名） 

平成 25 年３月 15 日 
第１回岩国地区のまちづくり勉強会 

対象：岩国地区の住民（参加者 33 名） 

平成 25 年３月 26 日 第２回 岩国・横山地区街なみ環境整備事業計画策定委員会 

平成 25 年５月 20 日 
第２回岩国地区のまちづくり勉強会 

対象：岩国地区の住民（参加者 20 名） 

平成 25 年７月初旬 
錦帯橋を中心とした錦川両岸地域のまちづくり意見交換会 

対象：岩国・横山・川西・錦見地区自治会連合会（参加者 34 名） 

平成 25 年８月下旬 
岩国地区のまちづくり意見交換会（全４回） 

対象：岩国地区の住民（参加者 30 名） 

平成 25 年９月下旬 
街なみ環境整備事業計画の説明会（全４回） 

対象：岩国地区の住民（参加者 31 名） 

平成 25 年 10 月 29 日 第３回 岩国・横山地区街なみ環境整備事業計画策定委員会 

平成 25年 11月～12月 
住民アンケート調査の実施 

調査対象：岩国・横山地区の住民（配布 1,275 世帯） 

平成 25 年 12 月 13 日 
横山地区のまちづくり意見交換会 

対象：横山地区の自治会連合会（参加者 11 名） 

平成 26 年１月 16 日 
岩国地区のまちづくり意見交換会 

対象：岩国地区の自治会長（参加者 18 名） 
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資料編 

 

年月日 内 容 

平成 26 年１月 31 日 第４回 岩国・横山地区街なみ環境整備事業計画策定委員会 

平成 26 年３月 19 日 
街なみ環境整備事業計画の説明会 

対象：岩国地区の自治会長（参加者 16 名） 

平成 26 年３月 25 日 

 

街なみ環境整備事業計画の説明会 

対象：川西地区の自治会連合会（参加者６名） 

平成 26 年３月 27 日 第５回 岩国・横山地区街なみ環境整備事業計画策定委員会 

平成 26 年４月 12 日 

 

街なみ環境整備事業計画の説明会 

対象：横山地区の自治会連合会（参加者 12 名） 

平成 26 年５月９日 

 

街なみ環境整備事業計画の説明会 

対象：錦見地区の自治会連合会（参加者 25 名） 

平成 26 年６月９日 

 

街なみ環境整備事業計画の説明会 

対象：岩国地区の住民（参加者 36 名） 

平成 26 年 10 月 10 日 

 

街なみ環境整備事業計画の説明会 

対称：岩国地区の住民（参加者 25 名） 

平成 26 年 11 月 11 日 
第２回 岩国市景観まちづくり審議会 

・岩国市景観計画への重点地区追加指定について（岩国地区） 

平成 27 年１月 29 日 

 

岩国市景観計画の変更（案）の説明会 

対象：岩国地区の住民（参加者 18 名） 

平成 27 年２月４日 

 

岩国市都市計画審議会 

・岩国市景観計画の変更（案）に対する意見聴取 

平成 27 年３月 26 日 

 

第３回 岩国市景観まちづくり審議会 

・岩国市景観計画の変更（案）に対する意見と対応 

平成 27 年４月１日 告示（景観計画の変更） 

 



 

148 

岩国市景観まちづくり審議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 岩国市景観条例（平成 24 年条例第 38 号。以下「条例」という。）第７条の規定に基

づき、良好な景観の形成に関する重要な事項について、学識経験を有する者、関係機関等

の意見を聴取するため、岩国市景観まちづくり審議会（以下「審議会」という。）を設置す

る。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、次に掲げる事項について、意見を交換し、取りまとめた意見を市長に提

言する。 

⑴ 条例第７条に規定する良好な景観の形成に関する重要な事項 

⑵ 条例第８条第２項に規定する景観計画の変更に関する事項 

⑶ 条例第 17 条第１項に規定する勧告に関する事項 

⑷ 条例第 18 条に規定する変更命令に関する事項 

⑸ 条例第 19 条第１項に規定する景観重要建造物及び景観重要樹木の指定に関する事項 

⑹ 条例第 20 条に規定する景観重要建造物及び景観重要樹木の現状の変更の許可に関す

る事項 

⑺ 条例第 21 条に規定する景観重要建造物及び景観重要樹木の原状回復命令に関する事

項 

⑻ 条例第 23 条に規定する景観重要建造物及び景観重要樹木の管理に関する事項 

（組織） 

第３条 審議会は、委員 10 人以内をもって組織する。 

２ 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 関係行政機関の職員 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、前条第２項第２号に規定する

委員の任期は、その職にある期間とする。 

２ 前条第２項に規定する委員（同項第２号に規定する委員を除く。）が欠けた場合における

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。 
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３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

４ 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くこと

ができる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、都市計画課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に

諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成 25 年４月１日から施行する。 

 

岩国市景観まちづくり審議会委員名簿 

 

 区分 所 属 氏 名 備考 

1 

学識経験者 

大阪大学大学院 小浦 久子 会長 

2 広島国際学院大学 伏見 清香  

3 徳山工業高等専門学校 目山 直樹  

4 関係行政機関 

の職員 

岩国土木建築事務所 
林 茂幸 

藤山 一郎 

平成 25 年度 

平成 26 年度～ 

5 岩国農林事務所 江藤 純嗣  

6 

市長が適当と

認めるもの 

（関係団体） 

岩国商工会議所 木村 圭一  

7 岩国市自治会連合会 木村 建彦  

8 山口県建築士会 岩国支部 坂井 建正 副会長 

9 岩国市景観ウォッチャー 杉山 京子  
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３．岩国市景観計画第２回変更の経緯 

岩国市景観計画第２回変更（令和３年１月 25 日告示）は、岩国市の文化的景観の保全を

図ることを主目的に変更されました。 

平成 27 年度から平成 30 年度にかけて、岩国の都市のはじまりである岩国城下町を中心

とした錦川下流域を対象に「錦川下流域における岩国の文化的景観保存調査」を実施し、

自然・風土と人々の生活・生業により育まれた「文化的景観」の価値が明らかとなりまし

た。 

これを受け、岩国市景観計画において本市の文化的景観の位置づけを行うとともに、こ

のうち、文化財保護法に基づく「重要文化的景観」の選定を目指す範囲（横山地区、岩国

地区を中心とする岩国城下町地区）を対象に、重要文化的景観の保護の観点から適切な措

置が図られるよう見直しを行い、住民意見交換会等や岩国市景観審議会の意見を踏まえ変

更されました。 

以下に、変更までの経緯と審議体制を示します。 

年月日 内 容 

令和元年 7 月 19 日 
第１回岩国市景観審議会 

・岩国市景観計画変更の方針説明について 

令和元年 9 月 30 日 
第２回岩国市景観審議会 

・文化的景観と見直しの内容について 

令和元年 11 月 18 日 

第３回岩国市景観審議会 

・文化的景観の位置づけについて 

・景観形成方針の変更について 

令和元年 12 月 26 日 
第４回岩国市景観審議会 

・景観形成基準の変更について 

令和２年２月 15 日 
横山地区の景観まちづくり意見交換会 

対象：横山地区の住民（参加者 16 名） 

令和２年２月 26 日 
岩国地区の景観まちづくり意見交換会 

対象：岩国地区の住民（参加者 13 名） 

令和２年８月 27 日 
第５回岩国市景観審議会 

・景観重要公共施設について 

令和２年 10 月 1 日 

～令和２年 10 月 30 日 

パブリックコメントの実施 

・岩国市景観計画の変更（案）に対する意見聴取 

令和２年 10 月 21 日 
岩国市景観計画の変更（案）の説明会 

対象：横山地区・岩国地区、その他地区の住民（参加者 10 名） 

令和２年 10 月 24 日 
岩国市景観計画の変更（案）の説明会 

対象：横山地区・岩国地区、その他地区の住民（参加者 12 名） 

令和２年 11 月 16 日 
第６回岩国市景観審議会 

・説明会、パブリックコメントの報告と意見への対応について 



 

151 

資料編 

 

年月日 内 容 

令和３年１月 14 日 
岩国市都市計画審議会 

・岩国市景観計画の変更（案）に対する意見聴取 

令和３年１月 20 日 
第７回岩国市景観審議会 

・岩国市景観計画の変更（案）の諮問、答申 

令和３年１月 25 日 告示（景観計画の変更） 
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岩国市景観条例（抜粋） 

平成 24 年 12 月 21 日条例第 38 号 

一部改正〔平成 30 年条例 49 号〕 

第２章 景観計画 

（景観計画の策定） 

第８条 市長は、法第８条第１項に規定する景観計画を定めるものとする。 

２ 市長は、景観計画を変更しようとするときは、あらかじめ、市民及び事業者の意見を聴

く機会を設けるとともに、岩国市景観審議会の意見を聴かなければならない。 

 

（略） 

 

第６章 岩国市景観審議会 

（設置） 

第 26 条 市長は、良好な景観形成を図るため、市長の附属機関として岩国市景観審議会（以

下「審議会」という。）を設置する。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、良好な景観形成に関する重要な事項について調査審議す

る。 

（組織） 

第 27 条 審議会は、委員 12 人以内をもって組織する。 

（委員） 

第 28 条 審議会の委員は、学識経験者、関係行政機関の職員その他市長が適当であると認め

る者のうちから、市長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第 29 条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補

欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第 30 条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がそ

の職務を代理する。 

（運営） 

第 31 条 審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 
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岩国市景観条例施行規則（抜粋） 

平成 25 年４月１日規則第 11 号 

一部改正〔平成 31 年規則 17 号〕 

（会議） 

第 19 条 条例第 26 条に規定する岩国市景観審議会（以下「審議会」という。）の会議（以下

「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集

する。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（意見の聴取等） 

第 20 条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴

き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第 21 条 審議会の庶務は、公園景観課において処理する。 

 

岩国市景観審議会委員名簿 

 区分 所 属 氏 名 備考 

1 

学識経験者 

神戸芸術工科大学大学院 小浦 久子 会長 

2 徳山工業高等専門学校 目山 直樹  

3 広島修道大学 富川 久美子  

4 カラースタジオ「IRIS」 児玉 紀子 令和元年度 

5 関係行政機関 

の職員 

岩国土木建築事務所 
村岡 和彦 

重冨 寿 

令和元年度 

令和２年度～ 

6 岩国農林事務所 
山本 富夫 

秋山 公志 

令和元年度 

令和２年度～ 

7 

市長が適当と

認めるもの 

（関係団体） 

岩国商工会議所 木村 圭一  

8 岩国市自治会連合会 山本 孝夫  

9 山口県建築士会 岩国支部 坂井 建正  

10 山口県景観アドバイザー 村越 千幸子  

11 岩国市景観ウォッチャー 杉山 京子  
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４．用語解説 

 

 

 

一里塚 

・旧街道等の主要な街道の側に旅行者の目印と

して１里ごとに設置した塚（土盛り）。 

 

岩国市街なみ景観条例 

・岩国にふさわしい景観の創出に向けて市街地

の良好な景観の形成、歴史的景観の保全等の

街なみ景観の形成に関する基本的な事項を定

めたもの。合併前の旧岩国市において平成 9

年4月に制定され、同年7月に横山地区を景

観形成地区に指定した。平成18年3月合併後

も継承された。 

 

屋外広告物条例 

・良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、

又は公衆に対する危害を防止するために、屋

外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物

件並びにこれらの維持並びに屋外広告業につ

いて、必要な規制の基準を定めたもの。 

 

 

 

河川争奪 

・河川の一部を別の河川が自らの流域に組み込

むという地理的現象。 

 

景観形成基準 

・景観計画で、届出を必要とするとした行為に

対して行為の制限の基準を定めたもの。景観

法では、形態意匠の制限、高さの制限、壁面

の位置の制限、敷地面積の最低限度等のほか、

届出対象行為ごとに良好な景観の形成のため

の制限を定めるとしている。 

 

景観計画区域 

・景観計画で定められた届出対象行為、景観形

成基準等が適用される区域。都市計画区域外

も含み、目的に応じて柔軟に設定が可能。 

 

景観行政団体 

・景観法に基づく景観行政を行う地方公共団体。

都道府県、政令市、中核市のほか、都道府県

知事と協議し、その同意を得た市町村。 

 

景観軸 

・景観を形成（構成）している中心となるもの。 

 

景観重要建造物 

・景観計画に定められた指定の方針に則して、

景観行政団体の長が指定した良好な景観の形

成に重要な建造物。指定されると現状変更に

あたり許可が必要。 

 

景観重要公共施設 

・道路、河川、都市公園、海岸、港湾、漁港、

自然公園等に係る公共施設のうち、景観計画

の中で、良好な景観の形成に重要なものとし

て管理者の同意を得て定めるもの。景観計画

に管理者の同意を得て景観重要公共施設の整

備に関する事項や占用等の許可の基準が定め

られると、管理者はそれらに基づき整備や占

用許可を行わなければならない。 

 

 

あ 

か 
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資料編 

景観重要樹木 

・景観計画に定められた指定の方針に則して、

景観行政団体の長が指定した良好な景観の形

成に重要な樹木。指定されると伐採等にあた

り許可が必要。 

 

景観条例 

・景観法において条例で定めることになってい

る事項等、景観行政を実施するために必要な

事項を定める条例。 

 

景観法 

・都市、農山漁村等における良好な景観の形成

を図るため、良好な景観の形成に関する基本

理念及び国等の責務を定めるとともに、景観

計画の策定等における良好な景観の形成のた

めの規制等、所要の措置を講ずる我が国で初

めての景観についての総合的な法律。 

 

景勝地 

・景色や風景の優れた場所。 

 

公共サイン 

・不特定多数の人が利用する公共機関が公共空

間に設置するもので、標識、地図、案内板等

の総称。 

 

五感 

・外界からの刺激を受け取る五つ（視・聴・嗅・

味・触）の感覚。 

 

 

 

指針 

・物事を進める上でたよりとなるもの。参考と

なる基本的な方針。 

 

総合計画 

・地方自治体が策定する自治体のすべての計画

の基本となり、行政運営の総合的な指針とな

る計画。 

 

 

 

多島海景観 

・静かな海面、点在する多くの島々、白砂青松

の浜、段々畑等、自然と人文景観が一体とな

った景観。 

 

（都市計画）提案制度 

・2002 年（平成 14 年）における都市計画法の

改正及び都市再生特別措置法の制定で創設さ

れた都市計画の制度。土地の所有者や景観ま

ちづくり関連団体あるいは事業者等が一定規

模以上の一団の土地について、土地所有者等

の３分の２以上の同意等の一定の条件を満た

した場合に、都市計画の決定や変更の提案を

することができる。 

 

中山間地域 

・平野の外縁部から山間地の領域。 

 

中心市街地 

・地域の歴史的経緯を背景に文化や伝統を育み、

居住、商業、業務、公益等の各種の機能を担

ってきた市町村の中心であり、これまでの歴

史、文化、伝統等を含めた広い意味での社会

資本が蓄積された地域。 

さ 
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眺望景観 

・眺めのよい場所から、より広い範囲を眺めた

ときの景観。 

 

都市計画マスタープラン 

・都市計画の目標や長期的な視点に立った都市

の将来像を明確にし、その実現に向けての大

きな道筋をとりまとめたもの。 

 

都市計画区域 

・行政区域の範囲にかかわらず、一体の都市と

して総合的に整備、開発、保全する必要があ

る区域を都市計画法で指定された区域。本市

では４つの都市計画区域が指定されている。

（岩国都市計画区域、由宇都市計画区域、玖

珂都市計画区域、周東都市計画区域） 

 

届出対象行為 

・届出制度において、届出の対象とする建築物

の建築や工作物の建設等の行為。 

 

 

 

風土 

・主にある土地の気候、気象、地形、地質、景

観等の総称という概念。 

 

風致地区 

・良好な自然的景観を形成している区域のうち、

土地利用計画上、都市環境の保全を図るため

風致の維持が必要な区域について定めるもの。 

 

 

 

文化的景観 

・地域における人々の生活又は生業及び当該地

域の風土により形成された景観地で我が国民

の生活又は生業の理解のため欠くことのでき

ないもの。 

 

 

 

名勝 

・庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳等の名勝地で

我が国にとって芸術上又は鑑賞上価値の高い

もの。文化財保護法に基づき指定されたもの

（国指定）のほか、山口県や市の条例に基づ

き指定されたもの（県指定、市指定）がある。 

 

 

 

ランドマーク 

・その土地や景観の目印となる山や高層建築等、

際立った特徴を持つもの。 

 

稜線 

・山の峰と峰を結んで続く線。 

 

 

 

ワークショップ 

・あるテーマについて、様々な立場の人が共同

作業により技術や知恵を出し合い、デザイン

の提案やまちづくり等の計画を進めていく手

法。 
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